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はじめに 

 

 

公認会計士・監査審査会（以下、「審査会」という。）は、平成 16 年 4 月、独立し

て職権を行使する機関として金融庁に設置されました。以来、監査の品質に対する社

会の期待がますます高まっている現状を踏まえ、公認会計士監査の質の向上を図り、

その信頼性を確保することにより、投資者の資本市場に対する信頼の向上に努めてお

ります。 

 

１．本年度を振り返って 

審査会は、平成 31 年 4 月から第 6期目（平成 31 年 4 月～令和 4年 3月）に入り、

令和 2年度は第 6期の 2年目となります。 

監査事務所に対する審査及び検査等（モニタリング）については、令和元年 5

月に公表した第 6期における「監査事務所等モニタリング基本方針-監査の実効性

の更なる向上を目指して-」及び令和 2年 7月に公表した「令和 2事務年度監査事

務所等モニタリング基本計画」に基づき、監査事務所に対して報告徴収や検査を実

施しています。本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応等の観点から、

モニタリング実施方法の見直しを行うとともに、各監査事務所のガバナンス等の経

営管理態勢や業務管理態勢が、監査の品質の確保・向上に資するものとなっている

かに重点を置いた検証を行っています。また、審査会が実施したモニタリングの成

果を関係者のみならず広く一般に提供し、会計監査への関心や意識を高めていただ

くとの観点から、「令和 3年版モニタリングレポート」及び「監査事務所検査結果

事例集（令和 3事務年度版）」を作成中であり、本年 7月頃に公表予定です。 

令和 2年公認会計士試験については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏

まえ、試験実施日程を変更し、受験者の安全を確保するための対策を講じた上で、

無事実施しました。試験の結果、合格者数は前回並みと安定しており、合格者に占

める女性の割合は、現行試験制度となって以来、過去最高となっております。また、願

書提出者数は平成 28 年試験以降 5年連続して増加しました。願書提出者数の増加

は、試験に関する情報提供の充実などに努めた結果、若年層を中心に関心が高まっ

ていることのほか、年々利用率が高まっているインターネット出願の導入に伴う出

願時の利便性の向上も功を奏しているものと考えております。 

諸外国の監査監督当局との協力・連携については、企業の積極的な国際展開を背

景に、監査業務のグローバル化がめざましく進展する中、こうした協力・連携の構

築及び強化を積極的に進めてきました。特に、現在、東京に事務局が置かれている

「監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）」の活動を通じて、審査会は金融庁と共に

会計監査に関する国際的な制度・運用の把握や、グローバルな監査の品質の向上に

係る国際的な議論への積極的な貢献を続けてきました。新型コロナウイルス感染症

の拡大を受けて令和 2 年 4 月の IFIAR 本会合は中止になりましたが、令和 2 年 8

月から開催された 6大監査法人ネットワークとの CEO セッションをはじめとして、

現下の情勢を踏まえた監査の課題等について議論が行われ、審査会としても IFIAR
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の活動に積極的に参画しました。令和 3年 3月に行われたグローバル監査品質ワー

キンググループ会合では、6 大監査法人ネットワークの代表者やメンバー当局と、

監査の品質の向上に係る議論を活発に行いました。また、二国間の協力関係におい

ても、各国と締結してきた情報交換枠組等を活用して、国際的に活動する監査事務

所に係る情報共有を行うなど、今後も審査会の審査・検査活動に資するとともに、

当局間の連携を強化していきます。 

 

２．今後の課題 

第 6期審査会 3年目となる令和 3年度においては、以上のとおり、今年度重点的

に実施した取組やこれまで取り組んできた実績を踏まえつつ、特に以下のような点

について着実な業務の遂行に努めていきます。 

 

監査事務所に対するモニタリングについては、新型コロナウイルス感染症による

監査業務への影響など、監査事務所をめぐる環境が年々大きく変化していることか

ら、そうした変化に適切に対応したモニタリングの実施に努めます。また、監査の

品質の確保・向上を図り、業務の適正な運営を確保する主体は監査事務所であるこ

とから、監査事務所に自発的な改善活動を促すような実効的かつ効率的なモニタリ

ングに取り組んでいきます。特に、各監査事務所のガバナンス等の経営管理態勢や

業務管理態勢については、その実効性を引き続き検証していきます。加えて、モニ

タリングの成果を関係者及び広く一般に提供していくため、モニタリングレポート

等の内容の更なる充実に努めていきます。 

公認会計士試験については、願書提出者数の増加傾向を持続するためにも、引き

続き、若年層や女性も含めて、より多くの人々に挑戦していただけるよう、公認会

計士の使命･役割等をテーマとした講演を行い、公認会計士という資格・職業の魅

力について、なお一層の情報発信を続けていきます。 

諸外国の監査監督当局との協力・連携については、新型コロナウイルス感染症に

よる影響を含め、国内外における公認会計士・監査法人や被監査会社を取り巻く環

境の変化に対応するため、IFIAR 等での議論への積極的な参加や、海外における監

査の在り方をめぐる議論の動向把握に努めていきます。そして、より一層グローバ

ルな監査の品質の向上に貢献していきます。 

 

審査会はこれらの活動を通じ、監査の信頼性を確保することにより、日本の資本

市場の信頼性の向上に努め、ひいては国際経済の健全な発展に貢献していきます。 

 

 

令和 3年 3月       

公認会計士・監査審査会会長 
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審査会における新型コロナウイルス感染症への対応

 

１．審査会の非対面（オンライン等）開催等 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、令和 2 年 4 月以降の審査

会について、非対面で開催できるよう、電話又はオンラインにより参加

できる環境を構築し、非常勤委員が積極的に活用している。 

  併せて、会議室の入出者の限定、身体的距離の確保などの感染対策も

実施している。 

 

 

２．モニタリング実施方法の見直し 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大を一つの契機として、働き方の新し

いスタイルを積極的に取り入れる観点も踏まえ、監査事務所に対する審

査会のモニタリングが、審査会・監査事務所の双方にとってより効率的

で実効性のあるものとなるようモニタリングの実施方法の見直しを行う

こととした。具体的には、これまでの検査は、監査事務所に訪問し、対

面の形で実施してきたが、リモート環境の整備が進んでいる大手・準大

手監査法人等に対する検査については、オンライン会議の活用やデータ

等へのアクセスを通じて、原則、往訪を行わない検査を実施するなど、

リモート等を活用した検査方法を検討し、実施した。（関連：本編第２章

６．（８）モニタリング実施方法の見直し（P25）） 

 

 

３．公認会計士試験の実施・運営 

（１）令和 2年公認会計士試験について 

・ 第Ⅱ回短答式試験について、令和 2 年 5 月から 8 月に、論文式試験

について、従来 3日間の日程を 2日間に短縮した上で、8月から 11 月

に変更して実施した。また、合格発表について、令和 2年 11 月から令

和 3 年 2 月に変更した。（関連：本編第３章２．（１）公認会計士試験

実施日程の変更（P29）） 

・ 試験実施日程の変更に伴い、変更後の日程では受験することができ

ない受験者については、事前申請を経た上で、受験手数料の還付を実

施した（関連：本編第３章２．（２）令和 2年公認会計士試験（P30））。 

・ 一部の試験場について、受験者間の十分な距離を確保できる試験場
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に変更した。 

・ 日程変更後の試験の実施に当たっては、体調不良の受験者（発熱の

ある者を含む）に対して受験を控えるよう要請を行うとともに、試験

場入場前の検温の実施、試験場におけるマスクの着用及び密の回避の

徹底、試験室の換気等を講じた（関連：本編第３章２．（２）令和 2年

公認会計士試験（P30））。 

 

（２）令和 3年公認会計士試験について 

・ 令和 2 年公認会計士試験の日程を変更したことに伴い、従来年 2 回

実施している短答式試験を、令和 3 年 5 月に一本化して実施すること

とした（関連：本編第３章２．（１）公認会計士試験実施日程の変更

(P29)）。 

 

 

４．講演活動のオンライン実施 

・ 従来の対面形式での講演が制限される中、オンライン形式も併用する

ことにより、櫻井久勝会長・松井隆幸常勤委員等が、公認会計士の社会

的役割等をテーマとした講演を大学 16 校、高校 2校で行った（関連：本

編第３章３．公認会計士試験に係る情報発信等（P32））。 

 

 

５．国際機関との協力 

・ 令和 2（2020）年 4 月にスイスで開催が予定されていた監査監督機関

国際フォーラム（IFIAR）の本会合が中止となり、代表理事会、各ワーキ

ング・グループ及びタスクフォース等の会議も全てオンライン形式で実

施されるといった制限がある中、審査会としてこれらの会議に参画し、

IFIAR の活動に積極的に貢献した。 

・ IFIAR のグローバル監査品質（GAQ）ワーキング・グループの電話会議

（リスクコール）において、主な議題を「新型コロナウイルス感染症の

拡大に起因する監査リスク」として、リモート環境下における期末監査

対応や不正リスク等について各国当局と議論・情報交換を行うなど、各

ワーキング・グループ等において、新型コロナウイルス感染症に関連し

た内容について議論を行った。（関連：本編第５章１．（３）活動状況（P38）） 
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第１章 組織 
 

１．公認会計士・監査審査会 

 

審査会は、公認会計士法（以下、「法」という。）第 35 条第 1項及び金融庁

設置法第 6条第 2項に基づき、平成 16 年 4 月に金融庁に設置された合議制の

行政機関である（P46 資料１－１参照）。 

審査会は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のう

ちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣から任命された、会長及び 9人以

内の委員により組織される。委員は非常勤であるが、うち 1人については常

勤とすることができる。任期は 3 年である。（法第 36 条、第 37 条の 2 第 1

項、第 37 条の 3第 1項） 

 

会長及び委員は独立してその職権を行い、また、法定の事由がある場合を

除き、在任中にその意に反して罷免されることはない（法第 35 条の 2、第 37

条の 4）。 

 

平成 31 年 4 月 1 日に発足した第 6期（平成 31 年 4 月～令和 4年 3月）に

おいては、櫻井久勝会長、松井隆幸常勤委員及び非常勤委員 8名の計 10 名の

構成で活動を行っている（P48 資料１－２、P49 資料１－３参照）。 

 

審査会の主な業務は以下のとおりである。 

① 公認会計士、監査法人及び外国監査法人等（注）並びに日本公認会計士

協会（以下、「協会」という。）に対する検査等 

② 公認会計士試験の実施  

③ 公認会計士及び監査法人に対する懲戒処分等の調査審議 

④ 諸外国の関係機関との連携・協力 

（注）外国監査法人等とは、外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書

類について監査証明業務に相当すると認められる業務を外国において行う者として

金融庁長官に届出をした者をいう（以下同じ。）。 

 

２．事務局 

 

審査会には、審査会の事務を処理するために事務局が置かれている（法第

41 条第 1項）。 

事務局は、事務局長の下、総務試験室及び審査検査室で構成され、総務試

験室は、公認会計士試験の実施、公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審

議及び事務局全体の総合調整を所掌し、審査検査室は、監査法人等の監査又

は証明業務及び協会の事務の運営状況についての審査並びに監査法人等、外
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国監査法人等及び協会に対する検査を所掌している。 

事務局の定員は、平成 16 年 4 月発足時 40 人であったが、その後順次増員

され、令和 2年度末の定員は、総務試験室 14 人及び審査検査室 42 人の計 56

人となっている。 

 

≪事務局の定員の推移≫                     （年度末ベース） 

年度 16 17  18  19  20  21  22  23  24～27  28～29 30～R元 R2 

総務試験室 11 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 

審査検査室 29 29 31 35 39 41 44 43 42 42 43 42 

 
総括公認会計士 

監査検査官 
- - - - - - - - - 1 1 1 

 
主任公認会計士 

監査検査官 
4 4 4 4 5 5 7 7 7 6 6 6 

 
公認会計士 

監査検査官 
18 18 20 24 26 28 28 27 26 26 27 26 

 

≪公認会計士・監査審査会の機構図≫ 

会 長
委 員 （ 9 人 ）

試 験 専 門 官

公 認 会 計 士 ・ 監 査 審 査 会

審 査 検 査 室 （ 42 人 ）

公 認 会 計 士 監 査 審 査 官

総括公認会計士監 査検 査官

主任公認会計士監 査検 査官

公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

（事務局長）

事 務 局 総 務 試 験 室 （ 14 人 ）

総 括 調 整 官

・監査法人等の監査業
務の運営状況に関する
審査及び協会の事務の
適正性についての審査
・監査法人等及び外国
監査法人等並びに協会
に対する検査

・公認会計士試験の実施

・公認会計士等に対する

懲戒処分等の調査審議

・事務局全体の総合調整

※事務局長は、関
係のある他の職を
占める者をもって充
てる。

 

（注）上図中（ ）内は、令和 2年度末における定員を示す。 

 

 

 

 

 

上記は令和 2 年度の状況であるところ、⾼い機能を有し魅⼒ある⾦融資本市
場を築くための令和 3 年度の施策の⼀つとして、監査の品質の向上に資する取
組を掲げ、令和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇より、審査会事務局の総務試験室及び審査検査室
はともに課へ昇格となっている。 
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第２章 監査事務所に対する審査及び検査等 
 

１．概説 

 

資本市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確

立する観点等から、平成 15 年 6 月の法改正により、監査事務所に対する監視・

監督の機能の充実･強化策として、それまで自主規制として行われていた協会

による監査事務所に対する品質管理レビュー（注）が法定化された。審査会は

当該レビューの結果について協会から報告を受け、審査等を行い、必要があ

ると認める場合には報告徴収及び検査を行うこととされた。 

また、平成 19 年 6 月の法改正により、我が国金融資本市場の健全性を確保

していくため、金融商品取引法による開示規制の対象となる外国会社等の監

査を行う外国監査法人等が我が国当局の検査・監督の対象とされ、審査会が

報告徴収及び立入検査を行うこととされた。 

具体的には、審査会は、金融庁長官の権限のうち、 

 

・協会による会員の法第 2条第 1項業務（監査又は証明業務）の運営状況

の調査の結果報告の受理に関する事務（法第 46 条の 9の 2第 2項） 

・上記報告に関して行う協会、公認会計士・監査法人に対する報告徴収及

び検査（法第 46 条の 12 第 1 項、第 49 条の 3第 1・2項） 

・外国監査法人等に対する報告徴収、検査（法第 49 条の 3の 2第 1・2項） 

 

について委任されている（法第 49 条の 4第 2・3項）。 

これらを受けて、審査会では、品質管理レビューに関する報告の審査等を

行い、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、報

告徴収、検査を行うこととしている（P52 資料２－１参照）。 

また、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、行政処分その

他の措置について金融庁長官に勧告することとしている（法第 41 条の 2）。 

（注）品質管理レビュー 

品質管理レビューとは、法により、「協会は、会員の第 2条第 1項の業務の運営の状

況の調査を行う」（法第 46 条の 9の 2第 1項）とされている。 

具体的には、監査業務の適切な質的水準の維持・向上を図り、監査に対する社会的信

頼を維持・確保するため、協会が監査法人及び公認会計士事務所（以下、「監査事務所」

という。）の行う監査の品質管理の状況を調査することとされている。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 品質管理レビューの報告 

協会は原則として 3 年に 1度（状況に応じて短縮・伸長）、法令、監査基準等及び協

会の会則・規則等への準拠状況を事後的に調査しており、審査会はその調査結果に関し

て報告を受ける。 

 

② 審査 

審査会は、協会から報告を受け、主として、協会の品質管理レビュー制度の運営が適

正に行われているか、監査事務所の監査業務が適正に行われているかを確認する。 

審査会は、審査の過程において、必要があると認めるときは、監査事務所に対して報告

又は資料の提出を求める。 

 

③ 検査 

審査会は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査事務所（監

査事務所の監査業務に関係のある被監査会社等を含む）に対して検査を行う。 

また、協会の事務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対

して検査を行う。 

 

④ 勧告 

審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認めるときは、監査事務所の監査業務

又は協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について金

融庁長官に勧告する。 

 

（注）外国監査法人等に対する報告徴収・検査については、P19「３.（７）イ 外国監査

法人等に対する報告徴収・検査に関する考え方」を参照。 

 

品質管理レビュー 

①品質管理レビュー

の報告 

④勧告 

③検査 

監査 

②審査 

③検査 

公認会計士・監査審査会  

日本公認会計士協会 
監査事務所 被監査会社等 

金 融 庁 

行政処分その他

の措置 
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２．監査事務所等モニタリング基本方針等 

 

（１）監査事務所等モニタリング基本方針 

審査会は、第 5期まで（平成 28 年 4 月～平成 31 年 3 月）のモニタリン

グ（注）の実績を踏まえつつ、監査の品質管理を含む業務の適正な運営の確

保を図るという観点から、モニタリングを通じて監査事務所の行う監査の

実効性の更なる向上を図るため、第 6期（平成 31 年 4 月～令和 4年 3月）

における「監査事務所等モニタリング基本方針－監査の実効性の更なる向

上を目指して－」を策定し、令和元年 5月 17 日に公表した（P53 資料２－

２参照）。 

（注）モニタリングとは、検査を指すオンサイト・モニタリング及び報告徴収、ヒア

リング、意見交換・連携等を通じた情報収集など検査以外の活動を指すオフサイ

ト・モニタリングの両方を包含したものをいう。 

 

  ＜基本方針の概要＞ 

 

ア モニタリングの視点 

審査会は、監査事務所の規模、業務管理態勢及び被監査会社のリスク

の程度を踏まえた一層効果的なモニタリングを実施し、監査事務所自ら

の監査の品質の確保・向上を継続的に促すことで、資本市場における監

査の信頼性の確保を図る。 

また、モニタリングにより把握した有益な情報について、金融庁関係

部局、協会、会計監査に関係する業界団体等と共有するほか、広く一般

に向けても積極的に提供する。 

 

イ モニタリングの目的及びその達成のための基本的な考え方 

審査会が実施するモニタリングは、個別の監査意見の適否そのものを

主眼とするものではなく、協会による品質管理レビューの一層の実効性

向上を促すとともに、監査事務所等の監査の品質管理を含む業務の適正

な運営の確保を図ることを目的とする。このような目的を達成するため、

業務の適正な運営の確保を図る主体が監査事務所であることに鑑み、監

査事務所自らの行動を促すような実効性のあるモニタリングを行う。 

また、会計不正等を見抜くような適切な職業的懐疑心を発揮している

かなど、監査の品質の確保・向上に向け品質管理態勢が実効的なものと

なっているかを重視する。 

さらに、平成 29 年 3 月 31 日に金融庁から公表された「監査法人の組

織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）を採用して

いる監査事務所において、ガバナンス等の経営管理態勢が業務の適正な

運営の確保に資するものとなっているか、継続的にモニタリングを行う。 
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ウ オフサイト・モニタリングに係る基本方針 

審査会は、協会から品質管理レビュー結果の報告を受け、必要と認め

るときは当該報告に関して報告徴収を行う。また、金融庁関係部局、協

会、関係先との意見交換や連携、監査事務所との対話を通じて情報等を

収集するとともに、問題意識を共有することとする。さらに、監査事務

所の実態やリスクを的確に把握する観点から、このようなオフサイト・

モニタリングにより収集した情報等の分析の強化に努める。 

 

エ 検査基本方針 

審査会は、監査事務所の態様や被監査会社のリスクの程度に応じたよ

り効果的・効率的な検査を実施するとともに、検査手法の向上など検査

の実効性の向上に努める。また、オフサイト・モニタリングとの一体的

な運用により、監査事務所の監査の品質の確保・向上を図る。 

大手監査法人（注 1）については、大規模な上場会社の監査を多く行う

など資本市場において重要な役割を担っていることに鑑み、原則として

毎年検査を実施する。 

準大手監査法人（注 2）については、相当数の上場被監査会社を有し、

資本市場において一定の役割を担っている一方、大手監査法人に比べ業

務管理態勢や品質管理態勢の整備が十分とはいえない状況がみられる。

そのため、それらの整備状況を注視することとし、定期的に（原則とし

て 3年に一度）検査を実施する。 

中小規模監査事務所（注 3）については、品質管理レビューの結果、監

査事務所の業務管理態勢及び上場被監査会社のリスクの程度等を踏まえ、

必要に応じて検査を実施する。 

（注１）大手監査法人とは、上場会社を概ね 100 社以上被監査会社として有し、

かつ常勤の監査実施者が 1,000 名以上いる監査法人をいう。本年度報告で

は、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY 新日本有限

責任監査法人及び PwC あらた有限責任監査法人の 4法人を指す。 

（注２）準大手監査法人とは、大手監査法人に準ずる規模の監査法人をいう。本

年度報告では、仰星監査法人、三優監査法人、太陽有限責任監査法人、東

陽監査法人及び PwC 京都監査法人の 5法人を指す。 

（注３）中小規模監査事務所とは、大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査

事務所をいう。 

 

オ モニタリング情報の提供方針 

  監査の品質の確保・向上のためには、検査結果を監査事務所に示すだ

けでなく、モニタリングの成果を報告等の形で広く一般に提供し、会計

監査への関心を高めていくことが重要であるとの観点から、更に情報の

充実や見直しなどを行う。 
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（２）監査事務所等モニタリング基本計画 

審査会は、上記「監査事務所等モニタリング基本方針」を踏まえ、各事

務年度におけるモニタリングの方向性を示すものとして、「監査事務所等モ

ニタリング基本計画」を策定、令和 2年 7月 14 日に公表した（P60 資料２

－３参照）。 

 

＜基本計画の概要＞ 

 

ア オフサイト・モニタリングに係る基本計画 

（ア）報告徴収 

Ａ 大手監査法人及び準大手監査法人 

監査法人のガバナンス・コードを踏まえ整備したガバナンス等の

経営管理態勢や業務管理態勢、グローバルネットワークとの連携の

状況、IT を活用した監査手法、サイバーセキュリティ対策等の検証

に必要な定性・定量の情報を報告徴収において継続的に求めること

とする。また、監査業務において高度な専門知識や IT の理解等を要

する上場金融機関に対する監査態勢や審査態勢等の実態把握を行う。 

 

Ｂ 中小規模監査事務所 

監査事務所の適切な監査の品質管理の定着を促す観点から、適時

に報告徴収を実施する。その際、監査事務所における品質管理のシ

ステムの整備状況に加え、トップの経営方針、収益・財務構造及び

組織・人材、監査契約を新規に締結した経緯といった項目等を重点

的に検証する。 

また、検査結果として通知した問題点については、検査結果通知

の一定期間後に報告徴収により、その対応状況等を把握し、必要に

応じてヒアリングを実施する。 

 

Ｃ 検査による指摘事項について早急に改善を要する場合 

検査の結果、早急に改善をする必要があると認められた監査事務

所については、検査結果の通知と同時に報告徴収を実施し、速やか

な改善を促すこととする。 

 

（イ）協会の品質管理レビューの検証及び協会との連携 

協会の品質管理レビューは、近年よりリスクを踏まえたものとされ

てきている中で、品質管理レビューにおいて限定事項付き結論となっ

ていない監査事務所について、審査会の検査では業務運営が著しく不

当と認められる事案も発生しており、今後、協会において実施が予定

されている施策の実効性やその効果についても検証していく。 
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審査会と協会は、審査会検査と協会の品質管理レビューとの適切な

役割分担に関して、大手監査法人に対する品質管理レビューの在り方

や中小規模監査事務所に対する協会の指導・監督機能の充実等を中心

に議論を行っており、審査会検査と協会の品質管理レビューが全体と

して最大限の効果を発揮するという観点から、より具体的かつ実質的

な議論を行っていくこととする。 

 

  （ウ）監査事務所に関する情報等の収集・分析等 

     監査事務所の最新の業務管理態勢や監査事務所・監査業界の抱える

問題等を把握する観点から、大手監査法人及び準大手監査法人のトッ

プを含む経営層との定期的な対話を行っているところである。トップ

を含む経営層は監査事務所の組織風土に大きな影響を与える存在であ

ることから、こうした経営層との対話を今後も継続し、より深い議論

が行われるように努める。なお、その際には KAM 導入に向けた監査事

務所としての対応状況などについても把握することとする。 

また、監査事務所自らが開示する品質管理に係る情報の一層の充実

や、積極的な情報発信を促すこととする。 

さらに、金融庁関係部局、協会、金融商品取引所、日本監査役協会

等の関係団体に加え、国際的な監査監督機関、外国監査監督当局、監

査事務所のグローバルネットワーク等との意見交換・連携などを通じ

た情報共有を一層強化することとし、監査事務所のリスクに応じた

様々な資料や情報等の収集・分析態勢の向上に努めていく。 

 

イ 検査基本計画 

・業務管理態勢や品質管理態勢が監査事務所の規模や特性等に応じた

適切なものとなっているか 

・トップを含む経営層の品質管理に係る認識や対応が監査事務所の業

務管理態勢等にどのような影響を与えているか 

・監査実施者が監査基準等の規程の趣旨や内容を理解した上で適切な

職業的懐疑心を発揮しているか 

の観点を重視し、以下のとおり、監査事務所の規模や態様に応じた検査

を行う。 

なお、新型コロナウイルス感染症による影響や、その影響を踏まえた

品質管理態勢及び業務管理態勢の状況、協会の監査上の取扱いなどを踏

まえた監査手続の実施状況や監査意見表明の状況についても検証してい

く。 
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（ア）大手監査法人 

資本市場における役割の重要性等を踏まえ、原則として毎年検査（通

常検査とフォローアップ検査を交互に実施）を実施する。 

本事務年度においては、トップの姿勢を含む経営管理態勢や業務管

理態勢に一層重点を置いて検査を実施するほか、ガバナンス態勢の実

効性の運用状況、監査事務所の業務管理態勢（本部品質管理部門と各

事業部等との連携状況）、海外子会社を含むグループ監査の状況等の検

証を行う。 

 

（イ）準大手監査法人 

大手監査法人と比べ業務管理態勢や品質管理態勢の整備が十分とは

いえない状況がみられることから、それらの整備状況を注視すること

とし、原則として 3年ごとに検査を実施する。 

本事務年度においては、監査品質の向上に向けたトップを含めた経

営層の認識や取組を把握するとともに、ガバナンス態勢の実効性の運

用状況、組織としての一体性など経営管理態勢・業務管理態勢等の検

証を行う。 

 

（ウ）中小規模監査事務所 

監査事務所の品質管理態勢、個別監査業務の監査の基準等への準拠

性などを確認するとともに、それらに影響を与えるトップの認識や関

与状況、業務管理態勢を検証する。 

本事務年度においては、不備が監査事務所のビジネスモデルに起因

するものなのか、不備に対する改善の取組が形式的、対症療法的なも

のにとどまっていないかに留意し、組織としての一体性など業務管理

態勢、監査リスクの高い上場会社等の受嘱におけるリスク評価の適切

性や監査実施態勢等の検証を行う。 

 

― 13 ―― 13 ―

―  ―0123456789



 

３．監査事務所に対する審査及び検査の状況 

 

  監査事務所は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査証明業務（法

第 2条第 1項の業務）を行うほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求め

に応じ報酬を得て、財務書類の調製、財務に関する調査・立案、財務に関す

る相談の業務（法第 2条第 2項の業務）を行うことができる。 

令和 2年度末現在、公認会計士登録者数は 32,478 人である。このうち、大

手監査法人に所属する公認会計士数は 10,523 人であり、32.4％を占める。監

査法人数は 258 法人である。 

 

（参考）                          

 28 年度末 29 年度末 30 年度末 R 元年度末 R2 年度末 

公認会計士登録者数 29,367 30,350 31,189 31,793 32,478 

 うち大手監査法人 11,002 11,016 10,912 10,659 10,523 

監査法人数 222 229 236 246 258 

 

（１）協会による品質管理レビューの状況 

 

ア 令和元年度 

    協会による令和元年度の品質管理レビューは 84 件（監査法人 58 件（大

手 2件、準大手 2件、公認会計士共同事務所 1件を含む。）、公認会計士

26 件）実施されており、結論の状況は下表のとおりである。 

 

≪実施結果に基づく結論の状況(令和元年度)≫               （監査事務所数） 

区 分 
限定事項のない結論 限定事項付き結論 結論の不表明 否定的結論 計 

(a) a/e (b) b/e (c) c/e (d) d/e (e)  

監査法人 56 96.6％ 2 3.4％ － － － － 58 

公認会計士 21 80.8％ 5 19.2％ － － － － 26 

合 計 77 91.7％ 7 8.3％ － － － － 84 

（注）84 件中 79 件に改善勧告事項がある。 

 

イ 令和 2年度 

協会による令和 2年度の品質管理レビューは 56 件（監査法人 39 件（大

手 2件、準大手 1件を含む。）、公認会計士 17 件）実施されている（下表

のとおり。）。 
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≪品質管理レビューの実施状況≫ 

品質管理レビュー 

実施年月 

2 年 3 年  

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

品質管理レビュー 

実施監査事務所数 
8 2 13 11 10 7 2 3 56 

 

令和 2年度の品質管理レビューのうち、審査会に対しては、令和 3年

3 月 31 日までに、品質管理委員会で内容を承認された 36 件の報告が行

われており、その結果の状況は以下のとおりである（注）。 

・重要な不備事項が発見されたもの：公認会計士 2件 

 

（注）令和 2 年度からは、従前の結論の種類（「限定事項のない結論」、「限定事項

付き結論」及び「否定的結論」）が廃止され、「極めて重要な不備事項」又は「重

要は不備事項」の有無が、実施結果として「品質管理レビュー報告書」に記載さ

れるようになっている。 

 

（２）品質管理レビューに対する審査の状況 

 

ア 審査 

審査会は、協会から品質管理レビューの状況報告を受け、協会の品質

管理レビューが適切に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に

行われているかを審査している。 

具体的には、品質管理レビューの実施状況や監査事務所に対する必要

な改善措置の指導状況を確認しているほか、品質管理レビューの結果（品

質管理レビューの結論における否定又は限定事項の有無、品質管理レビ

ューにおいて指摘している不備の内容等）や、監査事務所が協会に提出

した改善計画書の内容等を分析している。 

審査会では、これらの分析結果等を踏まえ、立入検査の必要性等を検

討しているほか、協会との意見交換（P21「５．関係機関との連携 （２）

協会との連携」を参照）を実施している。 

なお、審査においては、金融庁関係部局、協会、金融商品取引所、日

本監査役協会等の関係機関から得た情報も活用している。 

 

  イ 令和元年度の品質管理レビューの分析結果 

協会が令和元年度に実施した品質管理レビューに対する審査を実施し

た結果、 

・リスク･アプローチを強化するために、監査事務所に対する過去の品質

管理レビューの結果や、レビュー対象とする個別監査業務の選定段階

におけるリスク評価を考慮して品質管理レビュー計画を立案している
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こと 

・レビュー開始後も把握したリスク情報に応じて、レビュー期間を延長

し、検証対象個別監査業務を追加するなどの対応を行っていること 

・個別監査業務の指摘を単なる文書化の不備にとどめずに、不備の実態

を踏まえ監査手続上の指摘としている事例が増えてきていること 

など、前年度に引き続き、品質管理レビューの質の向上が図られている

状況がみられた。 

 

（３）監査事務所に対する報告徴収の状況 

 

ア 大手監査法人及び準大手監査法人に対する継続的報告徴収 

令和 2事務年度においては、全ての大手監査法人及び準大手監査法人に

対してガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢等の検証のため報告徴

収を実施した(令和 2年 7月及び 9月に実施)。また、報告徴収により得

られた情報を用いて、検査対象となる監査法人の実態を事前に分析する

とともに検査実施上の着眼点抽出の参考とするなど、効果的・効率的な

検査の実施につなげたほか、大手監査法人及び準大手監査法人における

品質管理活動の状況等の横断的な実態把握を行った。なお、今後も毎年

定期的に報告徴収を実施する予定である。 

 

イ 中小規模監査事務所に対する報告徴収   

審査会は、「令和2事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」（P60資料

２－３参照）に基づき、中小規模監査事務所における品質管理レビューの改

善状況の検証及び経営管理態勢等の実態把握を行う必要があると認められた

65 監査事務所に対して報告徴収を実施した（令和 2年 8月に実施）。 

 

≪報告徴収実績≫ 

 

令和元事務年度報告徴収実績  令和 2事務年度報告徴収実績 

報告徴収 

実施先数 

平成 30年度 

品質管理レビュー 

実施先数 

(大手･準大手除く。) 

 
報告徴収 

実施先数 

令和元年度 

品質管理レビュー 

実施先数 

(大手･準大手除く。) 
 

監査事務所 31 52  65 80 

 

監査法人（注） 22 42  43 54 

個人事務所 9 10  22 26 

（注）公認会計士共同事務所を含む。 

報告徴収を実施するに当たり、令和元年度の品質管理レビューの結果を受

理した中小規模監査事務所のうち、レビュー結果の重要性等を考慮して選定
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している。 

 

ウ 検査実施後の改善状況の報告徴収（フォローアップ） 

令和 2 事務年度においては、審査会が検査結果を通知した監査事務所

のうち 2 件に対して検査における指摘事項の改善状況を確認するため報

告徴収を実施した。加えて、検査の結果、早急に改善をする必要がある

と認められた監査事務所 2 件に対して速やかな改善を促すため、検査結

果の通知と同時に報告徴収を実施し、指摘事項に対する改善計画や改善

状況に係る検証を行った。 

 

（４）監査事務所に対する検査の状況 

令和 2事務年度の検査は、検査基本計画（前掲２.（２）イ参照）に基づ

き、大手監査法人、準大手監査法人及び中小規模監査事務所の態様に応じ実

施している。 

大手監査法人については、通常検査 2法人及びフォローアップ検査 1法人

に対し実施した。 

準大手監査法人については、原則として 3年に 1度検査を実施することと

しており、具体的には、2法人に対して検査を実施した。 

中小規模監査事務所については、必要に応じて検査を実施することとして

おり、具体的には、3法人に対して検査を実施した。 

検査に際しては、監査事務所に対して、不備の発生した直接的な原因のみ

ならず、当該不備の根本的な原因の究明を行うとともに、業務の適正な運

営を確保する主体である監査事務所自らの行動を促すことに資するよう検

証を行った。 

 

≪直近 5年間の検査の実施状況（着手ベース）≫  （令和 3年 3 月 31 日現在） 

事務年度 28 29 30 R元 R2 

大手監査法人 4 4 4 4 3 

準大手監査法人 2 2 1 2 2 

中小規模監査事務所 5 3 5 3 3 

外国監査法人 1 0 0 1 0 

合計 12 9 10 10 8 

（注１）平成 28 年 7 月から事務年度（7 月～翌年 6 月）に変更。なお、平成 28 事務年

度は変更期であるため、平成 28 年 4月～6 月分の実績も含んでいる。 

（注２）令和 2 事務年度検査については、令和 3年 3月 31 日までに着手したものを計上

している。 

 

（５）検査結果 

平成 28 事務年度の検査から、検査結果通知書に監査事務所の業務運営に
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関する総合評価を記載している（外国監査法人検査及びフォローアップ検

査を除く。）。総合評価は 5段階に区分されるが、最上位の区分である「概

ね妥当である」とした法人はこれまでなく、監査事務所の品質管理の状況

に応じて、「妥当でない点がある」以下の区分を付している（下記参照）。 

なお、総合評価の詳細については、モニタリングレポートを参照のこと。 

 

≪平成 28～令和 2 事務年度検査における総合評価の状況≫   

（令和 3 年 3月 31 日現在） 

区分 
大手監査法人、 

準大手監査法人 

中小規模 

監査事務所 

概ね妥当である - - 

妥当でない点がある 10 3 

妥当でないもの 6 5 

妥当でなく業務管理態勢等を 

早急に改善する必要 
- 5 

著しく不当 - 5 

     （注）令和 2 事務年度検査については、令和 3年 3月 31 日までに検査結果通知書を交付

したものを計上している。令和 2 事務年度全体を踏まえた総合評価の状況について

は、令和 3年版モニタリングレポートにおいて記載を予定している。 

 

（６）金融庁長官に対する勧告の状況 

審査会は、検査を実施した結果、監査法人原会計事務所の運営が著しく

不当なものと認められたことから、金融庁長官に対し、法第 41 条の 2の規

定に基づき、行政処分その他の措置を講ずるよう、令和 3年 2月 26 日に勧

告した（P74 資料２－４、P75 資料２－５参照）。 

 

（７）外国監査法人等に対する検査・監督の状況 

 

ア 外国監査法人等の状況 

外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書類について

監査証明業務に相当すると認められる業務を外国において行う者は、あ

らかじめ金融庁長官に届け出ることが求められている。外国監査法人等

の状況は下表のとおり。 
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≪外国監査法人等の状況≫               （令和 3 年 3月 31 日現在） 
 国・地域数 外国監査法人等数 

北米 2 9 

中南米 1 1 

欧州 15 54 

アジア・大洋州 9 28 

中東 1 1 

計 28 93 

 

イ 外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する考え方 

審査会は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」（P78 資料２

－６参照）に基づき、外国監査法人等に対する報告徴収及び検査を実施

している。 

当該考え方及び「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等

に対する報告徴収・検査に関する基本指針」（P81 資料２－７参照）にお

いては、原則として 3年に 1度、外国監査法人等に対し報告徴収を実施

し、提出された情報の分析を行い、監査証明業務に相当すると認められ

る業務が適切に行われているか等について検査で確認する必要があると

認められる場合には、当該外国監査法人等に対する検査を実施すること

としている。ただし、外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人

監督体制が我が国と同等であり、情報交換等に係る取極め等により、必

要な情報が得られ、かつ、相互主義が担保される場合には、審査会は、

当該国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、原則として、

当該外国監査法人等に対する報告徴収及び検査は実施しないこととして

いる。 

 

ウ 外国監査法人等に対する報告徴収 

審査会は、上記イに示した考え方及び基本指針に基づき、平成 30 事務

年度において、29 か国・地域、79 外国監査法人等に対して報告徴収を実

施しており、次回は令和 3事務年度に実施を予定している。 

（注）情報交換枠組みについては、P42「第５章２．二国間での協力」を参照。 

  

エ 外国監査法人等に対する検査  

審査会は、上記ウに示した、平成 30 事務年度に実施した報告徴収によ

り外国監査法人等から提出された情報の分析結果や、外国監査法人等の

所在国当局との連携を踏まえ、令和元事務年度に外国監査法人（1法人）

に対する検査を実施している。 
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４. 審査及び検査等に係る情報発信 

 

（１）「 令和 2年版モニタリングレポート」の作成・公表 

審査会は、監査及び会計の専門家だけでなく、市場関係者及び一般利用

者に対しても、監査事務所の状況について分かりやすい形で情報提供する

ため、平成 28 年から「モニタリングレポート」を作成し、毎年公表してい

る。 

令和2年7月14日に公表した令和2年版モニタリングレポートの全文に

ついては、審査会ウェブサイトの「検査結果等の取りまとめ」の「モニタ

リングレポート」から閲覧できる。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20200714/20200714-2.html） 

なお、英語版は令和 3年 1月に公表した。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20210118/20210118.html） 

 

（２）「 監査事務所検査結果事例集」の作成・公表 

 

  ア 検査結果事例集の作成・公表 

審査会は、審査会としての監査の品質の期待水準を提示し、監査事務

所による監査の品質の確保・向上に向けた自主的な取組を促すとともに、

上場会社等の取締役・監査役等や投資者等の市場参加者に対する参考情

報を提供することを目的として、監査事務所に対する検査における指摘

事例を「監査事務所検査結果事例集」として取りまとめ、毎年改訂・公

表している。 

令和 2 年 7 月 14 日に公表した「監査事務所検査結果事例集（令和 2

事務年度版）」の全文については、審査会ウェブサイトの「検査結果等の

取りまとめ」から閲覧できる。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20200714/20200714-3.html） 

なお、英語版は令和 3年 2月に公表した。 

(https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20210212/20210215.html) 

 

イ 検査結果事例集についての講演等の実施 

審査会は、協会が実施する研修会等における会長や委員の講演に併せ

て、検査官による検査結果事例集についての説明等を行っている。 

令和 2事務年度においては、監査の品質の確保・向上に向けた監査事

務所における自主的な取組の促進のため、協会本部及び協会東京会にお

いて講演を行った。 

また、本事例集を参考にすることにより、被監査会社における会計監

査人とのコミュニケーションが積極的に行われるよう、日本監査役協会

や日本内部監査協会において講演を行った。 
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さらに、検査結果事例集が、監査事務所等において参考資料として積

極的に活用されるよう、協会や日本監査役協会等の関係機関の機関誌等

に改訂のポイント等を掲載するなど、内容の周知を図った。 

 

５．関係機関との連携 

 

  監査の品質の確保・向上を図るためには、監査事務所に対するモニタリン

グだけでなく、監査に関係する機関とも連携し、監査事務所をめぐる課題、

問題意識の共有化を図ることが重要である。 

  このため、審査会は、金融庁内の関係部局だけでなく、協会及び金融商品

取引所等の関係機関との意見交換を実施している。 

 

（１）金融庁関係部局との連携 

個別監査業務の監査に関する問題点等については、対象企業の監督･検査

等を行う金融庁関係部局と連携を行うことにより、より効果的・効率的な

検査等が実施できると考えられる。このため、審査会は、上場会社の開示

及び監査に関する問題点について証券取引等監視委員会と情報共有、意見

交換を行い、加えて、こうした成果をモニタリングに活用した。また、監

査法人の検査結果について金融庁関係部局と情報共有を行った。 

 

（２）協会との連携 

審査会は、協会による品質管理レビューの一層の実効性向上等を目的と

して、モニタリングを通じて把握した問題点等について、審査会検査官と

レビューアーとの間で双方向の議論を行うなど、協会との情報共有や連携

強化に取り組んでいる。 

令和 2事務年度においては、モニタリングを通じて把握した品質管理レ

ビュー制度や監査事務所に関する問題点のほか、品質管理レビューの実効

性向上策について意見交換等を実施した。 

 

（３）金融商品取引所との連携 

審査会は、 モニタリングを通じて把握した上場会社に共通してみられる

内部統制上の問題点や監査人の異動状況等について、上場会社についての

自主規制機能を担っている金融商品取引所と意見交換を行うなど、問題意

識の共有に努めた。 

 

（４）日本監査役協会との連携 

審査会は、企業財務情報の適正な開示を図るためには、企業のガバナン

ス機能を担う監査役等との連携が重要であるとの観点から、監査役等と監

査人とのコミュニケーションの状況を検査等において検証してきたところ
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である。 

監査役等の役割・責務がますます重要なものとなってきていることから、

審査会は、日本監査役協会と、監査法人の業務運営に関する総合評価や監

査役等と監査人とのコミュニケーションに関する課題、監査上の主要な検

討事項（KAM）に関する対応等について令和 2年 10 月に意見交換を実施し

た。また、日本監査役協会が主催する講演会等を通じ、検査における指摘

事例や監査事務所の問題点等について、監査役等に対して情報提供を行う

などの連携を図った。 

 

６．令和 2事務年度の課題に対する取組 

 

（１）ガバナンス等の経営管理態勢の検証 

審査会は、トップの姿勢を含む経営層の認識及びそれを具体的な施策等

に反映させているかなど、監査の品質を持続的に向上させるために重要な、

経営層のコミットメントについて検証を行った。 

併せて、監査法人のガバナンス・コードを採用している大手監査法人及

び準大手監査法人等に対し、当該コードを踏まえて構築・強化したガバナ

ンス態勢が監査の品質の向上のために実効的なものとなっているかについ

て検証するとともに、金融庁関係部局との情報共有・連携を行い、独立性

を有する第三者を構成員とする監督・評価機関の機能を十分に発揮させて

いるかについても検証した。その結果、大手監査法人及び準大手監査法人

において、独立性を有する第三者に必要な情報提供を行った上で意見を求

めるようにするなど、その知見の活用を図っている状況がみられた。 

 

（２）監査をめぐる動向を踏まえた状況把握 

 

ア 海外子会社に係るグループ監査 

上場会社の海外子会社における会計問題が引き続き多く発生している。

こうした状況を踏まえ、海外子会社に係るグループ監査については、監

査チームによる海外事業の管理態勢を含む内部統制の評価、海外子会社

の監査チームとのコミュニケーション及び監査事務所の組織的な対応

状況などについて重点的に検証した。 

その結果、多くの監査事務所において、監査指示書の様式やマニュア

ルが整備されている状況が認められる一方、個別の事案においては、海

外子会社の監査人と海外子会社の事業活動に関する協議や不正リスク

に関する討議を実施しておらず、海外子会社の監査人によるリスク評価

への関与が不十分な事例や、海外子会社の監査人が実施した特別な検討

を必要とするリスクへの対応手続及びその結果について報告を受けて

いないなど、必要な監査手続が実施されていない事例もみられた。 
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イ 監査契約の新規受嘱 

    近時、大手監査法人から準大手監査法人や中小規模監査事務所に監査

人を交代する事例が多くみられるため、大規模上場会社又は監査リスク

の高いと思われる上場会社との監査契約を新規に受嘱した監査事務所に

ついて、当該監査契約に係るリスク評価とその対応の適切性の検証に加

え、当該監査契約の締結経緯、リスク評価の結果を踏まえた監査実施体

制を編成しているかなどの検証を行った。 

その結果、監査リスクの高い企業について、通例でない重要な取引を

認識していながら、経営者の誠実性に係る十分な評価や、当該取引の事

業上の合理性に係る十分な検討を実施しないまま新規受嘱を行っている

事例がみられた。 

 

（３）オフサイト・モニタリングの強化 

審査会では、効率的で実効性のあるモニタリングを実施するため、オフ

サイト・モニタリングの強化を図っている。近時の動向を踏まえ、新型コ

ロナウイルス感染症による影響下で不正を見逃すリスクが高まることに対

する対応や、新規上場（IPO）会社に対する監査を含む監査契約の新規受嘱

の方針などについて、大手監査法人及び準大手監査法人のトップを含む経

営層との定期的な対話を実施した。また、金融庁関係部局、金融商品取引

所及び日本監査役協会等と適時に意見交換を行うとともに、既述の監査事

務所に対する報告徴収を実施した（P16「３．（３）監査事務所に対する報

告徴収の状況」を参照）。収集した情報及び分析結果は、業界動向の把握や

検査実施上の着眼点の抽出の参考とするなど、有効に活用した。 

 

（４）協会の品質管理レビューの検証及び協会との連携 

審査会は、監査事務所に対する検査等を通じて、協会の品質管理レビュ

ーの有効性に関し検証を行っており、そこで把握した問題等を協会と共有

し、品質管理レビューの実効性の一層の向上を促している。 

平成 27 事務年度からは、審査会と協会との実務担当者レベルによる検討

会において、品質管理レビューの課題等に関して双方向での議論を継続し

ている。同検討会での議論等を踏まえ、協会はレビュー計画の弾力的な運

用、リスクを踏まえた個別監査業務の選定などを行ってきている。さらに、

個別監査業務の指摘内容を品質管理態勢の不備と結びつけるという意識も

高くなっている。 

また、同検討会では、審査会検査と協会の品質管理レビューとの適切な

役割分担に関して、大手監査法人に対する品質管理レビューの在り方や中

小規模監査事務所に対する協会の指導・監督機能の充実等を中心に議論を

行っている。審査会検査と協会の品質管理レビューが全体として最大限の

効果を発揮するよう更に議論を進めているところである。 
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（５）IT を活用した監査とサイバーセキュリティ対策等の状況把握 

近時の監査業務においては、企業活動の複雑化・多様化・高度化に対応

した効率的・効果的な監査を実施するために、IT の活用は必須となってい

る。このため、大手監査法人や準大手監査法人では、監査の品質の確保・

向上を目指し、監査業務の IT 化を一層進展させている。 

大手監査法人等へのモニタリングの結果、所属するグローバルネットワ

ークが開発した IT 監査ツールを利用しているほか、各監査法人が監査業務

への IT 活用に向け独自に研究・開発を進めており、IT 専門家の積極的な

採用・IT 活用のための教育など、IT 人材の育成に取り組んでいることが認

められた。また、被監査会社のビジネスの理解や異常な仕訳の検知などを

含むリスク評価のための AI（人工知能）及び定型的な監査手続や付随作業

に RPA（事業プロセス自動化技術の一種）等を積極的に導入するなど、公

認会計士を高度な判断が必要な業務に集中させることで監査の品質を向上

させようとする取組も認められた。なお、多くの監査事務所では、新型コ

ロナウイルス感染症拡大を受け、在宅や事務所において監査業務を行う「リ

モート監査」を実施している。 

サイバーセキュリティ対策については、その取組状況の把握を行った結

果、大手監査法人においては、専門の人員や部署を設け、所属するグロー

バルネットワークとの連携が図られている状況がみられた。また、大手監

査法人と一部の準大手監査法人においては、昨年 10 月に実施された、金融

庁主催による「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習（Delta Wall 

Ⅴ）」に参加して、大規模インシデントの発生時の対応強化を図るなど、サ

イバーセキュリティ対策への取組が進展している状況がみられた。 

 

（６）情報発信の強化 

  令和 2年版モニタリングレポートについては、市場関係者が監査に対す

る理解を深めることに資する観点から、審査会におけるモニタリングの結

果や監査事務所の状況を反映させた。また、市場関係者だけでなく広く一

般のより幅広い層に対して会計監査の理解が深まるように記載内容を見直

すとともに、各界関係者への講演・説明会、関係雑誌等への寄稿など積極

的な情報発信に努めた。 

 

（７）モニタリング実施態勢の充実 

審査会のモニタリングが、上記に掲げた監査事務所をめぐる課題や会計

実務の国際化の状況などに適切に対応していくためには、人材確保、情報

収集・分析の強化などモニタリング実施態勢の充実を図ることが重要であ

る。令和 2事務年度においては、効率的で実効的なモニタリングの指導が

できる人材の登用、また、国際会議等への職員の積極的な参加などを通じ

た人材育成を促進した。 
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（８）モニタリング実施方法の見直し 

新型コロナウイルス感染症の拡大も一つの契機として、働き方の新しい

スタイルを積極的に取り入れる観点も踏まえ、監査事務所に対する審査会

のモニタリングが、審査会・監査事務所の双方にとってより効率的で実効

性のあるものとなるようモニタリングの実施方法の見直しを行うこととし

た。具体的には、令和 2事務年度においては、大手・準大手監査法人等に

対する検査において、リモート等を活用した検査方法を検討し、実施した

ところであり、今後も継続的にモニタリング実施方法の見直しに取り組ん

でいく。 
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第３章 公認会計士試験の実施 
 

１．概説 

 

（１）試験制度の概要 

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその

応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、短答式及び論文

式による筆記の方法で行う（法第 5条）ものであり、審査会が、毎年 1回

以上行うこととされている（法第 13 条第 1・2項）。 

現行の試験制度は、平成 15 年の法改正において、試験の質を確保しつつ

社会人を含めた多様な人材が受験しやすくすることを主な目的として大

幅な見直しが行われ、平成 18 年試験から実施されている。 

 

平成 15 年法改正による主な見直しの内容 

①試験体系の簡素化 

②試験科目の見直し 

③一定の要件を満たす実務経験者、会計専門職大学院修了者などに対する試験科目の

一部免除の拡大 

④短答式試験の合格者に対する合格発表の日から 2 年間における短答式試験の免除制

度の導入 

⑤論文式試験の試験科目のうち一部の科目について相当と認められる成績を得た者に

対する論文式試験の合格発表の日から 2年間における当該科目の免除制度の導入 

 

公認会計士試験の実施に関する事務は審査会が行っているが、試験監督

等は各財務局長等に委任している（法第 49 条の 4 第 5 項、同法施行令第

36 条）。 

試験問題の作成及び採点のために、審査会に試験委員が置かれている。

試験委員は試験の執行（実施年）ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総

理大臣が任命する（法第 38 条第 1・2項）。  

 

（２）現行試験の概要 

公認会計士試験は、短答式（択一式）及び論文式による筆記の方法によ

り、全国の財務局等管内の試験場で行う。なお、受験資格の制限は設けら

れていない（P94 資料３－１参照）。 

 

ア 短答式試験 

・ 実施回数・時期 

  年 2 回（例年、12 月上旬、5月下旬） 

・ 試験科目 
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必須 4科目：財務会計論、管理会計論、監査論、企業法 

・ 合格基準 

      総点数の 70％を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を合格

基準としている。ただし、令和 3 年試験からは、1 科目につき、その

満点の 40％の得点を満たさず、かつ、原則として答案提出者の下位か

ら遡って 33％の人数に当たる者と同一の得点に満たない者は、不合格

となることがある（注）。 

      （注）令和 2 年試験までは、総点数が合格基準に達していたとしても、1 科目につ

き、その満点の 40％に満たないもののある者は、不合格となることがある。 

 

    ≪過去の合格得点比率≫ 

28 年 29 年 30 年 令和元年 2年 

第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 

67％ 66％ 71％ 64％ 70％ 64％ 63％ 63％ 57％ 64％ 

（注）29 年第Ⅱ回、令和元年第Ⅱ回、2年第Ⅰ回試験を除き、1 科目につき満点の 40％

未満のもののある者は不合格。 

 

・ 短答式試験科目の全部又は一部免除 

大学等において 3年以上商学若しくは法律学に属する科目の教授等

であった者又は博士の学位取得者、司法試験合格者は、申請により、

短答式試験の免除を受けることができる。また、短答式試験合格者は、

申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して

2 年を経過する日までに行われる短答式試験の免除を受けることがで

きる。 

さらに、税理士資格取得者、会計専門職大学院修了者等については、

申請により、試験科目の一部の免除を受けることができる。 

 

≪令和 2年度の免除件数≫          

全部免除 

商学若しくは法律学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 6 件 

司法試験合格者 97 件 

短答式試験合格者（平成 30年又は令和元年試験のみ） 1,669 件 

一部科目 

免除 

税理士資格取得者等 67 件 

会計専門職大学院修了者 143 件 

会計又は監査に関する実務経験者 7 件 
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イ 論文式試験 

・ 実施回数・時期 

  年 1 回（例年、8月中下旬） 

   ・ 試験科目 

必須 4科目：会計学、監査論、企業法、租税法 

選択科目：経営学、経済学、民法、統計学のうち 1科目 

・ 合格基準 

52％の得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を合

格基準としている。ただし、1科目につき、その得点比率が 40％に満

たないもののある者は、不合格となることがある。 

なお、論文式試験は、1人の答案を複数の試験委員が採点しており、

試験委員間及び試験科目間の採点格差は、標準偏差により調整してい

る。 

 

≪過去の合格点≫ 

28 年 29 年 30 年 令和元年 2 年 

52.0％ 52.0％ 52.0％ 52.0％ 51.8％ 

（注）1科目につき得点比率が 40％未満のもののある者は不合格。 

≪合格者等の推移≫ 

 28 年 29 年 30 年 令和元年 2 年 

願書提出者数 10,256 11,032 11,742 12,532 13,231 

論文式合格者数 1,108 1,231 1,305 1,337 1,335 

最終合格率 10.8％ 11.2％ 11.1％ 10.7％ 10.1％ 

（注）願書提出者数は、第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれにも願書を提出した受験者を名寄

せして集計したもの。 

 

・ 論文式試験科目の一部免除 

大学等において 3年以上商学、法律学若しくは経済学に属する科目

の教授等であった者又は博士の学位取得者、司法試験合格者、税理士

資格取得者等については、申請により試験科目の一部の免除を受ける

ことができる。 

また、論文式試験のうちの一部の科目について、審査会が相当と認

める成績を得た者は、申請により、当該論文式試験に係る合格発表の

日から起算して 2年を経過する日までに行われる論文式試験の当該科

目の免除を受けることができる（注）。 

 

（注）試験科目のうち一部の科目について、同一の回の論文式試験合格者の平均得

点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者を論文式試

験一部科目免除資格取得者としている。 
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≪令和 2年度の免除件数≫        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（３）受験願書等のインターネット受付 

受験者等の利便性向上のため、公認会計士試験の受験願書の提出等の手

続について、平成 29 年第Ⅰ回短答式試験からインターネット受付サービス

を導入している。 

令和 3年試験の願書受付件数に占めるインターネット受付件数の割合は

8割を超えている。 

 

≪インターネット受付サービスの利用状況≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

２．公認会計士試験の実施状況 

 

（１）公認会計士試験実施日程の変更 

   新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大状況を踏まえ、受験者の安全

な受験の確保に配慮しつつ、法令上の要請（注１）や受験者の受験機会の確

保等を総合的に検討した上で、公認会計士試験実施日程の変更を行った。 

   具体的には、令和 2 年公認会計士試験においては、第Ⅱ回短答式試験に

ついて、令和 2 年 5 月から 8 月に、論文式試験について、従来 3 日間の日

程を 2日間に短縮（注２）した上で、8月から 11 月に変更して実施した。 

   また、令和 3 年公認会計士試験においては、令和 2 年公認会計士試験の

商学、法律学若しくは経済学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 6 件 

司法試験合格者 89 件 

不動産鑑定士試験合格者 2 件 

税理士資格取得者 17 件 

論文式試験一部科目免除資格取得者（平成 30年又は令和元年試験のみ） 513 件 

 願書受付件数（a） うち、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付件数（b） 利用率（b/a） 

平成29年 
第Ⅰ回 7,818 件 3,470 件 44.4％ 

第Ⅱ回 8,214 件 3,700 件 45.0％ 

平成30年 
第Ⅰ回 8,373 件 5,157 件 61.6％ 

第Ⅱ回 8,793 件 5,313 件 60.4％ 

令和元年 
第Ⅰ回 8,515 件 6,280 件 73.8％ 

第Ⅱ回 9,531 件 6,787 件 71.2％ 

令和 2年 
第Ⅰ回 9,393 件 7,313 件 77.9％ 

第Ⅱ回 10,191 件 7,707 件 75.6％ 

令和 3年 － 14,192 件 11,868 件 83.6％ 
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日程を変更したことに伴い、従来年 2 回実施している短答式試験を、令和

3年 5月に一本化して実施することとした（注３）。 

   なお、令和 4年公認会計士試験においては、従来通り短答式試験を 2回、

論文式試験を 1回実施する予定である。 

 

（注１）法第 13 条第 2項において「公認会計士試験は、毎年 1回以上、これを行う。」と

規定している。 

（注２）受験者にとっては、夏季休暇期間の 8月に比べ、11 月平日の受験が困難である可

能性を考慮して、土日の 2日間に短縮して行った。 

（注３）短答式試験を一本化した令和 3 年公認会計士試験においては、論文式試験の受験

者数を例年並に確保する観点から、その合格基準について、より弾力的に運用する

こととした。 

 

（２）令和 2年公認会計士試験 

   試験実施日程変更後の令和 2 年公認会計士試験の実施スケジュールは、

全体として以下のとおりとなった。 

 

≪令和 2年公認会計士試験実施スケジュール≫ 

区 分 
願書受付 
開  始 

願書受付 
締  切 

試験期日 合格者発表 

第 Ⅰ 回 

短 答 式 

令和元年 

8月 30 日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和元年 9月 19日 
令和元年 12月 8日 

令和 2年 

1 月 17 日 (書面による出願) 

令和元年 9月 13日 

第 Ⅱ 回 

短 答 式 

令和 2年 

2 月 7日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和 2年 2月 27 日 令和 2年 8月 23 日 

※当初、令和 2 年 5 月 24 日予定 

令和 2年 

9 月 18 日 (書面による出願) 

令和 2年 2月 21 日 

論 文 式 ― 

令和 2年 11 月 14 日 

～15 日 

※当初、令和 2 年 8 月 21 日～23 日予定 

令和 3年 

2 月 16 日 

 

   試験実施日程の変更に伴い、変更後の日程では受験することができない

受験者については、事前申請を経た上で、受験手数料の還付を実施した。 

   また、日程変更後の試験の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染

症対策として、体調不良の受験者（発熱のある者を含む）に対して受験を

控えるよう要請を行うとともに、試験場入場前の検温の実施、試験場にお

けるマスクの着用、密の回避の徹底及び試験室の換気等を講じた（P95 資

料３－２、P98 資料３－３）。 
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≪試験結果の概要≫

※令和２年試験の短答式試験免除者は 1,931 人。

ア 願書提出者

令和2年公認会計士試験の願書提出者は、13,231人となっており、前

年の 12,532 人に比べ 699 人（5.6％）増加した。 

イ 短答式試験合格者

・短答式試験受験者

11,598 人（注）（第Ⅰ回 9,393 人 第Ⅱ回 7,452 人） 

・短答式試験合格者

1,861 人  （第Ⅰ回 1,139 人 第Ⅱ回 722 人） 

（P101 資料３－４参照） 

（注）第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれも受験した受験者を名寄せして集計した短答式の受験者 

ウ 論文式試験合格者（最終合格者）

・論文式試験受験者   3,719 人 

うち令和２年の短答式試験合格者 1,861 人 

短答式免除者 1,858 人 

・最終合格者 1,335 人

（合格率 10.1％（最終合格者数/願書提出者数））

（論文式試験合格率 35.9％（最終合格者数/論文式受験者数））

（P102 資料３－５参照） 

なお、論文式試験一部科目免除資格取得者（注）は 463 人（属人ベース）

となった。 

合格者を年齢別にみると、30 歳未満が全体の 82.9％を占め、平均年

区   分 令和２年試験 令和元年試験 

願書提出者数(a) 13,231 人 12,532 人 

短答式試験受験者数 11,598 人 10,563 人 

短答式試験合格者数 1,861 人 1,806 人 

論文式試験受験者数 3,719 人 3,792 人 

最終合格者数(b) 1,335 人 1,337 人 

合格率(b/a) 10.1％ 10.7％ 
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齢は 25.5 歳であった（最高年齢は 61 歳、最低年齢は 18 歳）。 
 また、合格者を職業別にみると、「学生」・「専修学校・各種学校受講
生」が 893 人（構成比 66.9％）、「会社員」が 95 人（構成比 7.1％）で
あった。 
 なお、女性の合格者は 328 人（構成比 24.6％で、現行の試験制度では
最高比率）となっている。 

（注）論文式試験の一部科目免除資格の付与として審査会が相当と認めた得点比率は

55.9％。 

 

（３）令和 3年公認会計士試験 

令和 3年公認会計士試験の実施スケジュールは以下のとおりである。 

 

≪令和 3年公認会計士試験実施スケジュール≫ 

区 分 
願書受付 
開  始 

願書受付 
締  切 

試験期日 合格者発表 

短 答 式 
令和 3年 

2月 5日 

令和 3年 

2 月 25 日 
令和 3年 5月 23 日 令和 3年 6月 18 日 

論 文 式 ― 
令和 3年 8月 20 日 

～22 日 
令和 3年 11 月 19 日 

 

令和 3年公認会計士試験の実施に当たっても、令和 2年公認会計士試験

と同様に新型コロナウイルス感染症対策を講じる予定である。 

＜令和 3年公認会計士試験の出願状況＞ 

・願書提出者 14,192 人 

 

３．公認会計士試験に係る情報発信等 

 

令和 2事務年度金融行政方針において、「大学生、高校生向けの講演をはじ

め、公認会計士試験受験者の裾野拡大のための広報活動等を日本公認会計士

協会と適宜連携して実施する。」となっていることを踏まえて、審査会では、

主に大学生・高校生等若年層に向けた広報活動に努めている。 

具体的には、会長・常勤委員等が、全国の大学・高等学校等において、公

認会計士の社会的役割や活躍領域の拡大、会計監査の意義等をテーマとした

講演を行っている。令和 2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影

響により従来の対面形式での講演が制限される中、オンライン形式も併用す
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ることにより、大学 16 校、高校 2校で講演を実施した。（P110 資料３－６参

照）また、大学生等が公認会計士の実務を具体的にイメージできるよう、審

査会検査官等の実務家による講演にも取り組んだ。さらに、前年度に引き続

き、より受験者の裾野拡大を図るため、高校生に対する講演に向けて教育委

員会等と協議を行った。 

また、情報発信を充実させる観点から、公認会計士の業務や当年度の試験

の実施概要等を掲載した試験パンフレットを毎年作成しており、上記講演等

において配布したほか、審査会ウェブサイトに掲載した。 

なお、試験の透明性や信頼性の確保を図る観点から、試験問題に加えて受

験者数、合格者数、得点階層分布等、試験結果の詳細について情報提供を引

き続き行っている（P101 資料３－４、P102 資料３－５参照）。 

 

４．今後の課題 

 

  公認会計士試験を運営・実施していく上での基本的課題は、試験を公平か

つ円滑に実施するとともに、我が国経済の将来を担う前途有為な若者をはじ

め多様な人々が公認会計士試験に挑戦することを促していくことである。 

 

（１）公認会計士試験の公平かつ円滑な実施 

公認会計士試験実施に当たっては、公平かつ円滑に実施する必要がある

ため、試験問題の作成・採点を行う試験委員の選任や問題作成に当たって

の事務局によるサポート、財務局等による各試験の適切な実施等の一連の

試験運営に当たり、引き続き様々な点に細心の注意を払い、万全な態勢で

取り組んでいく必要がある。 

また、新型コロナウイルス感染症をめぐる全国的な感染状況を踏まえつ

つ、受験者が安全に受験する機会を確保していく必要がある。 

さらに、公認会計士試験における透明性・信頼性を確保するため、試験

の合格判定基準・配点の公表や受験者への成績通知等、積極的な情報提供

を引き続き行っていく必要がある。 

 

（２）公認会計士試験受験者増への取組 

願書提出者の増加傾向を持続するため、資本市場における会計・監査の

重要性、公認会計士の使命、さらには、監査業務以外の活躍フィールドの

拡大といった公認会計士の魅力等について、全国の大学・高等学校等にお

ける講演活動等を積極的に行うなど、公認会計士試験受験者の裾野拡大に

向けての広報活動の充実に、引き続き取り組んでいく必要がある。 
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第４章 公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 
 

１．制度の概要 

 

金融庁長官が公認会計士及び監査法人に対して懲戒処分等（注１）をすると

き（審査会の勧告に基づいて懲戒処分等が課される場合又は監査法人に対す

る課徴金納付命令は除く。）には、聴聞を行った後に、審査会の意見を聴くこ

ととされている（法第 32 条第 5項）。具体的には、審査会は、金融庁長官か

ら示された、処分対象の事実、適用法令、聴聞内容及び量定（処分の重さ）

等の処分に関する事項について審議を行い、金融庁長官の判断が妥当かどう

かに関して意見を表明している。 

 

≪調査審議の概要≫ 

 

 

 

 
 

（注１）懲戒処分等は、公認会計士及び監査法人が監査業務において虚偽又は不当な証明

を行った場合、公認会計士等が法令等に違反した場合若しくは著しく不当と認めら

れる業務の運営を行った場合等に課される。 

（注２）懲戒処分等に関する事件の調査（事件関係人等に対する審問又は意見若しくは報

告を徴すること、帳簿書類その他の物件の提出を命じること等）は、金融庁長官が

行う。 

 

２．事案の概要 

 

令和 2年度において、金融庁から意見を求められ、審査会が調査審議を行

った事案は 1件であり、その概要は以下のとおりである。 

 

≪審議状況≫ 

審議を行った審査会 処分対象 

第 398 回審査会（令和 2年 11 月 5 日）
監査法人大手門会計事務所 

公認会計士 2名 

 

日本フォームサービス株式会社（以下、「日本フォーム」という。）の平成

29 年 9 月期及び平成 30 年 9 月期における財務書類の監査証明を行った監査

法人大手門会計事務所及び同監査法人の社員である公認会計士（2 名）に対

する懲戒処分事案に関し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当である

との意見を表明した。 

② 意見を聴く 

④ 意見を表明する 

公認会計士・監査審査会 

③ 調査審議 

金融庁 

① 公認会計士等の懲戒処分
等に関する事件の調査・聴聞 
（注２） 

⑤ 懲戒処分等の決定 
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金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 2年 11 月 27 日に当該監査

法人及び公認会計士に対して懲戒処分等を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

（１）監査法人大手門会計事務所 

（同監査法人は、令和 2年 10 月 27 日をもって解散し、清算法人に移行している。） 

ア 処分内容 

・業務停止 5月（清算業務を除く。） 

（令和 2 年 11 月 30 日から令和 3年 4月 29 日まで） 

 

イ 処分理由 

（ア）監査法人大手門会計事務所の社員である下記 2 名の公認会計士が、日本フォ

ームの平成 29 年 9 月期及び平成 30 年 9 月期における財務書類の監査におい

て、故意により、虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明し、また、

相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとし

て証明した。 

（イ）当監査法人の運営が著しく不当と認められた。 

（２）公認会計士（2名） 

ア 処分内容 

・公認会計士 1 名 

登録抹消 

・公認会計士 1 名 

業務停止 2年（令和 2 年 11 月 30 日から令和 4年 11 月 29 日まで） 

 

イ 処分理由 

上記 2名の公認会計士は、日本フォームの平成 29 年 9 月期及び平成 30 年 9 月

期における財務書類の監査において、故意により、虚偽のある財務書類を虚偽の

ないものとして証明し、また、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を

重大な虚偽のないものとして証明した。 
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第５章 諸外国の関係機関との協力 
 

１．監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）における活動 

 

（１）設立の経緯 

米国のエンロン及びワールドコム等における会計不祥事に端を発して、

会計監査の品質の確保・向上の必要性が認識され、平成 14(2002)年以降、

世界各国で会計プロフェッションから独立した監査監督機関が設立された。 

こうした中、各国における監査監督機関の情報交換等を行うことを目的

として、金融安定化フォーラム（FSF：Financial Stability Forum。現在

は、金融安定理事会（FSB：Financial Stability Board）に再構成）主催

により、平成 16(2004)年 9 月に第 1回監査人監督者会議がワシントン D.C.

において非公式に開催され、我が国を含む 9か国（日本、米国、英国、ド

イツ、フランス、イタリア、カナダ、オーストラリア、シンガポール）が

参加した。その後も非公式会合として開催回数を重ねる中で、常設の国際

機関設立の機運が高まり、平成 18(2006)年 9 月にパリで開催された第 5回

監査人監督機関会議において、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR：

International Forum of Independent Audit Regulators）の設立が正式に

承認された。その最初の本会合が、審査会の主催により、平成 19(2007)年

3 月に 22 か国の監査監督当局の参加を得て、東京で開催された。 

  IFIAR の活動目的については、平成 20(2008)年 9 月の第 4回ケープタウ

ン本会合（Plenary Meeting）で、憲章（Charter）の一部として以下の①

～③が定められた。さらに、平成 25(2013)年 4 月の第 13 回ノールドワイ

ク本会合で、憲章の改訂を通じて、新たに④も追加された。 

① 監査事務所の検査に焦点を当て、監査市場の環境に関する知識や監

査監督活動の実務的な経験を共有すること。 

② 監督活動における協力及び整合性を促進すること。 

③ 監査の品質に関心を有する他の政策立案者や組織との対話を主導す

ること。 

④ 個々のメンバーの法令で定められた任務及び使命を考慮の上、メン

バーにとって重要事項に関する共通かつ一貫した見解又は立場を形成

すること。 

審査会及び金融庁は、IFIAR を通じた国際的な監査の品質の向上への貢

献、監査を含む国際金融規制活動における日本の発言力の向上、東京の国

際金融センターとしての地位確立への貢献という観点から、平成 27(2015)

年 1 月、IFIAR の本部事務局の東京誘致を目指して立候補を行った。産官

学を挙げた招致活動の結果、平成 28(2016)年 4 月の第 16 回ロンドン本会

合において、事務局の東京設置が決定され、平成 29(2017)年 4 月に、事務

局が開設された。 
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（２）組織 

IFIAR は、メンバー資格を有する各国の監査監督当局により構成され、

令和 3(2021)年 3 月末時点での加盟国数は 54 か国・地域となっている。 

重要な意思決定は、加盟国の全メンバー当局が参加する本会合において

行われる。本会合は、平成 31(2019)年 4 月のギリシャ本会合まで 19 回開

催されてきた（P111 資料４－１参照）。令和 2（2020）年 4月の本会合は

スイスで開催が予定されていたが、世界的な新型コロナウイルス感染症の

拡大を受けて中止となった。 

議長職及び副議長職については、IFIAR の活動を円滑に進めるため、個

人資格として置かれている。令和 3(2021)年 3 月末現在、任期中の議長の

急逝により、議長代理を米国人が務めている。 

平成 29(2017)年 4 月には、前述の常設の事務局とともに、新たに日本を

含む 15 当局から構成される代表理事会（IFIAR Board）が設置され（後述）、

第 1回代表理事会が東京で開催された。 

また、IFIARには、令和3(2021)年 3月末現在、5つのワーキング・グル

ープ（WG）（注）が設けられている。それぞれの目的及びその活動状況等に

ついては、以下の（３）イにおいて述べる。  

（注）国際協力ワーキング・グループは、既に令和 2年 4月末に解散している。 
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（３）活動状況 

 

  ア 本会合等における活動 

（ア）本会合（含 6大監査ネットワーク（注）との CEO セッション） 

令和 2（2020）年 4 月の本会合は、スイスで開催が予定されていた

が、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止となり、

議事予定の案件は、代替として書面による決議が行われた。 

また、会合の中止を受けて、本会合で当初予定されていた 6大監査

ネットワークの CEO とのセッションは、令和 2（2020）年 8 月から 9

月にかけてオンライン形式で行われた。監査を巡っては、英国やドイ

ツ等の一部の国で、大きな会計不正事案があり、監査人や当局に対す

る信頼が揺らぎ、監査制度をめぐる抜本的な見直しを議論している上、

新型コロナウイルス感染症が、監査手続や監査の品質にも深刻な影響

を及ぼしている。このような環境の下にあって、高い監査品質の確保

の重要性がより一層増していることを踏まえ、当該 CEO セッションに

おいては、新型コロナウイルス感染症への対応を中心に、各 6大監査

ネットワークにおけるリスク認識、ガバナンス、品質管理、テクノロ

ジーの活用を含む監査の将来的な在り方等について議論が行われた。 

（注）6大監査ネットワークとは、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、KPMG、

PricewaterhouseCoopers、BDO 及び Grant Thornton を指す。 

 

― 38 ―― 38 ―

―  ―0123456789



 

（イ）代表理事会 

平成 27(2015)年、IFIAR は、国際機関としての機能強化に対応する

ため、これまでの議長及び副議長主導による業務執行体制を改め、合

議制（理事会）による加盟国主導の執行体制に移行することに合意し

た。当該ガバナンス体制改革の結果、平成 29(2017)年 4 月に、代表理

事会が設置され、これに伴い、これまで議長及び副議長を補佐する機

関であった諮問委員会（Advisory Council）は廃止された。代表理事

会は、指名理事（Nominated member）8 当局及び選出理事（Elected 

member）最大 8当局の最大 16 当局で構成される意思決定機関であり、

我が国は、IFIAR 憲章に基づく選考手続（ポイント方式）に従い、平

成29(2017)年 4月のIFIAR本会合において正式に指名理事に就任した

（任期は 4年間）。 

代表理事会においては、IFIAR の戦略計画や業務運営等に関する議

論を行っている。令和 2(2020)年度においては、4月 16 日及び 23 日、

6 月 25 日、11 月 24 日、令和 3 年（2021）年 1 月 21 日、2 月 17 日及

び 18 日にオンライン形式で開催された。 

 

（ウ）検査指摘事項報告書 

平成 24(2012)年から、メンバー当局の検査結果の傾向に係る情報を

提供することを目的として、メンバー当局による 6大監査ネットワー

クに対する検査結果を集計し、「検査指摘事項報告書」として公表して

いる。本報告書では、品質管理態勢と個別監査業務の二つの分野にお

いて検査結果の集計を行い、指摘率を算出している。 

なお、9回目となった 2020 年調査（P112 資料４－２参照）には、50

当局が参加した（IFIAR メンバー国の総数は、令和 3(2021)年 3 月末現

在、54 か国）。上場会社の個別監査業務に係るメンバー当局全体の検

査指摘率は 34％であり、集計を開始した 2014 年調査の 47％から、減

少傾向が続いている。 

 

≪メンバー当局全体の検査指摘率の推移≫ 

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 

47% 43% 42% 40% 37% 33% 34% 

 

（エ）「Information Paper グローバルネットワークに対する監督の促進」の公表 

令和 2(2020)年 9 月に、IFIAR の取組や財務報告のエコシステムにおけ

る監査及び監査監督の役割について、FSB をはじめとする金融関係国際

機関やステークホルダーの理解を深めることを目的として、「Information 

Paper グローバルネットワークに対する監督の推進」を公表した（P117 資

料４－３参照）。本ペーパーでは、財務報告並びに監査及び監査監督が国
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際的な金融安定に果たす役割、グローバルネットワーク及びメンバーファ

ームの概要、そして、IFIAR の役割及び取組等について説明されている。 

          

（オ）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関係の議長レターの公表 

令和 2(2020)年 5 月に、IFIAR は新型コロナウイルス感染症に関する利

害関係者へのアップデートを目的として、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）関係の議長レターを公表した（P120 資料４－４参照）。本レタ

ーでは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた新たな活動を含め、

「世界的に監査監督を強化することで、投資家を含む公共の利益に貢献す

る」という使命を引き続き果たしていくために、IFIAR による新型コロナウイ

ルス感染症関係の情報発信、6大監査ネットワークや他の国際機関との連

携、及び、メンバーの活動状況の情報提供等について取り組むこととして

いる。 

 

イ 各ワーキング・グループにおける活動 

（ア）グローバル監査品質（GAQ）ワーキング・グループ 

6 大監査ネットワークとグローバルな監査の品質の向上を目的とし

て意見交換を行っている。当初から、「グローバル監査ネットワークの

品質管理の向上に向けた取組」等のテーマについて、各ネットワーク

と継続的に対話し、品質管理における改善状況や各ネットワークの組

織展開状況を聴取している。 

また、6 大監査ネットワークのメンバーファームの検査指摘率を、

令和元(2019)年の 32％をベースとし、令和 5(2023)年までの 4年間で

25％削減する取組を行っている（目標値：24％以下）。本取組は、平成

27（2015）年から令和元（2019）年に実施した際は WG メンバー10 か

国のみの参加であったが、令和元（2019）年から開始した新たな取組

においては全 IFIAR メンバー国の約半数の当局が参加している。 

さらに、監査人が現在直面しているリスクや、マクロ経済環境等将

来的に監査に影響を与え得るリスクを広範に議論するため、平成

27(2015)年 9 月より、リスクに関する電話会議（リスクコール）を定

期的に開催している。平成 30(2018)年 11 月の第 6 回から、米国に替

わり我が国が議長を務めており、令和2(2020)年 12月の第8回リスク

コールでは、テーマを①新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する

監査リスク、②それ以外のリスクの２つに分け、①では減損、リモー

ト環境における期末監査対応、不正リスク、②では LIBOR 移行、BREXIT

等について議論を行った。 

令和 2(2020)年度においては、9月 28 日から 10 月 23 日の間の 6日

間、令和 3（2021）年 3月 1日から 18 日の間の 8日間、ビデオ会議の

形式で開催され、検査指摘率削減の取組や監査の品質に係る補完的な
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指標開発の取組に加え、各ネットワークの品質管理モニタリング・プ

ロセスの概要、新型コロナウイルス感染症拡大の下での対応状況、

ISQM1 適用の準備状況等について議論が行われた。 

 

（イ）基準調整ワーキング・グループ 

国際監査・保証基準審議会（IAASB）及び国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）が設定する基準に関する意見交換や、これらの基準設定主体

が公表する公開草案等に対するコメントレターの作成等を行うことを

目的としている。 

 

（ウ）検査ワークショップ・ワーキング・グループ 

検査官の技能研鑽と検査手法・経験の共有を目的として、毎年、IFIAR

検査ワークショップを企画・調整し、開催している（P128 資料４－５

参照）。この背景には、平成 19(2007)年の第 1回東京本会合において、

検査における課題や各国当局の検査手法等を共有し、検査官の技能研

鑽を図ることを目的として、IFIAR メンバーの検査官を主体として開

催することが承認されたことがある。併せて、検査ワークショップの

事後的な評価等も行っている。 

第 15回検査ワークショップは、令和3(2021)年 3月 23日から 25日

の日程で、オンライン形式で開催され、日本を含め 51 か国・地域か

ら 303 人の検査官等が参加した。なお、日本は、審査会から室長補佐

1 人をパネリストとして派遣し、米とともにグループ監査に係るプレ

ゼンテーションを実施した。 

 

（エ）投資家・利害関係者ワーキング・グループ 

監査報告書の利用者である投資家その他の利害関係者と、監査品質、

監査報告書の在り方等について対話することを目的としており、IFIAR

会合における投資家代表との意見交換等の企画・調整等も行っている。 

また、ワーキング・グループ内に投資家・利害関係者から構成され

る諮問グループ（Advisory Group）が設置されており、我が国からは

清原健弁護士（清原国際法律事務所）がメンバーとなっている。 

 

（オ）執行ワーキング・グループ 

投資家保護や監査品質の向上のため、調査及び執行分野における監

査監督当局間の協力関係を促進し、同分野に関する各当局の制度や取

組について情報交換等を行うことを目的とし、執行ワークショップ及

び執行サーベイを軸として活動している。 

本年度は、4 年おきに実施している執行サーベイ（前回は平成 30

（2018）年に実施）を補足する新しい取組として、IFIAR のメンバー
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である各国監査監督当局を対象に、「コロナ禍における執行環境」と「監

査資料の入手」に焦点を絞った中間サーベイを実施した（50 当局が参

加）。その結果を取りまとめたインフォメーション・ペーパーは令和 3

（2021）年 4月頃に公表する予定としている。 

 

（４）日本 IFIAR ネットワーク 

   IFIAR は、我が国に事務局をおく初の金融関係国際機関であり、我が国

の国際的地位や東京の国際金融センターとしての地位の向上のためには、

産官学を挙げた支援が必要であった。このような背景から、我が国で活動

するステークホルダーによるネットワークを築き、IFIAR との関係強化、

IFIAR 事務局の活動支援及び我が国における監査の品質に関する意識向上

を図り、IFIAR が目指すグローバルな監査の品質の向上に貢献することを

目的として、平成 28(2016)年 12 月、日本で活動するステークホルダーに

よる「日本 IFIAR ネットワーク」が設立された（P129 資料４－６参照）。 

   日本 IFIAR ネットワークは、IFIAR 事務局の国内におけるネットワーキ

ングへの寄与、IFIAR 事務局に対する我が国の監査に関する議論の提供及

び IFIAR 要人や審査会又は金融庁担当者によるセミナーや寄稿等を通じた

IFIAR の取組の紹介を中心に活動している。 

令和 2(2020)年 6 月には第 4 回総会が開催され、ネットワーク会員から

各ステークホルダーによる監査の品質の確保・向上に関する取組について

報告があった。審査会及び金融庁からは、新型コロナウイルス感染症への

対応や取組を紹介した。 

 

２．二国間での協力 

 

企業活動のグローバル化を踏まえ、連結財務諸表監査における海外監査法

人の監査結果の利用等、国境を越えた監査手続上の協力がこれまで以上に重

要になっており、グローバルな監査監督体制の構築を図る上で各国当局等と

の連携強化が不可欠となっている。審査会は、IFIAR への参加だけでなく、

監査やその検査活動に係る課題や国際的に活動する監査事務所に係る情報共

有等を目的として、各国の監査監督当局との間で意見交換を実施するととも

に、監査監督上の情報交換枠組み（注）の締結及び監査の審査・検査活動に資

するため、監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価や相互依拠を行う

など、二国間での協力関係の構築・充実に努めている。 

（注）日本と監査監督上の情報交換枠組みのある関係当局 

・米国公開会社会計監督委員会（PCAOB：Public Company Accounting Oversight Board） 

・カナダ公共会計責任委員会（CPAB：Canadian Public Accountability Board） 

・マレーシア監査監督委員会（AOB：Audit Oversight Board of Malaysia） 

・オランダ金融市場庁（AFM：the Netherlands Authority for the Financial Markets）※ 
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・ルクセンブルク金融監督委員会（CSSF：the Commission de Surveillance du Secteur Financier） 

・英国財務報告評議会（FRC：Financial Reporting Council） 

・フランス会計監査役高等評議会（H3C：Haut Conseil du Commissariat aux Comptes） 

・中国財政部（MoF：Ministry of Finance） 

      ※は検査等の相互依拠を内容として含むもの。 

 

３．今後の課題 

 

企業活動のグローバル化により、監査業務もクロスボーダー化が進展し、

グローバルレベルでの監査品質の確保・向上が課題となっている。こうした

中、各国で発生した会計不正事案に伴う監査法人の課題、イノベーションの

進展に伴う将来的な監査の在り方に関する問題意識や、新型コロナウイルス

感染症による影響への対応状況は、各国の監査監督当局間で共有されている。

さらには、監査監督当局の組織変更を含めた抜本的な改革が進められている

国もある。 

こうした状況にあって、審査会は、各国の監査監督当局との連携を一層強

化することにより、国際機関や諸外国での新型コロナウイルス感染症による

影響への対応を含む監査をめぐる議論について的確に情報収集するとともに、

監査法人等の活動や審査会の業務等に与える影響について分析し、必要に応

じ、モニタリングに反映させる等、的確な対応を行う必要がある。 

IFIAR関連の活動に関しては、令和3(2021)年4月にオンライン形式で開催

された第 21 回 IFIAR 本会合において、長岡 隆 総合政策局参事官 兼 IFIAR

戦略企画室長が、IFIAR 副議長に選出された。アジアからの副議長就任は、

平成 18(2006)年の IFIAR 設立後、初である。こうした中、IFIAR 副議長国と

して IFIAR の組織運営に積極的に貢献していくとともに、日本として IFIAR

の活動をより一層支援していくため、次のような取組を強化していく必要が

ある。 

・各種会議等 IFIAR の活動へ積極的な貢献を行い、グローバルな監査の品質

の向上に向け、多国間の協力ネットワークの強化を図る。 

・IFIAR 事務局の円滑な運営に向け、支援を行う。 

・日本 IFIAR ネットワークを通じ、IFIAR における議論を国内に還元する。 

・IFIAR によるアジア各国へのアウトリーチに対するサポートとして、

IFIAR 事務局が日本 IFIAR ネットワーク会員の主催する国際会議等におい

て IFIAR の取組を説明する機会を設けられるよう、同会員に依頼する。 

 

さらに、これらの動きに対応できるグローバルな人材の育成・確保にも着

実に取り組む。 
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公認会計士・監査審査会発足の経緯 

 
平成 12 年６月の公認会計士審査会(当時)において取りまとめられた公認会計士

制度整備に関する検討を引き継いだ金融審議会公認会計士制度部会は、平成 13 年

10 月以降、公認会計士監査制度の在り方について検討を行った。本検討は、企業

会計不正事件に対する米国政府の対応などの国際的動向も踏まえ、グローバルな

経済環境のもとにある今日の我が国の経済社会において、資本市場に対する信認

をいかに確保し、その機能を向上させるべきかという観点から行われた。 

同部会による報告では、市場の機能が十分に発揮されるためには、内部監査や監

査役（監査委員会）監査と公認会計士監査との連携をはじめとするコーポレート・

ガバナンスの充実・強化とともに、公認会計士監査を巡る制度環境の整備が必要

不可欠であるとの基本認識のもと、 

１ 公認会計士は不断の自己研鑽による専門知識の習得、高い倫理観と独立性

の保持により、監査と会計の専門家としての使命と職責を果たすべきとの観

点から、公認会計士の使命と監査の目的を法制度上明確化すること 

２ 監査の適切性を確保するため、被監査企業への非監査証明業務の同時提供

の禁止、監査法人における関与社員による継続的監査の制限、関与社員の被

監査企業への就任制限を行い、公認会計士や監査法人の独立性を強化するこ

と 

３ 協会による自主規制の限界を補完するとともに、公平性・中立性・有効性

を確保するとの観点から、協会が行っている品質管理レビューに対する行政

によるモニタリングを導入すること 

４ 我が国の経済社会において公認会計士が担うべき役割に鑑み、監査証明業

務に従事しうるにふさわしい一定水準の能力を有する監査と会計の専門家の

存在を今後とも確保していくために、公認会計士試験制度を見直し、①社会

人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい制度とすること、②一定の要

件のもとで、実務経験者等に対して試験の一部を免除すること、③専門職大

学院との連携を図ること 

などが提言された。 

本報告を踏まえ、公認会計士法の一部を改正する法律案が平成15年の第156回国

会に提出され、国会の審議を経て、同年５月に改正公認会計士法が成立し、平成

16 年４月に金融庁に従前の公認会計士審査会を改組・拡充して「公認会計士・監査

審査会」が設置された。 
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（参考）組織の沿革 

 

昭和 23 年８月  ・公認会計士法の施行。 

・公認会計士試験の実施及び公認会計士等の監督のた

めの行政委員会として「会計士管理委員会」を設置。 

昭和 24 年６月  ・「会計士管理委員会」が廃止。 

・同委員会の所掌事務が大蔵省に移管され、大蔵大臣

の諮問機関としての「公認会計士審査会」を設置。 

昭和 25 年４月  ・「公認会計士審査会」が廃止。 

・公認会計士試験の実施及び公認会計士等の監督のた

めに大蔵省の外局である行政委員会として「公認会計

士管理委員会」を設置。 

昭和 27 年８月  ・「公認会計士管理委員会」の所掌事務が大蔵省に再度

移管。 

・新たに公認会計士試験の実施及び公認会計士等に対

する懲戒処分等の調査審議のため「公認会計士審査会」

を設置。 

平成 13 年１月 ・中央省庁再編に伴い、公認会計士等の監督に関する

事務が金融庁に移管。 

・金融庁に「公認会計士審査会」を設置。 

平成 16 年４月  ・改正公認会計士法の施行。 

・「公認会計士審査会」が改組・拡充され「公認会計士・

監査審査会」を設置。 

・従前の公認会計士審査会が担っていた①公認会計士

等に対する懲戒処分等の調査審議、②公認会計士試験

の実施に係る事務に加え、③協会が実施する監査業務

の状況調査に対する審査及び検査、すなわち公認会計

士等が行う監査業務の監視を新たに担当。 
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第６期 公認会計士・監査審査会会長及び委員名簿 

（平成 31 年４月～令和４年３月 31日） 
 

   令和３年３月 31日現在 

 

会長（常勤） 櫻井 久勝 神戸大学名誉教授 

元関西学院大学商学部・大学院商学研究科教授 

 

委員（常勤） 松井 隆幸 元青山学院大学大学院会計プロフェッション研

究科教授 

 

委員（非常勤） 勝尾 裕子 学習院大学大学院経営学研究科委員長・教授 

学習院大学経済学部教授 

大建工業㈱社外監査役 

茨城大学監事（非常勤） 

 

委員（同） 佐藤 淑子 (一社)日本ＩＲ協議会専務理事・首席研究員 

委員（同） 玉井 裕子 長島・大野・常松法律事務所パートナー 

三井製糖㈱社外取締役 

㈱国際協力銀行社外監査役 

 

委員（同） 德賀 弘 京都大学副学長・大学院教授 

委員（同） 水口 啓子 

 

㈱日本格付研究所審議役 

 

委員（同） 皆川 邦仁 

 

参天製薬㈱社外取締役 

日本板硝子㈱社外取締役 

 

委員（同） 

 

山田 辰己 

 

中央大学商学部特任教授 

㈱乃村工藝社社外監査役 

㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役 

 

委員（同） 

 

吉田 慶太 

 

有限責任監査法人トーマツパートナー 

 

 
[委員（非常勤）は五十音順] 
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公認会計士・監査審査会の開催状況 

 

令和２年度：令和２年４月１日～令和３年３月 31 日、計 24 回 

回 開催日 主な議題 

384 ２.４.９ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士・監査審査会の活動状況について 

(３) 公認会計士試験について 

(４) 審査及び検査について 

385 ２.４.16 (１) 公認会計士試験について 

386 ２.４.23 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 審査及び検査について 

387 ２.５.14 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 〇 公認会計士試験の試験免除申請について 

(３) 審査及び検査について 

388 ２.５.28 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 国際関係について 

 ○ 新型コロナウイルスの影響を踏まえた海外当局の検査対応の状況につ

いて 

(３) 審査及び検査について 

(４) 公認会計士試験について 

389 ２.６.11 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

(３) 審査及び検査について 

390 ２.６.25 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

(３) 国際関係について 

 ○ 監査をめぐる国際的なトピックスについて 

(４) 審査及び検査について 

391 ２.７.９ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

(３) 審査及び検査について 

392 ２.７.29 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

(３) 審査及び検査について 
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回 開催日 主な議題 

393 ２.８.27 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 令和２年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の実施状況について 

(３) 審査及び検査について 

 ○ 2019 年度品質管理レビュー年次報告について 

394 ２.９.10 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 令和２年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の結果等について 

(３) 審査及び検査について 

395 ２.９.24 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 公認会計士試験の試験免除申請について 

(３) 審査及び検査について 

396 ２.10.８ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について  

(３) 審査及び検査について 

397 ２.10.22 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 審査及び検査について 

398 ２.11.５ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 懲戒処分等に関する事項について 

(３) 公認会計士試験について 

 ○ 令和３年及び令和４年公認会計士試験の試験委員候補者等について 

(４) 審査及び検査について 

399 ２.11.19 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ① 令和２年公認会計士試験論文式試験の実施状況について 

 ② 令和４年の公認会計士試験実施スケジュール（予定）について 

(３) 審査及び検査について 

400 ２.12.３ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 審査及び検査について 

(３) 公認会計士・監査審査会の運営について 
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回 開催日 主な議題 

401 ２.12.17 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ① 令和３年公認会計士試験の出題範囲の要旨について 

 ② 公認会計士試験の試験免除申請について 

(３) 審査及び検査について 

(４) 国際関係について 

 ○ 監査を巡る諸外国の動向について 

402 ３.１.７ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 令和３年公認会計士試験の試験委員候補者について 

(３) 審査及び検査について 

403 ３.１.21 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 審査及び検査について 

404 ３.２.５ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 令和２年公認会計士試験の結果等について 

(３) 審査及び検査について 

405 ３.２.18 (１) 日本取引所自主規制法人との意見交換について 

(２) 議事録等の取扱いについて 

(３) 審査及び検査について 

406 ３.３.４ (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 審査及び検査について 

407 ３.３.18 (１) 議事録等の取扱いについて 

(２) 公認会計士試験について 

 ○ 令和３年公認会計士試験短答式試験の出願状況について 

(３) 審査及び検査について 

(４) 規則の改定等について 
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審査会における審議

 ・ レビュー制度の運営の適切性

 ・ 品質管理（監査業務の適切性 等）

 ・ 監査人の独立性　等

　 について調査し、報告（月次又は必要に応じて）

監査事務所

審　　　　査

被監査会社

協会からの報告の受理

　* 検査結果通知の対象は、協会及び監査事務所

　* 報告徴収の対象は、協会及び監査事務所

報  告  徴  収
*

審査会における審議

勧　　　　告

※ 審査・検査の実務については、会長及び委員の指揮の下、事務局において行っている。

行政処分（金融庁）

検査結果通知
*

 (必要があると認めるとき)

品質管理レビューの審査及び監査法人等に対する検査手続

協　　会

検　　　　査

…日本公認会計士協会が監査事務所の業務の状況

必要かつ適当で
あると認めるとき

必要かつ適当で
あると認めるとき

審査及び検査の対象

２－１
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監査事務所等モニタリング基本方針 

― 監査の実効性の更なる向上を目指して ― 

 
公認会計士・監査審査会  

令和元年５月 17 日  

 

 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、平成 16 年４月の発

足以来５期 15年にわたり、公認会計士監査の品質の向上を図り、その信頼性を

確保することにより、我が国資本市場の公正性と透明性を高めることを使命と

して、投資者の資本市場に対する信頼の向上に取り組んでいる。  

 

審査会第６期（平成 31 年４月～令和４年３月）においては、以下に示す監査

事務所（公認会計士又は監査法人をいう。以下同じ）等の現状やモニタリング

の視点及び目的等を踏まえた監査事務所に係るモニタリング1を実施し、投資者

の資本市場に対する信頼の向上を図り、我が国経済の一層の発展に寄与してい

くこととする。 

 
【監査事務所等の現状】 

監査事務所の現状をみると、平成 29 年３月の「監査法人の組織的な運営に関

する原則（監査法人のガバナンス・コード）」2公表以降、大手監査法人3を中心

にガバナンス態勢の再構築や監査ポートフォリオの見直し、人材の確保・育成

等が進められているほか、監査ツールの IT 化・高度化が進展している。 

一方で大手監査法人以外の監査事務所においては、合併等で業容を拡大させ

ているものもみられるが、そのガバナンス態勢や品質管理態勢の整備は十分な

ものとはいえず、一部の中小規模監査事務所においては旧態依然とした業務運

                                                   
1 モニタリングとは、オンサイト・モニタリングとオフサイト・モニタリングの両方を包含している。オ

ンサイト・モニタリングは検査を指し、オフサイト・モニタリングは、監査事務所に係る報告徴収・ヒア

リング及び金融庁関係部局、日本公認会計士協会、会計監査に関係する業界団体等との意見交換・連携並

びに監査事務所との対話を通じた情報収集など検査以外の活動を指す。 
2 平成 29 年３月 31日に金融庁より公表。組織としての監査の品質に向けた５つの原則と、それを適切に

履行するための指針から構成されている。 
3 審査会では、監査事務所をその規模に基づき、以下の３つに分類している。 

・大手監査法人：概ね 100 社以上の上場被監査会社を有し、かつ常勤の監査実施者が 1,000 名以上所属

する監査法人をいう。本基本方針では、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY新

日本有限責任監査法人及び PwC あらた有限責任監査法人の４法人を指す。４大監査法人ともいう。 

・準大手監査法人：大手監査法人に準ずる規模の監査法人をいう。本基本方針では、仰星監査法人、三

優監査法人、太陽有限責任監査法人、東陽監査法人及び PwC 京都監査法人の５法人を指す。 

・中小規模監査事務所：大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所をいう。 
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営を行っているものもみられる。また、海外においては、４大グローバルネッ

トワーク4に所属する外国監査法人の不適切な業務に対応した外国監査監督当局

等の動きもみられている。 

被監査会社の現状をみると、高水準の M&A、海外への積極的な進出など事業の

多角化やグローバル化が進んでいる一方、最近の海外経済の不確実性の高まり

など、経済環境に不安定な状況がみられている。また、近時の監査役等の権限

強化やコーポレートガバナンス・コードの導入等により企業のガバナンス態勢

の強化が進められているものの、依然として国内外において不正事案がみられ

ている。  

 

【モニタリングの視点】 

審査会は、常に国民の視点という公益的立場に立ち、審査会の有する権能を

最大限に発揮して、監査事務所の規模、業務管理態勢及び被監査会社のリスク

の程度を踏まえた一層効果的なモニタリングを実施する。そして、モニタリン

グを通じて監査事務所自らの監査の品質の確保・向上を継続的に促すことで、

資本市場における監査の信頼性の確保を図っていくこととする。 

また、審査会は、モニタリングにより把握した有益な情報について、金融庁

関係部局、日本公認会計士協会（以下「協会」という。）、会計監査に関係する

業界団体等（以下「関係先」という。）と共有するほか、広く一般に向けても積

極的に提供する。 

さらに、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）5や外国監査監督当局とも連携

し、情報を共有する一方、当該連携により得られた会計監査をめぐる国際的な

議論やグローバルネットワークに関する動向等について、必要に応じ審査会の

モニタリングに反映させることとする。 

 
【モニタリングの目的及びその達成のための基本的な考え方】 

  審査会が実施するモニタリングは、個別の監査意見の適否そのものを主眼と

するものではなく、協会による品質管理レビューの一層の実効性向上を促すと

ともに、監査事務所及び外国監査法人等6の監査の品質管理を含む業務の適正な

運営の確保を図ることを目的とする。 

審査会は、このような目的を達成するため、業務の適正な運営の確保を図る

主体が監査事務所であることに鑑み、監査事務所自らの行動を促すような実効

性のあるモニタリングを行う。 

                                                   
4 世界的に展開する会計事務所ネットワークのうち、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、KPMG、

PricewaterhouseCoopers の４つのグローバルネットワークを指す。 
5 平成 18 年に設立された、監査法人の検査等を行う独立した監査監督当局により構成される国際機関で

あり、平成 29 年４月以降事務局は東京に置かれている。当局間の協力・連携を通じ、監査品質をグロー

バルに向上させることを目的としている。平成 31 年４月末時点で我が国を含む 55か国・地域の監査監督

当局がメンバーとなっている。 
6 外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書類について監査証明業務に相当すると認め

られる業務を外国において行う者として金融庁長官に届出をした者。  
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また、監査事務所の実施する監査が、形式的に監査の基準に準拠していると

いうだけでなく、会計不正等を見抜くような職業的懐疑心を発揮しているか、

被監査会社の事業上のリスクを常に注視して監査上のリスクを評価しているか

を検証するなど、監査の品質の確保・向上に向けて監査事務所が構築した品質

管理態勢が実効的なものとなっているかを重視したモニタリングを行う。 

 さらに、監査法人のガバナンス・コードを採用している監査事務所において、

同コードを踏まえて構築したガバナンス等の経営管理態勢が、当該監査事務所

の業務の適正な運営の確保に資するものとなっているかについて、継続的にモ

ニタリングを行う。 

 

 

審査会は、上記を踏まえ、第６期における監査事務所等モニタリング基本方

針を以下のとおり定める。また、本基本方針を踏まえ、事務年度（７月から翌

年６月まで）ごとの「監査事務所等モニタリング基本計画」を策定することと

する。 

 
 
１．オフサイト・モニタリングに係る基本方針 

 

審査会は、協会から品質管理レビュー結果の報告を受け、必要と認めるとき

は当該報告に関して報告徴収を行う。また、金融庁関係部局、協会、関係先と

の意見交換や連携、監査事務所との対話を通じて情報等を収集するとともに、

問題意識を共有することとする。さらに、監査事務所の実態やリスクを的確に

把握する観点から、このようなオフサイト・モニタリングにより収集した情報

等の分析の強化に努める。 

具体的には、以下のとおり実施する。 

 
（１）協会の品質管理レビューの検証等 

審査会は、協会の品質管理レビューの実効性の検証を行い、検証結果に

ついては意見交換等を通じて協会と共有し、監査の品質の確保・向上に向

けた協会の対応等を促しているところである。協会においても、審査会の

検証結果等を踏まえて品質管理レビュー態勢の強化・改善を順次進めてき

ている。このような相互の連携は、我が国の監査事務所全体の監査の品質

の確保・向上に資するものであるため、品質管理レビューに対する深度あ

る検証や意見交換等を行うよう努める。 
また、審査会はこれまでに、審査会検査と協会の品質管理レビューとの

適切な役割分担について議論を進めており、その結果、大手監査法人に対

する品質管理レビューの在り方や中小規模監査事務所に対する協会の指

導・監督機能の充実等を中心に、一定の対応が図られているところである。
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今後も、審査会検査と協会の品質管理レビューが全体として最大限の効果

を発揮するものとなるよう、適切な役割分担に係る更なる対応に向けて協

会と双方向での議論を進めていくこととする。 
 

（２）報告徴収 

審査会の限られた検査資源の下で、我が国の監査事務所全体の監査の品

質の確保・向上を促すためには、報告徴収を有効に活用することが重要で

ある。このような考え方から、監査事務所の規模、業務管理態勢、審査会

検査及び品質管理レビューの結果等を勘案し、以下のとおり、適時かつ効

果的な報告徴収を実施する。 
 
ア  大手監査法人及び準大手監査法人に対しては、検査の有効性に資する

ために、ガバナンス等の経営管理態勢や業務管理態勢に関する定量的・

定性的な情報を定期的に把握し分析する。また、近時進展している監査

業務の IT化やサイバーセキュリティ対策についても把握する。 
イ 中小規模監査事務所に対しては、品質管理レビューの結果等に基づき、

報告徴収の対象先を選定し、業務管理態勢や品質管理態勢の状況等につ

いて、監査事務所ごとの特性等を踏まえた情報を収集し分析を行う。ま

た、中小規模監査事務所においてはトップの影響力が特に強いため、監

査の品質に対するトップの認識を把握し、必要に応じてヒアリングを実

施する。 
ウ 中小規模監査事務所に対して検査結果として通知した問題点について

は、検査結果通知の一定期間後に、その対応状況等を把握し、必要に応

じてヒアリングを実施するなど監査事務所の自主的な改善を促していく。  
エ 検査の結果、業務運営が良好でないと認められ、特に早急に改善する

必要がある監査事務所については、検査結果の通知と同時に報告徴収を

実施し、速やかな改善を促すこととする。 
 

（３）監査事務所との定期的な対話等 

審査会は、大手監査法人及び準大手監査法人のトップを含む経営層との

定期的な対話を通じて業務運営に係る情報収集を行うほか、監査をめぐる

課題、問題意識の共有を図っているところである。経営層は、監査事務所

の組織風土に大きな影響を与える存在である。こうした経営層との継続的

な対話は、監査事務所自らによる品質管理の向上を促す観点から極めて重

要であるため、今後も深度ある対話が行われるよう努める。 
なお、監査事務所との対話の際には、市場関係者が有益な情報を得られ

るよう、監査事務所自らが開示する品質管理に係る情報の一層の充実や、

積極的な情報発信を促すこととする。 
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また、このような監査事務所との定期的な対話だけでなく、関係先との

積極的な意見交換や連携にも努める。 
 
 

２．検査基本方針 

 

審査会は、監査事務所の態様や被監査会社のリスクの程度に応じた、より効

果的・効率的な検査を実施するとともに、検査手法の向上など検査の実効性の

向上に努める。また、上記オフサイト・モニタリングとの一体的な運用により、

監査事務所の監査の品質の確保・向上を図る。 
検査の実施に当たっては、以下の事項を踏まえ、「公認会計士・監査審査会

の実施する検査に関する基本指針」等に従い、適切な手続により検査を実施す

ることとする。 
なお、検査の実施においては、監査事務所の理解・協力が必要であるため、

検査先である監査事務所の意見を適宜聴取する検査モニター7を実施し、今後

の検査の参考とする。 
 

（１）検査の実施 

  ア 大手監査法人については、大規模な上場会社の監査を多く行うなど資

本市場において重要な役割を担っていることに鑑み、原則として毎年検

査を実施する（通常検査とフォローアップ検査8を交互に実施する。）。 

イ 準大手監査法人については、相当数の上場被監査会社を有し、資本市

場において一定の役割を担っている一方、大手監査法人に比べ業務管理

態勢や品質管理態勢の整備が十分とはいえない状況がみられる。そのた

め、それらの整備状況を注視することとし、定期的に（原則として３年

に一度）検査を実施する。 

ウ 中小規模監査事務所については、直近の品質管理レビュー結果、監査

事務所の業務管理態勢及び上場被監査会社のリスクの程度等を踏まえ、

必要に応じて検査を実施する。 

エ 上記のほか、監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢を早急に確認

する必要がある場合には、機動的に検査を実施する。 
 

                                                   
7 検査対象先から意見を受けることにより検査の実態を把握し、適切な検査の実施を確保するとともに、

効率的な検査の実施に資することを目的として、立入検査着手日以後立入検査終了日までの期間に検査対

象先を訪問するなど、検査官の検査手法について責任者から意見聴取を行う。 
8 通常検査は、品質管理レビューの結果を踏まえて、監査事務所における業務管理態勢及び品質管理態勢

等について、検証を行う。フォローアップ検査は、原則として、通常検査の翌事務年度に、当該検査での

指摘事項等に対する改善状況に範囲を限定して検証を行う。 
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（２）検査の着眼及び留意点 
ア 監査事務所の規模は所属員が数人から数千人まで様々であり、また、

業務管理態勢も異なるため、監査事務所が整備した品質管理態勢が、自己

の規模や業務管理態勢に応じ適切なものとなっているか検証する。 
イ 監査事務所のトップの方針は、監査事務所の組織風土の形成に大きな

影響を与える。そのため、トップを含む経営層の品質管理に係る認識や

対応を把握し、監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響

等を検証する。 
ウ 監査事務所が、被監査会社を取り巻く経済環境や事業環境を含む事業

上のリスクを適切に評価した上で、それに対応し得る監査実施態勢を構

築しているか、監査実施者が職業的懐疑心を発揮し監査手続を実施して

いるかを検証する。 
エ 監査事務所自らが有効な品質管理の改善を継続していくためには、問

題点の対症療法的な改善に終始するのではなく、監査事務所の規模や業

務管理態勢を踏まえた根本原因の究明が重要である。そのため、監査事

務所に対し不備事項を指摘する際にはその内容を的確に伝達し、当該監

査事務所における原因分析に資するように留意する。 
 

 
３．モニタリング情報の提供方針 

 

監査の品質の確保・向上のためには、検査結果を監査事務所に示すだけで

なく、モニタリングの成果を報告等の形で広く一般に提供し、会計監査への関

心や意識を高めていくことが重要である。審査会は、このような観点から以下

の取組を行っているが、更に情報の充実や見直しなどを行うこととする。 
 

ア 監査事務所に検査結果を通知する際には、指摘内容等が的確に伝達される

とともに、監査事務所を通じて被監査会社の監査役等に当該監査事務所の

品質管理の状況や指摘内容等が的確に伝わることが重要である9。このため、

伝達される内容が被監査会社の監査役等に理解されやすいものとなるよう、

検査結果に係る情報を充実させる。 
イ 審査会は、市場関係者等が会計監査に対する理解を深めることに資するよ

う、モニタリングの成果等を図表中心に取りまとめた「モニタリングレポ

ート」を平成 28 年から公表している。平成 29 年以降も毎年改訂を加えて

いるところであるが、広く一般に理解されるよう利用者のニーズも踏まえ

ながら、今後も情報の一層の充実や発信に努める。 
                                                   
9 監査事務所が検査結果通知書の内容を第三者へ開示する場合は、審査会の事前承諾が必要である。ただ

し、被監査会社の監査役等に対して、審査会検査における指摘の有無及び検査結果通知書の「特に留意す

べき事項」の内容をそのまま伝達する場合などは、審査会の事前承諾を不要としている。 
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ウ 審査会は、監査事務所における監査の品質の確保・向上を図るための自主

的な取組に資するよう、検査で確認された事例等を取りまとめ、監査事務

所検査結果事例集として平成 20 年から公表している。平成 21 年以降も最

新の事例への入替えなど毎年改訂した上で公表しているが、今後も、監査

事務所の改善取組の参考となるよう内容を見直していく。 
また、当該事例集を活用した講演・説明会を、全国の協会地域会等で行っ

ているところであるが、このような講演等に加え、市場関係者等に対して積

極的に発信することにも努める。  

 

 

４．外国監査法人等に対するモニタリング基本方針 

 

（１）報告徴収及び検査 

外国監査法人等に対して、実態把握の観点も含め、必要に応じて報告徴

収又は検査を実施する。 
ただし、外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我

が国と同等である等の場合には、当該国の当局が行う報告徴収又は検査に

依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等に対する報告徴

収及び検査は実施しない10。 
 

（２）外国監査監督当局等との連携 

外国監査法人等に対するモニタリングに当たっては、監査監督上の多国

間情報交換枠組み（MMOU）11や二国間の情報交換の枠組み（EoL）12を活用し、

また、外国監査監督当局や国際機関等と密接に連携しながら、円滑かつ効

果的な実施に努める。 
さらに、IFIAR における議論への積極的な参加を通じて、グローバルネッ

トワークの動向や外国監査監督当局による監査監督手法等を把握する。 

                                                   
10 報告徴収及び検査は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」（平成 21 年９月 14 日公表）及び「公

認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」（平成 22年

１月 14 日公表）に従い実施する。 
11 平成 31 年４月末時点で、22 か国・地域の監査監督当局が多国間情報交換枠組みに関する覚書に署名し

ている。 
12 平成 31 年４月末時点で、８か国の監査監督当局との間で書簡交換を実施している。 

― 59 ―― 59 ―

―  ―0123456789



1 

令 和 ２ 年 ７ 月 1 4 日 

公認会計士・ 監査審査会 

令和２ 事務年度監査事務所等モニタ リ ング基本計画 

公認会計士・ 監査審査会（ 以下「 審査会」 と いう 。） は、 監査の品質の確保と 実

効性の向上を 図るため、 監査事務所等モニタ リ ング基本方針1に掲げた視点及び目

的並びに監査事務所をめぐ る環境を 踏まえて、令和２ 事務年度（ 令和２ 年７ 月～令

和３ 年６ 月） における監査事務所等モニタ リ ング基本計画を 策定する。  

１  監査事務所を めぐ る環境 

（ 監査業務の動向）  

（ １ ） 概況

我が国の景気は、 昨年までは緩やかに回復し ていたも のの、 足下では、 新

型コ ロナウイ ルス感染症の影響により 、 急速な悪化が続いており 、 極めて厳

し い状況にある。  

令和元年における金融商品取引所の新規上場会社数は86社と 、 前年に引き 続

き 高水準で推移し ているも のの、 足下では新型コ ロナウイ ルス感染症拡大の影

響を 受け、 中止する企業も みら れている。  

また、 公認会計士又は監査法人（ 以下「 監査事務所」 と いう 。） が実施し た

上場会社の監査は、 引き 続き 大手監査法人2が９ 割超（ 時価総額ベース） と 圧

倒的なシェ アを 占めている状況にある。 こ う し た中で、 最近の監査人の交代状

況を みると 、 交代件数は高水準で推移し ており 、 大手監査法人における監査関

与先の構成の見直し や、 それに伴う 大手監査法人から 準大手監査法人2や中小

規模監査事務所2への交代の動き が顕著である。  

1  監査事務所等モニタ リ ング基本方針：  審査会が実施するモニタ リ ングについて、 各期における視点や

目標、 基本的な方針を定めるも の。 第６ 期（ 平成 31 年４ 月～令和４ 年３ 月） については、 令和元年５ 月

17 日に策定・ 公表。 （ ht t ps: //www. f sa. go. j p/cpaaob/shi nsakensa/ki honhoushi n/20190517. html ）
2  審査会では、 監査事務所をその規模に基づき 、 以下の３ つに分類し ている。  

・ 大手監査法人： 上場会社を概ね 100 社以上被監査会社と し て有し 、 かつ常勤の監査実施者が 1, 000 名

以上いる監査法人。 本基本計画では、 有限責任あずさ 監査法人、 有限責任監査法人ト ーマツ、 EY 新日

本有限責任監査法人及び PwCあら た有限責任監査法人の４ 法人を指す。

・ 準大手監査法人： 大手監査法人に準ずる規模の監査法人。 本基本計画では、 仰星監査法人、 三優監査

法人、 太陽有限責任監査法人、 東陽監査法人及び PwC京都監査法人の５ 法人を指す。

・ 中小規模監査事務所： 大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所。

２－３
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近時、 会計監査の品質向上と その信頼性確保に向けた取組が進めら れてい

る。 具体的には、 監査プロセスの透明性の向上に向けた取組と し ての、 監査報

告書への「 監査上の主要な検討事項（ KAM） 」 の記載を 義務付け3、 会計監査に

関する情報提供の充実に向けた取組と し ての、 通常と は異なる監査意見等4に

関する説明・ 情報提供及び監査人の交代理由の開示の充実、 独立性確保のため

の取組と し ての、 日本公認会計士協会（ 以下「 協会」 と いう 。） の自主規制に

よる「 監査チームメ ンバーのローテーショ ン」 の導入などである。 さ ら に、 開

示企業に対し ては、 非財務情報や記述情報の充実が求めら れるよう になっ てき

ており 、 監査事務所においては、 適切な対応が期待さ れる。  

新規上場会社に対する監査については、 令和２ 年３ 月に金融庁から 公表さ れ

た「 株式新規上場（ I PO） に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告

書」 にも あると おり 、 新規・ 成長企業がその成長プロセスに応じ て適切な監査

を 受けるこ と ができ るための環境整備を進めるこ と が課題と なっ ている。  

 

（ ２ ） 新型コ ロナウイ ルス感染症による監査業務への影響 

令和２ 年３ 月頃から の新型コ ロナウイ ルス感染症の急速な拡大に伴い、 ３ 月

決算会社を中心に決算作業の遅れ等が発生すると と も に、 対応する監査業務

においても 、 棚卸立会、 残高確認、 海外子会社に係るグループ監査など広範

囲における監査実施上の制約が生じ 、 監査業務の遅延や監査意見への影響な

どの懸念が生じ た。  

こ のよう な状況への対応と し て、 同年３ 月以降、 協会から 新型コ ロナウイ ル

ス感染症に関連する監査上の留意事項、 金融庁から 有価証券報告書等の提出

期限延長の取扱い、 法務省等から 定時株主総会の日程に関する対応、 企業会

計基準委員会から 会計上の見積り に係る新型コ ロナウイ ルス感染症の影響の

考え方などが公表さ れた。  

 

（ 不正会計等への対応）  

不適切な会計処理等に関する適時開示を 行っ た上場会社は増加の傾向にある。 こ

れは上場会社において適時に情報開示を 行う と いう 意識が高く なっ ている と 考え

ら れるが、 会社の内部統制が十分に機能し ていない事例や、 海外を含むグループ会

社に対する管理が十分でない事例も みら れている。  

財務諸表の作成責任及び内部統制の整備・ 運用責任は経営者にあるこ と は当然で

ある。 監査事務所においても 、 被監査会社の内部統制を 評価する際には、 海外事業

                                                   
3  監査報告書への監査上の主要な検討事項（ KAM） の記載は、 令和３ 年３ 月決算に係る財務諸表の監査か

ら 適用さ れるが、 それ以前の決算に係る財務諸表の監査から 適用するこ と を妨げないと さ れている。  
4  通常と は異なる監査意見等と は、 限定付適正意見、 意見不表明及び不適正意見を指すと さ れている。  
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を 含めた事業の特性や企業の置かれた環境を 深く 理解し た監査手続の実施が一層

重要と なっ ているほか、 内部統制の不備を 発見し た場合には、 被監査会社に適時に

報告するこ と が求めら れる。  

 

（ 監査事務所における品質管理の現状）  

審査会では、 平成 28 事務年度（ 平成 28 年７ 月～平成 29 年６ 月） の検査から 、 検

査結果通知書に監査事務所の業務運営に関する総合評価5を 記載し ている（ フ ォ ロー

アッ プ検査を 除く 。）。 平成 28 事務年度以降に実施し た検査結果について大手監査

法人及び準大手監査法人をみると 、 総合評価の最上位である「 概ね妥当である」 に

該当するも のはなく 、 大半が「 妥当でない点がある」 に該当し 、 一部は「 妥当でな

いも の」 と なっ ている。 一方、 中小規模監査事務所についてはリ スク ベースに基づ

き 検査先を 選定し ているこ と なども あり 、「 妥当でないも の」 以下の区分に該当し て

いる。  

大手監査法人においては、 品質管理の主体を本部品質管理部門から 、 より 監査現

場に近い事業部へ移し ていく 傾向にあり 、 最近の検査結果をみると 、 本部品質管理

部門と 事業部と の十分な連携等が課題と なっ ている。  

また、 大手監査法人の収益構造を みると 、 グループ全体の業務収入における非監

査証明業務収入の割合は、 平成 26 年度までは年々増加し 、 近時は 40％前後で推移

し ている。  

さ ら に近時、 公認会計士等でない事務職員を活用し て、 事務的な作業を集中し て

行う 事務センタ ーの設置や、 グローバルネッ ト ワーク と の関係では、 グローバルネ

ッ ト ワーク がアジア等の地域別に統括組織を設置する動き がみら れている。  

準大手監査法人においては、 組織的な対応のための体制整備を 行っ てき ているも

のの、 品質管理部門と 事業部と のコ ミ ュ ニケーショ ン不足、 公認会計士等でない事

務職員の活用拡大やそれに伴う 教育・ 訓練などの人材育成の課題、 ト ッ プを 含む経

営層において品質管理の確保・ 向上に対する意識が不十分な点がみら れる。  

中小規模監査事務所では、 上位規模の監査事務所において、 業容拡大に対応し

た業務管理態勢や品質管理態勢を 構築でき ていないも のがみら れる。 また、 一部

の監査事務所には、 リ スク の高い上場会社に対する監査業務を 適切に実施する態

勢が十分でないも のも みら れる。  

 

                                                   
5  検査結果通知書の「 特に留意すべき 事項」 は、 業務管理態勢、 品質管理態勢及び個別監査業務におけ

る不備の概要で構成さ れ、 こ れら の状況に応じ て総合評価を付し ている。 総合評価は、「 概ね妥当であ

る」、「 妥当でない点がある」、「 妥当でないも の」、「 妥当でなく 業務管理態勢等を早急に改善する必要」

及び「 著し く 不当なも の」 の５ 段階に区分し ている。 詳細は、 当審査会 HPに掲載のモニタ リ ングレ ポー

ト を参照。  

― 62 ―― 62 ―

―  ―0123456789



4 
 

（ 監査法人のガバナンス態勢等）  

大手監査法人及び準大手監査法人においては、「 監査法人の組織的な運営に関す

る原則」（ 以下「 監査法人のガバナンス・ コ ード 」 と いう 。） を採用し 、 ガバナンス

態勢は概ね整備さ れてき ている。 今後は、 ガバナンスの実効性を定着さ せるための

一層の取組が課題と なっ ている。  

 

（ I T 化の進展）  

大手監査法人を 中心に、 監査の品質の確保・ 向上や監査業務の効率性の向上のた

め、 監査業務の一層の I T 化を 促進し ている。 具体的には、 ツールの利用による従来

の試査から 精査的な手法の導入や作業の自動化・ 集約化などにと どまら ず、 AI を 活

用し たリ スク 分析や、 リ アルタ イ ムで行う 監査の導入の検討などがなさ れている 。

こ のよう な動き は、 監査業務の実効性の確保だけではなく 、 効率性の向上による監

査現場の負担軽減等につながり 、 リ スク のある領域に対する深度ある監査の実現に

資するも のと し て期待さ れる。また、今般の新型コ ロナウイ ルス感染症拡大を 受け、

監査人が在宅等で監査業務を 行う いわゆる「 リ モート 監査」 が行われている。  

こ のよう な I T 化の進展に併せて、 大手監査法人を 中心に、 I T 専門家の採用増加

や育成などを 加速さ せている。  

一方で、 上記の動き や、 被監査会社と のデータ の交換が進んでいく 中、 サイ バ

ーセキュ リ ティ は喫緊の課題と なっ ており 、 サイ バーセキュ リ ティ の強化を 確実

に行っ ていく 必要がある。  

 

（ 国際的な監査監督機関等の動向）  

金融庁及び審査会は、 我が国資本市場の国際的な地位向上等の観点から 、 東京に

本部事務局を 有する監査監督機関国際フ ォ ーラ ム（ I FI AR） 6に必要な支援を 行っ て

いる。I FI ARにおいては、６ 大グローバルネッ ト ワーク 7と 継続的に対話を行う など、

グローバルでの監査の品質の確保・ 向上に取り 組んでおり 、 審査会と し ては、 引き

続き I FI ARの活動に貢献し ていく 。 なお、 外国監査監督当局と 連携し 、 外国監査監

督当局における新型コ ロナウイ ルス感染症への対応、 ４ 大グローバルネッ ト ワーク
7 に所属する外国監査法人の不適切な業務への対応、さ ら に、外国監査監督当局の組

織変更に関する動向について注視し ていく 。  

 

                                                   
6  監査監督機関国際フ ォ ーラ ム( I FI AR) ： 平成 18 年に設立さ れた、 監査法人の検査等を行う 独立し た監

査監督当局により 構成さ れる国際機関であり 、 事務局は東京に置かれている。 当局間の協力･連携を通

じ 、 監査の品質をグローバルに向上さ せるこ と を目的と し ている。 令和２ 年６ 月末時点のメ ンバーは我

が国を含む 55 か国・ 地域と なっ ている。  
7  世界的に展開する会計事務所のネッ ト ワーク のう ち、 BDO、 Del oi t t e Touche Tohmat su、 Er nst  & 

Young、 Gr ant  Thor nt on、 KPMG及び Pr i cewat er houseCooper s の６ つのグローバルネッ ト ワーク を指す。

なお、 こ れら から BDO、 Gr ant  Thor nt on を除いたも のを４ 大グローバルネッ ト ワーク と いう 。  
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２  令和２ 事務年度監査事務所等モニタ リ ング基本計画の考え方 

 

「 監査事務所等モニタ リ ング基本方針」 に掲げるモニタ リ ングの視点及び目的

等並びに上記「 １  監査事務所を めぐ る 環境」 を 踏まえ、 下記（ １ ） から （ ５ ）

に掲げる基本的な考え方でモニタ リ ング8に取り 組む。  

本事務年度のモニタ リ ングの実施に当たっ ては、 新型コ ロ ナウイ ルス感染

症の感染状況や監査事務所の負担を 勘案し 、 新型コ ロナウイ ルス感染症の影

響等を 把握し つつ、 モニタ リ ン グ対象と なる監査事務所の状況に応じ 、 モニ

タ リ ング内容を 見直すなど柔軟に対応する。  

さ ら に、新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大も 一つの契機と し て、働き 方の新

し いスタ イ ルを 積極的に取り 入れる観点も 踏まえ、 監査事務所に対する 審査

会のモニタ リ ン グが、 双方にと っ てより 効率的で実効性のある も のと なる よ

う モニタ リ ングの実施方法の見直し を 検討する。  

 

（ １ ） モニタ リ ングにおいて重視する事項 

本事務年度のモニタ リ ングにおいては、 以下の事項を 重視する。  

なお、 監査事務所は、 所属員が数人の中小規模監査事務所から 数千人規模の

大手監査法人まであり 、 ガバナンス等の経営管理態勢や業務運営等も 様々であ

る。 そのため、 モニタ リ ングに当たっ ては、 各監査事務所の規模、 態様にも 留

意する。  

 

ア 監査の品質の向上に向けた監査事務所経営層のコ ミ ッ ト メ ント  

監査の品質を 持続的に向上さ せるためには、 ト ッ プ自ら がリ ーダーシッ プ

を 発揮し 、 監査業務の品質を 重視する風土を醸成さ せるこ と が重要であるこ

と から 、 ト ッ プの姿勢を 含む経営層の認識及びそれを 具体的な施策等に反映

さ せているかなどを把握する。  

 

イ  ガバナンス等の経営管理態勢の実効性 

ガバナンス等の経営管理態勢や業務管理態勢が、 監査の品質の確保・ 向上

に資するも のと なっ ているか検証する。  

特に、 監査法人のガバナンス・ コ ード を 採用し ている大手監査法人及び準

大手監査法人等については、 当該コ ード を踏まえて整備さ れたガバナンス態

勢が監査の品質の向上のために実効的なも のと なっ ているか検証する。  

                                                   
8  モニタ リ ングと は、 オンサイ ト ･モニタ リ ングと オフ サイ ト ・ モニタ リ ングの両方を包含し ている。 ま

た、 オンサイ ト ・ モニタ リ ングは検査を指し 、 オフ サイ ト ・ モニタ リ ングは、 監査事務所に係る報告徴

収、 ヒ アリ ング、 監査事務所及び関係先と の意見交換･連携等を通じ た情報収集など検査以外の活動を指

す。  
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こ う し た検証においては、 金融庁関係部局と も 情報共有・ 連携を 図るこ と

と する。  

 

ウ 監査をめぐ る動向を 踏まえた状況把握 

（ ア） 新型コ ロナウイ ルス感染症による監査業務への影響等 

新型コ ロナウイ ルス感染症による監査手続など監査業務への影響や、 監

査実施体制の変更など監査事務所の対応状況について、 監査事務所の負担

を 考慮し つつ状況を把握する。  

 

（ イ ） 海外子会社に係るグループ監査 

上場会社においては、 国内市場の成熟化に伴い成長の源泉を海外の事業

展開に求めている中、 海外子会社における会計問題が引き 続き 発生し てい

る 。 こ う し た状況を 踏まえ、 海外子会社に係るグループ監査については、

監査チームによる海外事業の管理態勢を 含む内部統制の評価、 海外子会社

の監査チームと のコ ミ ュ ニケーショ ン 及び監査事務所の組織的な対応状

況などについても 、 重点的に把握する。  

 

（ ウ） 監査契約の新規の締結 

近時、 監査人を交代する事例が多く みら れるため、 大規模上場会社又は

リ スク の高いと 思われる 上場会社の監査契約を 新規に締結し た監査事務

所において、 当該監査契約に係るリ スク 評価と 対応の適切性に加え、 当該

監査契約の締結経緯についても 検証するほか、 当該監査契約が監査事務所

全体の監査品質に及ぼす影響も 把握する。  

 

エ I T を 活用し た監査と サイ バーセキュ リ ティ 対策等の状況把握 

大手監査法人や一部の準大手監査法人では、各国の監査事務所単位ではな

く 、 加盟するグローバルネッ ト ワーク が全体で I T ツールの開発を行う こ と

により 、 コ スト を 抑えると と も に開発期間の短縮を 図っ ている。 こ う し たこ

と により 、 AI を 活用し た会計仕訳の異常値を検知するツールや、不正リ スク

を 識別するためのツールなど、 監査業務における I T 化の進展が加速し てい

る。  

こ のよう な監査の I T 化進展の動き は監査の品質の確保・ 向上に資するも

のと 考えら れるため、 その進展状況を大手監査法人等へのモニタ リ ングによ

り 継続し て把握する。  

あわせて、 I T 化の進展に伴う サイ バーセキュ リ ティ 対策の状況を 確認す

るこ と と し 、 監査手法の深化、 複雑化に応じ た、 人材の確保・ 育成ができ て

いるかなどについても 把握するこ と と する。  
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（ ２ ） オフ サイ ト ・ モニタ リ ングの強化 

効率的で実効性のあるモニタ リ ングを実施するために、 大手監査法人及び準

大手監査法人のト ッ プを 含む経営層と の定期的な対話を継続すると と も に、 金

融庁、 関係団体などの関係者と の連携などを 通じ た情報共有のための取組を一

層強化する。 また、 業界動向等の被監査会社を 取り 巻く 環境に係る 情報収集・

分析を充実さ せ、 情報及び分析結果については、 検査に有効に活用するなどオ

ンサイ ト ・ モニタ リ ングと の一体的な運用に努めるも のと する。  

 

（ ３ ） モニタ リ ング実施態勢の強化 

監査事務所の態様に応じ た情報収集・ 分析、 検査の実施に向けて、 審査会の

モニタ リ ング実施態勢を 強化する。  

そのために、 国内外から の情報、 会計実務の国際化や我が国の監査事務所の

態勢等を 分析し 適切に対応を 図るこ と ができ る人材、 効率的で実効的なモニタ

リ ングの指導ができ る 人材を 登用する 。 また、 国際会議等への職員の積極的な

参加などを 通じ て人材の育成を 進める。  

 

（ ４ ） モニタ リ ング実施方法の検討 

大手監査法人を中心と し たI T化の進展や新型コ ロナウイ ルス感染症の影響

も あり 、 監査事務所においては、 棚卸立会や残高確認など監査手続の実施方

法や監査事務所の運営を見直すこ と が想定さ れる。 こ う し た点や新型コ ロナ

ウイ ルス感染症の影響も 踏まえ、 審査会の実施するモニタ リ ングが、 双方に

と っ てより 効率的で実効性のあるも のと なるよう 、 立入検査を はじ めと する

モニタ リ ングの実施方法の見直し を検討する。  

 

（ ５ ） 国際的な監査監督機関等と の連携 

多国間情報交換枠組み（ MMOU） や二国間の情報交換の枠組み9を 活用し 、 モ

ニタ リ ングのために必要と なる情報の取得や外国監査監督当局から の要請に応

じ た情報提供を行う 。 また、 I FI ARにおける議論への積極的な参加を通じ て、

グローバルネッ ト ワーク の動向や外国監査監督当局による監査監督手法等を 把

握するこ と と する。 さ ら に、 外国監査監督当局の新型コ ロナウイ ルス感染症へ

の対応状況、 ４ 大グローバルネッ ト ワーク に所属する外国監査法人の不適切な

業務への対応状況、 外国監査監督当局の組織再編の動向等も 注視する。  

                                                   
9  令和２ 年６ 月末時点で８ か国（ アメ リ カ 、カ ナダ、マレーシア、オラ ンダ、ルク センブルク 、イ ギリ ス、

フ ラ ンス及び中国） の監査監督当局と の間で、 情報交換の枠組みに関する書簡交換（ EOL） を実施し てい

る。  
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３  オフ サイ ト ・ モニタ リ ングに係る基本計画 

 

効率的で実効性のあるオフ サイ ト ・ モニタ リ ングを 実施するために、 協会の品

質管理レ ビュ ーに係る報告のほか、こ れまでの審査会検査や報告徴収の結果を 分

析するなど有効に利用する。 特に、 審査会の限ら れた検査資源の下で、 我が国の

監査事務所全体の監査の品質の確保・ 向上を促すためには、 報告徴収を有効に活

用するこ と が重要である。  

本事務年度においては、 新型コ ロナウイ ルス感染症による影響や監査事務所の

対応状況を 含め、 監査事務所の状況や個別監査業務に係るリ スク などを適時、 的

確に把握する観点から 、 監査事務所等の負担を 考慮し つつ、 以下のと おり 、 監査

事務所に対する報告徴収・ ヒ アリ ング、 協会の品質管理レ ビュ ーの検証、 協会と

の連携など、 監査事務所の規模や態様に応じ たオフ サイ ト ・ モニタ リ ングを 実施

する。  

 

（ １ ） 報告徴収 

ア 大手監査法人及び準大手監査法人に対し ては、 監査法人のガバナンス・ コ

ード を踏まえ整備し たガバナンス等の経営管理態勢や業務管理態勢、 グロー

バルネッ ト ワーク と の連携の状況、 I T を 活用し た監査手法、 サイ バーセキュ

リ ティ 対策、 犯罪収益移転防止法等の法令遵守措置等の検証に必要な定性・

定量の情報を 報告徴収において継続的に求めるこ と と する。 また、 監査業務

において高度な専門知識や I T の理解等を 要する上場金融機関に対する監査

態勢や審査態勢等の実態把握を行う 。  

報告徴収により 得ら れた情報については、 分析の上、 効率的・ 効果的な検

査に資するよう 活用するほか、 大手監査法人間の比較分析や大手監査法人に

おける横断的な問題等の把握に活用する。 なお、 報告徴収に当たっ ては、 検

査や対話で得ら れた情報を 活用するなどにより 、 効率的に実施するこ と と す

る。  

 

イ  中小規模監査事務所に対し ては、 協会の品質管理レ ビュ ーの結果を 踏まえ、

監査事務所の適切な監査の品質管理の定着を促す観点から 、 適時に報告徴収

を 実施する。  

その際、 監査事務所における品質管理のシステムの整備状況に加え、 ト ッ

プの経営方針、 収益・ 財務構造及び組織・ 人材、 監査契約を新規に締結し た

経緯と いっ た項目等を重点的に検証する。 報告徴収の実施に当たっ ては、 必

要な場合には対面での実施や、 品質管理レ ビュ ーの改善状況が良好でない監

査事務所に対し て連年で実施するなど効果的に検証を 行う 。  
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また、 報告徴収の結果、 重大な問題が疑われる監査事務所については、 当

該結果を 検査等における重要な参考情報と し て活用するこ と と する。  

 

ウ 中小規模監査事務所に対する検査の結果、 後述エの早急に改善を 要する必

要があると 認めら れる場合を 除き 、 検査結果と し て通知し た問題点について

は、 検査結果通知の一定期間後に、 その対応状況等を把握し 、 必要に応じ て

ヒ アリ ングを 実施するなど監査事務所の改善を 促し ていく 。  

その際、 金融庁関係部局や協会と も 連携し 、 不備の内容や重要性に応じ た

検証に努める。  

 

エ 検査の結果、 業務運営が良好でないと 認めら れ、 特に早急に改善を 要する

必要があると 認めら れた監査事務所については、 検査結果の通知と 同時に報

告徴収を 実施し 、 速やかな改善を 促すこ と と する。  

 

上記ウ又はエの報告徴収により 、 改善が不十分である状況を 把握し た場合

には、 再度の報告徴収や検査などの対応を検討するこ と と する。  

 

（ ２ ） 協会の品質管理レ ビュ ーの検証及び協会と の連携 

審査会は、 監査事務所に対するモニタ リ ングにより 把握し た品質管理レ ビュ

ーの有効性に関する問題点等については、 協会と 共有し た上で、 審査会及び協

会と の実務者レ ベルでの継続的な協議等を 通じ て、 品質管理レ ビュ ーの実効性

の向上に向けた対応等を 促し ていると こ ろ である。  

最近の品質管理レ ビュ ーの状況を 踏まえ、 協会は、 監査事務所の品質管理の

状況等に応じ たレビュ ー期間の弾力的な決定・ 変更、 レビュ ー対象と する個別

監査業務の選定をリ スク を踏まえたも のと するほか、 中小規模監査事務所に対

し て、 リ スク に応じ たレ ビュ ー頻度の伸長も 予定し ている。  

協会の品質管理レ ビュ ーと 審査会の検査と は、 実施体制や実施方法が異なる

も のではあるが、 協会の品質管理レビ ュ ーは、 近年より リ スク を踏まえたも の

と さ れてき ている中で、 品質管理レビ ュ ーにおいて限定事項付き 結論と なっ て

いない監査事務所について、 審査会の検査では業務運営が著し く 不当と 認めら

れる事案も 発生し ている。  

こ のよう な状況を 踏まえると 、 協会においては、 監査事務所における自主的

な改善を 促すと と も に、 品質管理レビ ュ ーの一層の実効性向上を図る必要があ

り 、 今後、 協会において実施が予定さ れている施策の実効性やその効果につい

ても 検証し ていく 。  

審査会と 協会と の連携は、 我が国の監査事務所全体の監査の品質の確保・ 向
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上に極めて重要であり 、 より 深度ある も のと なるよう 努めていく 。 また、 審査

会と 協会は、 審査会検査と 協会の品質管理レ ビュ ーと の適切な役割分担に関し

て、 大手監査法人に対する品質管理レ ビュ ーの在り 方や中小規模監査事務所に

対する協会の指導・ 監督機能の充実等を 中心に議論を 行っ ている。 協会におい

ては当該議論を 踏まえて対応を 図っ てき ていると こ ろ である が、 審査会検査と

協会の品質管理レビュ ーが全体と し て最大限の効果を 発揮すると いう 観点から 、

本事務年度においては、より 具体的かつ実質的な議論を 行っ ていく こ と と する。 

 

（ ３ ） 監査事務所に関する情報等の収集・ 分析等 

監査事務所の最新の業務管理態勢や監査事務所・ 監査業界の抱える問題等を

把握する観点から 、 大手監査法人及び準大手監査法人のト ッ プを含む経営層と

の定期的な対話を行っ ていると こ ろ である。 ト ッ プを 含む経営層は監査事務所

の組織風土に大き な影響を与える存在であるこ と から 、 こ う し た経営層と の対

話を 今後も 継続し 、 よ り 深い議論が行われるよう に努める。 なお、 その際には

KAM 導入に向けた監査事務所と し ての対応状況などについても 把握するこ と と

する。  

また、 市場関係者が有益な情報を 得ら れるよう 、 監査事務所自ら が開示する

品質管理に係る情報の一層の充実や、 積極的な情報発信を 促すこ と と する。  

さ ら に、 金融庁関係部局、 協会、 金融商品取引所、 日本監査役協会等の関係

団体に加え、 国際的な監査監督機関、 外国監査監督当局、 監査事務所のグロー

バルネッ ト ワーク 等と の意見交換・ 連携などを 通じ た情報共有を一層強化する

こ と と し 、 加えて、 監査事務所のリ スク に応じ た様々な資料や情報等の収集・

分析態勢の向上に努めていく 。  

 

 

４  検査基本計画 

 

監査事務所等モニタ リ ング基本方針に基づき 、 監査事務所の規模、 態様や被監

査会社のリ スク の程度に応じ た、より 効率的・ 効果的な検査を 実施すると と も に、

検査手法の向上など検査の実効性の向上に努める。 また、 上記オフ サイ ト ・ モニ

タ リ ングと の一体的な運用により 、監査事務所の監査の品質の確保・ 向上を図る。 

本事務年度の検査においては、 監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢が、

組織の規模や特性等に応じ た適切なも のと なっ ているか、 ト ッ プを含む経営層の

品質管理に係る 認識や対応が監査事務所の業務管理態勢等にど のよ う な影響を

与えているか、 監査実施者が監査基準等の規程の趣旨や内容を理解し た上で職業

的懐疑心を発揮し 監査手続を 実施し ているかの観点を 重視し 、 以下のと おり 、 監
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査事務所の規模や態様に応じ た検査を 行う 。  

なお、 監査事務所の負担を 考慮し つつ、 新型コ ロナウイ ルス感染症による影響

や、 その影響を 踏まえた品質管理態勢及び業務管理態勢の状況、 協会の監査上の

取扱いなどを 踏ま えた監査手続の実施状況や監査意見表明の状況についても 検

証し ていく 。  

 

（ １ ） 大手監査法人 

大手監査法人については、 大規模な上場会社の監査を 多く 行う など資本市場

において重要な役割を 担っ ているこ と に鑑み、 原則と し て毎年検査を 実施する

（ 通常検査と フ ォ ローアッ プ検査を交互に実施する。）。 フ ォ ローアッ プ検査に

ついては、 検査先の負担等に配慮し 、 通常検査における指摘事項に対する改善

施策の検証を 中心に、 より 効率的・ 効果的に実施する。  

なお、 市場に大き な影響を 及ぼす被監査会社に会計上の重大な問題が判明、

又は疑われる状況において、 当該被監査会社の監査業務を 行う 監査事務所の品

質管理態勢を 早急に確認する必要がある場合には、 上記原則にと ら われずに機

動的に検査を 行う こ と と する。  

大手監査法人は、 数千人規模の職員を 擁し 、 多数の部門・ 地方事務所によっ

て構成さ れる巨大な組織であるため、 監査現場にまで品質管理や業務管理など

を 浸透さ せる態勢が重要である。 特に、 ト ッ プを 含む経営層は監査事務所の組

織風土に大き な影響を与えるため、 その姿勢や行動が重要である。  

上記を踏まえ、本事務年度の検査においては、以下の検証項目に重点を置く 。 

・ ト ッ プ を 含む経営層の品質管理に係る 認識や対応及びそれら が監査事務所

の業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響等の検証 

・ ガバナンス態勢（ 特に監督・ 評価機関） について、 監査事務所の品質管理の

確保・ 向上に資するも のと なっ ているか、 その実効性を運用状況の観点から

検証 

・ 監査現場まで品質管理を 浸透さ せているかの観点から 、 監査事務所の業務管

理態勢、 特に本部品質管理部門と 各事業部等と の連携の状況の検証 

・ 監査契約の新規の締結手続（ 特に大規模上場会社及びリ スク の高いと 思われ

る上場会社に係るも の） の適切性や契約締結の経緯、 大規模上場会社に関す

る監査契約の新規の締結等に伴う 監査実施体制の編成が、 監査事務所全体の 

監査品質に及ぼす影響の検証 

・ 経営者等と のディ スカ ッ ショ ン及び監査役等と のコ ミ ュ ニケーショ ンの状況 

の検証 

・ 海外子会社を 含むグループ監査の状況の検証 
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・ 監査補助者10や I T 専門家などに対する教育・ 訓練、 人材育成の状況 

・ KAMなど会計監査に関する情報充実への対応状況 

・ 財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況、 監査におけ

る不正リ スク 対応基準の運用状況を 含む不正リ スク への対応状況の検証 

・ グローバルネッ ト ワーク によるモニタ リ ング活動への対応状況の検証 

 

（ ２ ） 準大手監査法人 

準大手監査法人については、 相当数の上場被監査会社を 有し 、 資本市場にお

いて一定の役割を担っ ている一方、 大手監査法人と 比べ業務管理態勢や品質管

理態勢の整備が十分と はいえない状況がみら れる。 そのため、 それら の整備状

況を 注視するこ と と し 、 原則と し て３ 年ごと に検査を 実施する。 ただし 、 被監

査会社に会計上の重大な問題が判明、 又は疑われる状況において、 当該被監査

会社の監査業務を行う 監査法人の品質管理態勢を 早急に確認する必要がある場

合には、 機動的に検査を 行う こ と と する。  

本事務年度の検査においては、 以下の検証項目に重点を 置く 。  

・ ト ッ プを 含む経営層の品質管理に係る認識や対応及びそれら が監査事務所の

業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響等の検証 

・ ガバナンス態勢（ 特に監督・ 評価機関） について、 監査事務所の品質管理の

確保・ 向上に資するも のと なっ ているか、 その実効性を運用状況の観点から

検証 

・ 監査現場まで品質管理を 浸透さ せているかの観点から 、 監査事務所の業務管

理態勢、 特に本部品質管理部門と 各事業部等と の連携の状況の検証 

・ 合併等により 業容を拡大さ せている監査事務所について、 組織と し ての一体

性など経営管理態勢・ 業務管理態勢等の検証 

・ 被監査会社の国際化などのリ スク に対応でき る十分かつ適切な経験、 能力等

を 含めた監査資源の検証 

・ グループ監査において、 特に海外に所在する構成単位の監査人と のコ ミ ュ ニ

ケーショ ン等の状況の検証 

・ 経営者等と のディ スカ ッ ショ ン及び監査役等と のコ ミ ュ ニケーショ ンの状況

の検証 

・ 監査人の交代時における監査事務所と し ての対応状況の検証。 大規模上場会

社又はリ ス ク の高いと 思われる 上場会社に関する 監査契約の新規の締結に

                                                   
10 監査補助者には、 公認会計士資格を有する者、 公認会計士試験合格者等、 それら の資格等を有さ ない

監査補助職員のほか、 監査補助を行う 事務職員が含まれる。  
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おける、 経緯、 リ スク 評価等の適切性や監査実施態勢の検証 

・ 監査補助者や I T 専門家などに対する教育・ 訓練、 人材育成の状況 

・ KAMなど会計監査に関する情報充実への対応状況 

・ 財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況、 監査におけ

る不正リ スク 対応基準の運用状況を 含む不正リ スク への対応状況の検証 

 

（ ３ ） 中小規模監査事務所 

中小規模監査事務所については、 監査事務所の品質管理態勢、 個別監査業務

の監査の基準等への準拠性などを 確認すると と も に、 それら に影響を 与えるト

ッ プの認識や関与、 業務管理態勢も 検証する。 その際には、 検出さ れた不備が

監査事務所のビ ジネスモデルに起因するも のか、 不備に対する改善の取組が対

症療法的なも のにと どまっ ていないかに留意する。 なお、 検査対象先の選定に

当たっ ては、 協会の品質管理レ ビュ ーの結果、 被監査会社のリ スク の程度等を

踏まえ、 監査事務所の品質管理態勢を 早急に確認する必要性を検討する。  

本事務年度の検査においては、 以下の検証項目に重点を 置く 。  

・ ト ッ プ及び社員の品質管理に対する認識、 関与状況、 組織の一体性などを 含

む業務管理態勢等の検証 

・ 被監査会社のリ スク に対応でき る十分かつ適切な経験及び能力を含めた監査

資源の検証 

・ 職業的懐疑心が発揮さ れているかの観点から 、 特に収益認識及び会計上の見

積り に係る監査手続並びに不正リ スク 評価等の検証 

・ 経営者等と のディ スカ ッ ショ ン及び監査役等と のコ ミ ュ ニケーショ ン、 監査

実施者への指導・ 監督状況、 専門家の利用の状況、 こ れまでのモニタ リ ング

を 通じ て把握し た業界横断的な問題についての対応状況の検証 

・ 大規模上場会社又はリ スク の高いと 思われる上場会社に関する監査契約の新

規の締結における経緯、 リ スク 評価の適切性や監査実施態勢の検証 

・ 監査における不正リ スク 対応基準への対応状況の検証 

・ グループ監査において、 特に海外に所在する構成単位の監査人と のコ ミ ュ ニ

ケーショ ン等の状況の検証 

・ 品質管理レ ビュ ーによる指摘等に対する改善状況の検証 

・ 監査補助者や I T 専門家などに対する教育・ 訓練、 人材育成の状況 

・ KAMなど会計監査に関する情報充実への対応状況 

・ 財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況の検証 
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５  モニタ リ ング情報の提供 

 

監査の品質の確保・ 向上のためには、 監査事務所や被監査会社の監査役等に検

査結果が的確に示さ れるこ と に加え、モニタ リ ングの成果を 取り まと めた上で広

く 一般に情報提供し 、 会計監査への関心や意識を 高めていく こ と が重要である。

そのよう な観点から 、 取り まと め及び情報提供に当たっ ては、 以下の点に留意す

るこ と と する。  

 

ア 審査会は、監査事務所に指摘内容等を的確に伝達すると と も に、被監査会社

の監査役等にも 、 当該監査事務所の品質管理の水準や業務管理態勢を 含む指

摘内容等が的確に伝わるよう 、検査結果の記載内容の充実に努める。また、監

査事務所が、被監査会社の監査役等に対し 、適切に検査結果を伝達し ているか

確認する。さ ら に、被監査会社の内部統制の機能向上に資する観点から 、監査

役等が検査結果を 有効に活用するよ う 、 監査事務所と 監査役等の連携を 一層

促し ていく こ と と する。  

 

イ  審査会は、 市場関係者等が会計監査に対する 理解を 深める こ と に資するよ

う 、 モニタ リ ン グの成果等を 図表中心に取り まと めたモニタ リ ングレ ポート

を 平成 28 年から 公表し ている。 平成 29 年以降も 毎年改訂を 加えていると こ

ろ であるが、広く 一般に理解さ れるよう 利用者のニーズも 踏まえながら 、今後

も 情報の一層の充実や発信に努める。また、当該モニタ リ ングレ ポート につい

ては、 記載内容を 英訳し 海外利用者に対する情報発信にも 努める。  

 

ウ 審査会は、監査事務所における監査の品質の確保・ 向上を 図るための自主的

な取組に資するよう 、検査で確認さ れた事例等を 取り まと め、監査事務所検査

結果事例集と し て平成 20 年から 公表し ている。 平成 21 年以降も 最新の事例

への入替えなど毎年改訂し た上で公表し ているが、今後も 、監査事務所の改善

取組の参考と なるよう 内容を 見直し ていく 。  

また、 当該事例集を 活用し た講演・ 説明会を 、全国の協会地域会等で行っ て

いると こ ろ であるが、こ のよう な講演等に加え、市場関係者等に対し て積極的

に発信する と と も に、 当該事例集を 英訳し 海外利用者に対する 情報発信にも

努める。  

以 上 
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勧告年月日 監査法人・公認会計士

平成18年6月30日 あずさ監査法人

平成18年6月30日 監査法人トーマツ

平成18年6月30日 新日本監査法人

平成18年6月30日 中央青山監査法人

平成18年11月29日 有恒監査法人

平成19年3月28日 麹町監査法人

平成19年7月5日 東陽監査法人

平成19年10月25日 なごみ監査法人

平成20年2月7日 ＫＤＡ監査法人

平成20年3月5日 六本木監査法人

平成20年3月28日 福北監査法人

平成20年4月16日 監査法人夏目事務所

平成21年2月17日 監査法人ウィングパートナーズ

平成21年11月17日 プライム監査法人

平成22年7月13日 永昌監査法人

平成23年6月7日 堂島監査法人

平成24年2月1日 ロイヤル監査法人

平成24年11月22日 阪神公認会計士共同事務所

平成26年2月24日 東京中央監査法人

平成26年6月13日 清和監査法人

平成26年7月11日 九段監査法人

平成26年10月24日 才和有限責任監査法人

平成27年1月30日 監査法人セントラル

平成27年3月20日 有限責任クロスティア監査法人

平成27年6月19日 仁智監査法人

平成27年12月15日 新日本有限責任監査法人

平成28年1月12日 明誠有限責任監査法人

平成28年3月24日 ＫＤＡ監査法人

平成28年11月9日 監査法人よつば綜合事務所

平成29年6月8日 監査法人アリア

平成30年5月18日 監査法人アヴァンティア

令和元年7月5日 清流監査法人

令和元年12月6日 監査法人大手門会計事務所

令和3年2月26日 監査法人原会計事務所

公認会計士･監査審査会の勧告一覧
２－４
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監査法人原会計事務所に対する検査結果に基づく勧告について 
 

 
令 和 ３ 年 ２ 月 2 6 日 

公認会計士・監査審査会 
 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、公認会計士法第 49 条の３第２項

の規定に基づき、監査法人原会計事務所（法人番号 4010005003927、以下「当監査法人」と
いう。）を検査した結果、下記のとおり、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められ

たので、本日、金融庁長官に対して、同法第 41 条の２の規定に基づき、当監査法人に対し
て行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。 

 
記 

 
当監査法人を検査した結果、以下のとおり、当監査法人の運営は、著しく不当なものと認

められる。 
 

１．業務管理態勢 
当監査法人は、代表社員４名、社員２名、常勤職員である監査補助者等による約 10 名

の人員で構成されており、他の監査法人での監査経験者はおらず、法人設立以来の運営態
勢を踏襲している。 

当監査法人は、長年にわたって数社の上場会社を主な被監査会社としており、当監査法
人の業務収入に占める当該各上場被監査会社からの監査報酬の割合（報酬依存度）が高く

なっている状況にある。 

こうした中、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、当監査法人の強みを、業務執行
社員自らが親身になって被監査会社に対応すること及び小回りが利くことであるとして

いる。 
 

しかしながら、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、当監査法人設立以前から続く
被監査会社との関係の維持・継続を最優先に考えており、被監査会社に長く変動はないこ

とから、実施した監査や法人運営に問題がないと思い込んでいる。 
また、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、監査品質や職業倫理・独立性など公認

会計士に求められる資質を重視する意識が不足しているほか、組織的な業務運営や品質管
理態勢を構築する必要性を認識していない。 

さらに、最高経営責任者兼品質管理担当責任者のみによる法人運営が常態化しており、
最高経営責任者兼品質管理担当責任者以外の社員は、社員としての職責を果たす必要性を

認識していない。 
 

こうしたことから、下記２．に記載するとおり、品質管理レビュー等の指摘事項に対す
る改善が不十分で同様の不備が繰り返されていること、公認会計士法や日本公認会計士協

会の倫理規則に違反する「特別監査報酬」の受領や「贈答」を行っていること、適切な審
査が実施されていないことなど、品質管理態勢において重要な不備を含む不備が広範かつ

多数認められている。 
 

また、下記３．に記載するとおり、今回の審査会検査で検証対象とした全ての個別監査

業務において、業務執行社員及び監査補助者に、監査の基準及び会計基準に対する理解が
不足している状況、職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要

な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。 
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２．品質管理態勢 

（品質管理レビュー等での指摘事項の改善状況） 
最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、品質管理レビューでの指摘事項を踏まえた対

応として、全社員及び職員を対象として指摘された個々の不備を周知するとともに、業務
執行社員を中心とする監査チームが指摘事項の改善状況を確認する等の改善措置を指示

している。 
しかしながら、指摘を受けた事項や指摘を受けた監査業務についてのみ改善しているか

を確認すれば足りると思い込んでおり、指摘事項の再発防止に向けた改善措置が講じられ
ておらず、今回審査会検査で検証した個別監査業務の全てにおいて、これまでの品質管理

レビュー等での指摘事項と同様の不備が繰り返されている。 
 

（職業倫理及び独立性の保持） 
当監査法人は、公認会計士法の大会社等以外の被監査会社１社から、監査契約上の監査

報酬とは別に監査業務の対価性が認められない「特別監査報酬」を継続して受領している。
また、同社の役員に対して商品券を継続して贈与している。 

当該「特別監査報酬」については、公認会計士法令上の「特別の経済上の利益」に相当
するものと認められ、当監査法人は、公認会計士法で禁止している「監査法人が著しい利

害関係を有する会社」に対して監査業務を提供している状況にある。 
また、当監査法人による当該商品券の贈与については、日本公認会計士協会が定める倫

理規則で禁止している保証業務の依頼人に対する「社会通念上許容される範囲を超える贈
答」をしている状況にある。 

 
（監査業務に係る審査） 

複数の審査担当社員は、品質管理の基準及び監査の基準を十分に理解しておらず、業務

執行社員の説明を過度に信頼し、適切な審査が実施されていない。その結果、今回審査会
検査において指摘した重要な不備を指摘できていない。 

 
このほか、内部規程の整備及び運用、法令等遵守態勢、情報管理態勢、独立性、監査契

約の更新、監査実施者の教育・訓練及び評価、監査調書の整理・管理・保存、品質管理の
システムの監視など、広範に不備が認められる。 

 
このように、当監査法人の品質管理態勢については、品質管理レビュー等での指摘事項

の改善状況、職業倫理及び独立性の保持、並びに監査業務に係る審査において重要な不備
が認められるほか、広範かつ多数の不備が認められており、著しく不適切かつ不十分であ

る。 
 

３．個別監査業務 
業務執行社員及び監査補助者は、監査の基準及び会計基準に対する理解が不足している。 

また、業務執行社員は、継続監査期間が長期化する中で、被監査会社を過度に信頼して
おり、職業的懐疑心が不足している。加えて、品質管理レビュー等において重要な指摘を

受けていないことをもって、従来からの監査手続で監査品質が確保されていると思い込ん
でいる。 

これらのことから、不正リスク対応手続が不適切かつ不十分、収益認識に関する不正リ

スクの識別が不適切、関係会社株式の評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、
のれんの評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、固定資産の減損の検討に係る
会計上の見積りに関する検討が不十分、事業損失費用の評価に係る会計上の見積りに関す

る検討が不十分などの重要な不備が認められる。 
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上記のほか、訂正監査に係るリスク評価手続が不十分、仕訳テストが不十分、棚卸資産

の評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、売掛金及び棚卸資産に係る残高確認
手続が不十分、売上高等の損益勘定に係る監査手続が不十分、グループ監査において評価

したリスクへの対応が不十分、監査役等とのコミュニケーションが不十分など、不備が広
範かつ多数認められる。 

 
このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備

が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものと
なっている。 

 
 

 

お問い合わせ先 

公認会計士・監査審査会事務局 

審査検査室 

（代表） 03-3506-6000（内線 2485） 
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平成 21 年９月 14 日 

金  融  庁  
公認会計士・監査審査会 

  
 

外国監査法人等に対する検査監督の考え方 

 
I 検査監督の基本的考え方について 

 

金融庁及び公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、①外国監査法

人等（注 1）の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であり（注 2）、②

情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られ、かつ、③相互主義が担保さ

れる場合には、当該外国監査法人等の所属する国の当局（以下「当該国当局」という。）

が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等

に対する報告徴収及び検査は行わないものとする。当該情報交換等に係る取極め等に

おいては、当該国当局の職員が職業上の守秘義務に服すること、目的外使用が禁止さ

れること等を要件とする。 

金融庁・審査会は、これらの条件のいずれかが満たされず、相互依拠によることが

できない場合には、報告徴収及び検査を実施する。また、これら相互依拠の条件がす

べて満たされている場合でも、当該国当局より継続的に情報を入手できない、又は特

定の行政処分の判断に係る情報といった必要な情報の提供が確保されない等、上記取

極め等が十分に履行されない場合には、当該情報に限り外国監査法人等から直接情報

の徴収を行うものとする。 

 （注 1）公認会計士法（以下「法」という。）第 34条の 35 第１項の規定による届出をした

者 

 （注 2）同等性については、プリンシプルベースの評価基準を策定・公表した上で、各国

の監査制度や監査人監督体制等を総合的に勘案して評価を行う。 

 

 
II 検査監督の実施について 
  金融庁・審査会は、以下を基本として、報告徴収及び検査監督を実施するものとす

る。なお、実施に際しては、法制度等国毎の事情を勘案しつつ、適切に対応する。 

 
１．報告徴収 
 

審査会は、外国監査法人等から、届出書等（注 3）として提出された情報に加え、

原則として、３年に１度、当該国当局に通知した上で、以下の情報の提出を報告

徴収により求める。 

① 全ての外国監査法人等：監査法人等の状況、業務等の状況及び行政機関等（注

4）による検査・レビュー結果の情報 

② 我が国の金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社の監査証

明業務に相当すると認められる業務を行う外国監査法人等：①の情報に加え、

1 
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監査等に関する事項の概要及び品質管理のシステムに関連する規程を含む

業務管理体制に関する情報 

合理的な理由なく報告徴収に応じない場合には、原則として、当該国当局に通

知した上で、金融庁が業務改善指示を発出することとする。ただし、業務改善指

示の発出に代えて、改善措置を当該国当局に要請することも可能とする。 

なお、審査会は、必要かつ適当と認められる場合には、外国監査法人等から、

上記情報の任意の提出を求めることとする。 

（注 3）法第 34 条の 36 第１項及び第２項に規定する届出書（同法第 34 条の 37 第１項

の規定による変更届出書を含む）及び添付書類 

（注 4）外国監査法人等に関する内閣府令第５条第１項に規定する行政機関等 

 

２．検査対象先の選定等 
 

 審査会は、１．において徴収した情報及びその他の情報の分析を行い、外国

監査法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務が適切に行われ

ているか、外国監査法人等における業務管理体制が有効に機能しているか等に

ついて、検査により確認することが必要と認められる場合には、当該外国監査

法人等を検査対象先として選定する。 
   なお、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められる場合、例

えば、外国監査法人等による虚偽又は不当の証明に関する情報がある場合には、

１．の手続きを経ずに、外国監査法人等に対する検査を実施することができる。

この場合、当該外国監査法人等に対して検査実施を通知する前に、原則として、

当該国当局に検査を行う旨を通知する。 

 
３．検査の実施 
 
    審査会は、外国監査法人等に対して検査実施を通知する前に、原則として、

当該国当局に検査を行う旨を通知する。同時に、当該国当局との間で、審査会

が行う検査と当該国当局が行う検査を同時に実施するよう、調整を図る。 

審査会は、検査における検証対象に関して、個別監査業務については、我が

国の金融商品取引法の規定により提出される財務書類（注 5）に係るものに限定す

る。業務管理体制についても、検査の効率化と外国監査法人等の負担軽減に努

める。 

（注 5）公認会計士法施行令第 30 条に規定する有価証券の発行者が、金融商品取引法

の規定により提出する財務書類(法第 34 条の 35 第１項) 

 
４．検査結果の通知、フォローアップ 
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審査会は、日本語を原本として検査結果を通知し、英語による翻訳文を参考

として添付する。 

さらに、金融庁は、検査結果の指摘事項に関する改善計画の報告徴収を行う

ことを基本とする。ただし、検査協力等の場合で、当該国当局が当該外国監査

法人等に対して報告徴収を行うことが、我が国当局として公益又は投資者保護

を図る観点からより実効性があると認められる場合には、報告徴収を当該国当

局に要請することも可能とする。 

また、これに基づき改善の進捗状況の確認及び必要かつ適切な場合における

指示（以下「フォローアップ」という。）を行うことを基本とする。当該国当局

による当該外国監査法人等に対するフォローアップが、我が国当局として公益

又は投資者保護を図る観点からより実効性があると認められる場合には、当該

国当局によるフォローアップを要請することとする。 

なお、次回検査を行った場合には、当該検査において審査会が改善状況を検

証する。 

 
５．行政処分 

 
審査会の勧告等に基づき、外国監査法人等の監査証明業務に相当すると認め

られる業務の運営が著しく不当と認められる場合には、金融庁は、原則当該国

当局に通知した上で、業務改善指示を発出することを基本とする。また、合理

的な理由なく改善計画の報告徴収に応じない場合又は改善計画が実施されてい

ないことが検査等で判明した場合には、原則当該国当局に通知した上で、金融

庁が業務改善指示を発出することを基本とする。 

以上の場合において、我が国当局として公益又は投資者保護を図る観点から

より実効性があると認められる場合には、業務改善指示の発出に代えて、改善

措置を当該国当局に要請することも可能とする。 

外国監査法人等が、上記指示に従わないときは、金融庁は、その旨及びその

指示の内容を公表することができる。その後、金融庁が指示に係る事項につい

て是正が図られた旨の公表を行うまでの間、当該外国監査法人等が行う監査証

明に相当すると認められる証明を受けた場合であっても、当該証明は金融商品

取引法上有効とはみなされない。 

 

 

 

(以上) 
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Ⅰ 報告徴収及び検査の相互依拠 

 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、①外国監査法人等（注）の

所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であり、②情報交換等に係る

取極め等により、必要な情報が得られ、かつ、③相互主義が担保される場合には、当

該外国監査法人等の所属する国の当局（以下「当該国当局」という。）が行う報告徴

収又は検査に依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等に対する報告

徴収及び検査は行わないものとする。当該情報交換等に係る取極め等においては、当

該国当局の職員が職業上の守秘義務に服すること、目的外使用が禁止されること等を

要件とする。 

審査会は、これらの条件のいずれかが満たされず、相互依拠によることができない

場合には、報告徴収及び検査を実施する。また、これら相互依拠の条件がすべて満た

されている場合でも、当該国当局より継続的に情報を入手できない場合又は審査会が

必要と認めた特定の情報の提供が確保されない場合等上記取極め等が十分に履行さ

れない場合には、当該情報に限り外国監査法人等から直接情報の徴収を行うものとす

る。 

 （注）外国監査法人等とは、公認会計士法（以下「法」という。）第 34 条の 35 第１

項の規定による届出をした者をいう。 

 

 

Ⅱ 報告徴収及び検査の目的等 

 

  本基本指針においては、報告徴収及び検査の実施に際して、その基本となる実施

手続等を示すものとする。 

 

１．目的 

審査会が外国監査法人等に対して実施する報告徴収及び検査は、公益的立場に立

ち外国会社等財務書類（法第 34 条の 35 第１項に規定する外国会社等財務書類をい

う。以下同じ。）に係る監査の質の確保・向上を図る観点から、外国監査法人等に

おける法第２条第１項の業務（以下「監査証明業務」という。）に相当すると認め

られる業務が適切に行われているかどうかについて、確認・検証することを目的と

する。 

 

２．根拠 

審査会が実施する報告徴収及び検査の対象先及び法令上の根拠は以下のとおり

である。 
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（１）報告徴収（法第 49条の３の２第１項） 

外国監査法人等 

（２）検査（法第 49条の３の２第２項） 

外国監査法人等及び外国監査法人等が行う監査証明業務に相当すると認めら

れる業務に関係のある場所 

 

３．外国当局との協力関係 

外国監査法人等に対する報告徴収及び検査の円滑な実施を確保するため、当該国

当局に事前に通知するなど、当該国当局との間において協力関係の充実を図るもの

とする。 

 

 

Ⅲ 報告徴収 

 

１．報告徴収の概要 

（１）定期的な報告徴収 

審査会は、外国監査法人等から、原則として、３年に１度、当該国当局に通知

した上で、以下の事項を記載した書面（以下「書面」という。）の提出を報告徴

収により求めるものとする。 

① 全ての外国監査法人等：「Ⅷ 報告徴収事項一覧 Ａ．」に定める監査法人等

の状況、業務等の状況及び行政機関等（注）による検査・レビュー結果に関する

事項 

② 我が国の金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社の監査証明

業務に相当すると認められる業務を行う外国監査法人等：①の事項に加え「Ⅷ 

報告徴収事項一覧 Ｂ．」に定める監査等に関する事項の概要及び品質管理の

システムに関連する規程を含む業務管理体制に関する事項 

   （注）外国監査法人等に関する内閣府令第５条第１項に規定する行政機関等 

 

（２）その他の報告徴収 

上記の定期的な報告徴収のほかに、審査会は、必要かつ適当と認められる場合

には、原則として、当該国当局に通知した上で、外国監査法人等から、審査会と

して必要な情報の提出を報告徴収により求めるものとする。 

 

２．外国監査法人等への連絡方法 

報告徴収に当たっては、当該外国監査法人等に対し、上記１．に定める事項の提

出を求める旨の文書を送付するものとする。当該文書は日本語を原本とし、英語に
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よる翻訳文を参考として添付するものとする。 

 

３．使用する言語 

外国監査法人等が提出する書面は、日本語により作成することを原則とするが、

英語によって作成することも可能とする。 

なお、上記１．に定める事項のうち既存の資料があるものについては、審査会が

認める場合には、当該事項につき書面の提出に代えて、当該資料を提出することも

可能とする。ただし、提出後に審査会が必要と認める場合については、審査会が指

定した部分につき、日本語又は英語による翻訳文を提出するものとする。 

 

４．理由書の提出 

外国監査法人等は、主たる事務所の所在する国の法令等により審査会から報告を

求められた事項について書面を提出できない場合にあっては、当該書面の提出に代

えて、次に掲げる事項を記載した理由書を提出するものとする。 

① 提出を求められている事項が外国監査法人等の主たる事務所の所在する国

の法令等により記載できない旨及びその根拠となる法令等の内容 

② ①に記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法

律意見 

③ 提出を求められている事項の記載について当該法令等により第三者の許可、

同意又は承認（以下「許可等」という。）を要する場合において、当該許可等

が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、外国

監査法人等が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもな

お当該許可等を得られなかった理由 

 

なお、本理由書の提出なく報告徴収に応じない場合には、審査会はその旨を金

融庁に通知するものとする。 

 

５．提出方法 

書面の提出は、審査会あて送付するものとする。 

 

 

Ⅳ 検査 

 

１．検査事項及び検査方法 

（１）検査事項 

審査会の検査における検査事項は以下のとおりとする。 
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① 外国監査法人等 

外国監査法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務に関す

る事項 

② 外国監査法人等が行う監査証明業務に相当すると認められる業務に関係の

ある場所 

外国監査法人等が行う監査証明業務に相当すると認められる業務に関する

事項 

 

（２）検査方法 

審査会の検査は、以下の方法により行う。 

① 検査対象先の帳簿書類その他の物件を検査する。 

② 外国監査法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務が主に

以下の法令諸基準等に準拠して実施されているかについて確認・検証する。 

イ．法及び外国監査法人等に関する内閣府令並びに外国監査法人等が行う監査

証明業務に相当すると認められる業務に関連する法令 

ロ．外国監査法人等が監査証明業務に相当すると認められる業務を行うに当た

り準拠した監査の基準（国際監査基準（ＩＳＡ）、国際品質管理基準第１号

（ＩＳＱＣ１）等） 

ハ．外国会社等（外国監査法人等に関する内閣府令第４条第１項第３号に規定

する外国会社等をいう。以下同じ。）が財務書類の作成に当たり準拠した企

業会計の基準（国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）等） 

 

（３）全般的留意事項 

検査に当たっては、検査対象先に関する情報の収集に努めるとともに、検査対

象先との意思疎通を十分に図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものと

する。 

なお、審査会の立入検査の権限は、法第 49 条の３の２第３項において準用す

る第 49 条の３第４項に規定されているとおり、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

 

２．検査対象先の選定 

審査会は、Ⅲにおいて徴収した情報及びその他の情報を分析した結果、外国監査

法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務が適切に行われている

か、外国監査法人等における業務管理体制が適切に整備されているか、また、有効

に機能しているか等について、検査により確認する必要があると認められる場合に

は、当該外国監査法人等を検査対象先として選定する。 
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なお、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められる場合、たとえ

ば、外国監査法人等による虚偽又は不当の証明に関する情報がある場合には、Ⅲの

手続きを経ずに、当該外国監査法人等を検査対象先として選定することができるも

のとする。 

 

３．検査予告 

立入検査は、検査対象先の責任者（代表者又は検査対応に関する権限若しくは責

任を有する者をいう。以下同じ。）に対して、原則として立入検査着手の２か月前

までに予告を行うものとする。 

この場合、検査対象先の責任者に対し、立入検査着手予定日及び検査基準日（検

査の基準となる特定の日であり、原則として検査実施の通知日の前営業日）等の検

査実施の内容について文書（日本語を原本とし、英語による翻訳文を参考として添

付）により通知するものとする。同時に、電話連絡を行い、４．（２）記載の重要

事項の説明の日程調整を行うものとする。 

なお、検査対象先に対して検査実施を通知するに先立ち、原則として、当該国当

局に検査を行う旨を通知するものとする。その際、当該国当局が検査対象先に対し

て検査を行う予定がある場合には、当該国当局との間で、審査会が行う検査と当該

国当局が行う検査を同時に実施できるよう可能な限りの配慮を行うものとする。 

 

４．検査実施の留意事項 

（１）検証対象範囲 

検証対象に関しては次のとおりとし、検査に当たっては、検査の効率化と外国

監査法人等の負担軽減に留意するものとする。 

① 個別監査業務については、外国会社等財務書類に係るものに限定する。 

② 業務管理体制については、監査事務所全体とする。 

 

（２）重要事項の説明 

主任検査官は、検査実施の通知日以後立入検査着手日までに検査対象先の責任

者に対し、以下の事項について電話会議等の方法により説明を行うものとする。 

① 検査の権限及び目的 

② 検査の実施方法 

③ その他必要な事項 

 

（３）使用する言語 

検査においては、日本語の使用を原則とする。 

ただし、外国監査法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務の
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状況や品質管理システムの整備・運用状況の把握を行う場合などにおいて、主任

検査官が認めたときは、英語の使用も可能とする。 

 

（４）検査予告後の質問 

検査予告後、主任検査官は、提出された書面等の内容につき確認する必要があ

る場合は、立入検査着手前においても、検査対象先に対し、検査の手続の一環と

して文書（日本語を原本とし、英語による翻訳文を参考として添付）で質問を行

うことができる。 

 

（５）検査命令書等の提示 

主任検査官は、立入検査着手時に検査対象先の責任者に対し、検査命令書及び

検査証票を提示するものとする。 

 

（６）検査対象先の役職員に対するヒアリング 

検査官は、帳簿書類その他の物件の閲覧並びに検査対象先の役職員（監査責任

者及び監査補助者を含む。）に対してヒアリングを実施し、法令諸基準等や外国

監査法人等の定める品質管理に関する方針と手続への準拠の状況を検証するも

のとする。 

検査官は、上記のヒアリングを行う際に他の者の同席の申し入れがあった場合

には、その理由を確認した上で、検査に支障が生じない範囲内で、これを認める

ことができる。 

 

（７）外国監査法人等の代表者等に対するヒアリング 

主任検査官は、外国監査法人等の業務等の状況及び品質管理に関する方針に関

して、外国監査法人等の代表者等に対してヒアリングを行うものとする。 

 

（８）検査対象先の就業時間への配慮 

検査官は、検査対象先の業務等に支障が生じないように配慮するものとする。 

立入検査は、検査対象先の就業時間内に実施することを原則とし、就業時間外

に実施しようとする場合は、検査対象先の承諾を得るものとする。 

 

（９）効率的かつ効果的な検査の実施 

主任検査官は、立入検査期間中、適宜検査対象先との間で、検査の進捗状況、

検査対象先の検査への対応などについて必要に応じて意見交換を行い、検査を効

率的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。 
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（10）事実及び経緯の確認 

検査官は、帳簿書類その他の物件を実際に調査検討することにより問題点を的

確に把握し、主任検査官に報告後、指摘事項について検査対象先の責任者から確

認を得るものとする。 

この際、検査官は、必要に応じて質問事項又は指摘事項を記載した文書（日本

語を原本とし、英語による翻訳文を参考として添付）に、検査対象先の責任者の

認識について記載を求めるものとする。 

 

５．検査資料の徴求 

（１）既存資料等の有効利用 

検査官は、原則として検査対象先の既存資料等を活用することとし、検査対象

先の負担軽減に努めるものとする。なお、既存資料以外の資料を求める場合には、

当該資料の必要性等を十分検討した上で求めるものとする。 

検査官は、検査対象先から電子媒体による資料提出の希望があった場合には、

検査に支障が生じない限りこれに応じることができる。 

 

（２）資料徴求の迅速化等 

検査官は、検査対象先に対し資料の提出を求める場合には、資料徴求の趣旨を

適切に説明するものとする。 

また、帳簿書類及び業務上のメモ等の原資料（以下「現物」という。）を検査

会場において検証する場合には、受渡書を取り交わし、かつ、確実に管理するも

のとする。 

 

（３）資料の返却等 

検査官は、立入検査期間中、検査対象先から業務に必要な資料として、現物の

一時持出しや返却の要求があった場合には、検査に支障が生じない範囲内で検査

会場からの一時持出しや返却を認めるものとする。 

また、検査期間中に徴求した現物は、検査の終了時までに返却するものとする。 

 

６．立入検査の終了 

主任検査官は、検査期間中に認められた事実に関し、検査対象先との間に生じた

認識の相違の有無について、検査対象先の責任者に対して確認した上で、立入検査

を終了するものとする。 
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７．検査事項に係る意見交換等 

主任検査官は、立入検査終了後、検査により把握した外国監査法人等の問題点が

整理された段階で、外国監査法人等の責任者に対し、当該問題点等が記載された文

書（日本語を原本とし、英語による翻訳文を参考として添付）を送付するものとす

る。外国監査法人等は、当該文書の検討等に必要な期間として審査会が定めた期間

内に、当該文書に記載されている事項に関する意見等を記載した意見書（日本語に

より作成することを原則とするが、英語によることも可能とする。）を審査会事務

局長あてに提出することができる。この場合、意見等の内容を審査会に説明するも

のとする。 

 

８．検査結果の通知 

検査結果の通知は、審査会会長名において、外国監査法人等の責任者に対して、

検査結果を記載した文書（以下「検査結果通知書」という。）を交付することによ

り行うものとする。なお、日本語を原本として検査結果を通知し、英語による翻訳

文を参考として添付するものとする。 

なお、検査結果の通知の際は、外国監査法人等の責任者から当該通知を受けた旨

の受領書を徴するものとする。 

 

 

Ⅴ 検査結果等の取り扱い等 

 

１．検査結果等の取り扱い 

（１）審査会は、検査結果通知書を公表しないものとする。 

（２）検査結果及び検査関係情報⁽注  ⁾については、主任検査官は、立入検査着手日ま

でに、検査対象先の責任者に対して、審査会の事前の承諾なく、検査対象先以外

の第三者に開示してはならない旨を説明し承諾を得るものとする。 

また、第三者に対する開示の事前承諾の申請に関しては、主任検査官は、①開

示先、開示内容及びその理由を記載した申請書（英語により作成）の提出が必要

であること、②当該開示先において第三者に開示しないことについての同意等の

取り付けを求め、上記①の申請書中に、この同意等が得られたことについての記

載が必要であること、を併せて説明するものとする。 

（注）ここでいう「検査関係情報」とは、検査中の、検査官からの質問、指摘、要

請その他検査官と検査対象先の役職員及び監査実施者との間のやりとりの内容

をいう。 
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２．勧告事案等の公表 

（１）審査会は、公益又は投資者保護に資するため、法第 41 条の２の規定に基づき、

外国監査法人等の監査証明業務に相当すると認められる業務の適正な運営を確

保するため行うべき行政処分その他の措置について金融庁長官に勧告した事案

について、勧告後、原則として、公表するものとする。 

なお、公益又は投資者等への影響等から、審査会が公表することを不適当と判

断した事案については、公表を控える等の措置を講じるものとする。 

（２）上記（１）のほか、監査の質の確保・向上に資すると考えられる場合には、検

査対象先及び外国会社等が特定されない形で、検査事務の処理状況について取り

まとめて公表するものとする。 

 

 

Ⅵ 情報管理上の留意点 

 

検査官等職員は、報告徴収及び検査に関する情報並びに当該国当局から入手した情

報を、我が国における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の法令、一

般的な行政文書の管理に関する規定等に則して、適切に管理するものとする。その際、

特に、以下の点に配慮するものとする。 

（１）報告徴収及び検査の実施並びに当該国当局との協力に当たって知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

（２）報告徴収及び検査に関する情報並びに当該国当局から入手した情報をその目的

以外には使用（ただし、法令上の正当行為に該当する際の使用を除く。）しては

ならない。 

（３）特に、報告徴収対象先、検査対象先及び当該国当局の秘密事項等に係る情報の

取り扱いについては、細心の注意を払う。 

 

 

Ⅶ 施行日 

 

本基本指針は、平成 22 年１月 14 日から施行する。 

 

Ⅷ 報告徴収事項一覧（別添のとおり） 
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（別添）

Ⅷ 報告徴収事項一覧 

 

 

Ａ．全ての外国監査法人等から徴収する情報 

 

Ⅰ 監査法人等の状況 

１．業務の概況 

 ⑴ 所属国の監査制度の概要（概要を説明する公式サイトのアドレスでも可） 

 ⑵ 監査法人等の目的及び沿革 

 ⑶ 監査法人等の法的構造及び所有形態 

⑷ 監査法人等のガバナンス 

⑸ 監査法人等の組織図 

２．社員等の状況 

 ⑴ 社員、使用人の状況 

    社員、使用人の人数及び対前年度増減 

 ⑵ 業務執行責任者の役職名、氏名及び職歴 

３．事務所の状況（業務運営及び品質管理を行っている事務所、及び外国会社等を監査

する事務所に限る。） 

 （事務所が２以上あるときは、事務所ごとに記載。） 

  事務所ごとに、事務所名、所在地、社員数、使用人数、被監査会社数（外国会社

等の数を内書き） 

４．関係会社の状況 

名称、代表者、所在地、事業内容 

５．売上高の状況 

⑴ 直近３会計年度の売上高（監査証明業務及び非監査証明業務の内訳） 

⑵ 「３．事務所の状況」に記載された事務所ごとの売上高が区分して把握されてい

る場合には、当該売上高（監査証明業務及び非監査証明業務の内訳） 

６．被監査会社の概況（外国会社等に限る。） 

   名称、決算期、資本金、業務執行社員、共同監査人、新規契約又は契約解除の旨 

 

Ⅱ 業務等の状況 

１．業務の状況 

⑴ 業務の内容 

① 監査証明業務及び非監査証明業務を提供している会社数、対前年度増減（外国

会社等の数を内書き） 

② 新たに開始した業務（過去３年間） 
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⑵ 業務の運営の状況 

① 業務の執行の適正を確保するための措置（経営の基本方針及び経営管理に関す

る措置、法令遵守に関する措置を含む。） 

② 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置（品質管理に関する

責任、職業倫理及び独立性、監査契約の新規の締結及び更新、監査実施者の採用、

教育・訓練、評価及び選任、業務の実施（審査の状況を含む。）、品質管理のシス

テムの監視を含む。） 

２．業務提携の状況 

 ⑴ 公認会計士又は監査法人との間における監査証明業務に関する提携の状況 

 ⑵ ネットワーク組織に属する場合には、当該組織の概要及び当該組織における取決

めの概要 

３．訴訟事件の概要 

 外国監査法人等が監査証明業務に関連して被告となった訴訟事件のうち、 

⑴ 過去３年間に終結した件数及び判決等により支払うこととなった金額の総額 

⑵ 現在係争中の訴訟事件の件数及び支払の請求を受けている金額の総額 

４．刑事罰又は行政罰等の有無及びその内容 

外国監査法人等が監査証明業務に関連して過去３年間に受けた刑事罰又は行政罰

等の内容 

 

Ⅲ 行政機関等による直近の検査・レビューの年月及びその結果 

   検査結果等に基づく改善指示等、改善計画及び改善状況 
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Ｂ．上場会社を監査する外国監査法人等から徴収する情報 

  全ての外国監査法人等から徴収する情報に加え、次に掲げる情報 

 

Ⅰ 上場会社に係る監査証明業務等に関する情報（上場会社ごと） 

１．監査人等の概況 

 ⑴ 監査人の状況 

① 監査責任者等の氏名・連続して監査に関与した期間 

② 補助者の人数・補助者であって過去において監査責任者であった者の氏名 

③ 監査人等の異動状況 

 ⑵ 監査契約等の状況 

① 監査報酬等の額（監査証明業務・非監査証明業務） 

② 監査契約の解除 

 ⑶ 品質管理の状況 

   ① 品質管理を担当する公認会計士の氏名又は監査法人の部署 

   ② 意見審査を行った公認会計士又は監査法人の担当者の氏名等 

２．監査の実施状況 

従事者の内訳別（監査責任者又は業務執行社員・公認会計士・その他）の人数・

従事日数又は時間数 

 

Ⅱ 品質管理のシステムに関連する規程を含む業務管理体制に関する情報 

１．品質管理のシステムに関連する規程の名称（最終改定日を付記）及びその写し 

２．監査マニュアルの名称（最終改定日を付記）及びその写し 

３．ネットワークにおける内部レビューの結果 

   結果報告書、指摘内容、改善措置及び改善計画、改善状況 
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公認会計士試験制度の概要

受験資格 受験資格の制限なし。年齢、学歴等にかかわらず受験可能

受験地
東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、
香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所

■財務会計論 ■管理会計論 ■監査論 ■企業法

年２回（第Ⅰ回１２月上旬、第Ⅱ回５月下旬）実施

試験科目

短答式試験合格 合格者は、翌年及び翌々年の２年間、
短答式試験の免除を受けることが可能

※論文式試験で不合格になった場合でも、公認会計士･監査審査会が相当と認める成績を
得た科目については、翌年及び翌々年の２年間、当該科目の免除を受けることが可能

必須科目 ■会計学 ■監査論 ■企業法 ■租税法
選択科目 ■経営学 ■経済学 ■民法 ■統計学

（以上の４科目から１科目選択）

試験科目

年１回（８月中下旬）実施

短
答
式
試
験

公認会計士試験合格

公 認 会 計 士

（注）実務経験
①業務補助 監査証明業務について公認会計士又は監査法人を補助
②実務従事 財務に関する監査、分析、その他の実務に従事

（実務従事に該当する業務の例：企業における経理、予算管理、原価計算、
企業財務分析や財務コンサルタントなど。単純な経理事務等は除く。）

○２年以上の実務経験（注）

業務補助 又は 実務従事 ※試験合格の前に行うことも可

○実務補習
公認会計士となるのに必要な技能を取得（講習を受け、必要な単位を取得）

※日本公認会計士協会による修了考査を含む

論
文
式
試
験

登

録
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令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ２ 日 

公認会計士 ・  監査審査会 

 

 

【試験実施についての基本方針】  

令和２年公認会計士試験第 II 回短答式試験は、８月 23 日（日）

に実施します。 

 

一方で、試験当日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染拡

大リスクが更に高まるなど、取り巻く状況が変化した場合等には、

実施の方針について変更となる可能性があります。 

 

今後、試験実施に関する追加情報等がある場合には、本ウェブサ

イトに掲載しますので、ご確認いただくようお願いします。  

     

【受験に当たっての注意事項】  

受験に際して、以下の対応をお願いしますので、ご理解・ご協

力をお願いします。  

 １．体調不良の方  

  (1)  以下の方については、他の受験者等への感染のおそれがあ

るため、当日の受験を控えていただくようお願いします。  

     ①  新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方  

     ②  濃厚接触者に該当する方  

       ※ ご自身や同居の方が保健所等の公的機関、企業及び組織から

自宅待機等の指示を受けている方等  

③  37.5 度以上の熱や軽度であっても咳などの風邪の症状が

続く、強いだるさ、息苦しさといった新型コロナウイルス

の感染が疑われる症状がある方  

   

(2)  試験会場で上記③の症状が生じた場合には、必ずその旨を

試験官等へお申し出ください。他の受験者等への感染拡大防

令和２年公認会計士試験（第 II 回短答式試験）を受験される方へ 

 －新型コロナウイルス感染症への対策についてのお知らせ－ 
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止のために必要な措置として、受験を中止し、ご帰宅してい

ただくよう指示しますので、あらかじめご了承ください。  

        ※ 試験当日は、ご自宅において検温を行ってください（上記

１．（１）③）  

※ 一部の試験会場では、施設管理者側より入場時の検温（37.5

度以上の発熱がある方の入場禁止）が義務付けられています

ので、あらかじめご了承ください。また、時間に余裕をもっ

て会場にお越しください。  

※ 体調不良と思われる方には、必要に応じて試験官が体温測

定等を要請する場合がありますので、その際はご対応いただ

くようお願いします。  

         

       なお、上記に該当する方などについての再試験・受験手数

料の返還などの特別な措置は予定していませんので、受験者

におかれては、受験当日まで十分な体調管理をお願いしま

す。  

         

 ２．試験会場でのお願い  

    試験会場では、感染防止のため、以下の点に留意してください。  

      ① マスクの着用等  

         試験会場では、感染予防のため、マスクの着用をお願い

します。なお、マスクは、本人確認のための写真照合時や

試験官の指示があった時等は、一時的に外してください。

また、携帯用手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参

しても差し支えありませんが、試験中はカバンにしまって

ください。  

      ② 密の回避  

       試験会場内での私語は控えるようお願いします。昼食時

や休憩時も密集を避け、会話は控えてください。  

      ③ 試験室の換気  

試験室は、適宜、ドアや窓を開放するなどの換気を行い

ます。室温の高低に対応できるよう試験当日の服装には注

意してください。また、ドアや窓の開放による外部の音が

気になる方は、耳栓の使用をお願いします。  

      ④ その他  

         試験会場では試験官の指示に従ってください。従ってい

ただけない場合は、受験を中止することがあります。  
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３．延期に伴う受験手数料の返金  

    令和２年公認会計士試験（第 II 回短答式）の延期後の日程で

は、受験することができない受験者については、事前申請（注）

により受験手数料を返金いたします。 

詳しくは、本ウェブサイトに掲載の「受験手数料の返金（還付）

についてのお知らせ」をご覧ください。  

 （注）申請期間：令和２年７月 15 日（水）～令和２年８月 14日（金）  

   ※ 公認会計士・監査審査会事務局や財務（支）局等への電話による

直接の問い合わせについては、ご遠慮いただきますようお願いしま

す。 
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令和２年１０月１３日 

公認会計士 ・  監査審査会 

 

  

【試験実施についての基本方針】 

令和２年公認会計士試験論文式試験は、11 月 14 日（土）、15 日

（日）に実施します。 

 

一方で、試験当日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染者

数等の状況が変化した場合等には、実施の方針を変更する可能性も

あります。 

 

今後、試験実施に関する追加情報等がある場合には、本ウェブサ

イトに掲載しますので、ご確認いただくようお願いします。  

 

【受験に当たっての注意事項】 

受験に際して、以下の対応をお願いしますので、ご理解・ご協力

をお願いします。 

１．体調不良の方 

(1) 以下の方については、他の受験者等への感染のおそれがある

ため、当日の受験を控えていただくようお願いします。 

① 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方 

② 濃厚接触者に該当する方 

※ ご自身や同居の方が保健所等の公的機関、企業及び組織から自

宅待機等の指示を受けている方等 

③ ３７．５度以上の熱や軽度であっても咳などの風邪の症状が 

続く、強いだるさ、息苦しさといった新型コロナウイルスの感

染が疑われる症状がある方 

 

(2) 試験会場で上記③の症状が生じた場合には、必ずその旨を試

令和２年公認会計士試験（論文式）を受験される方へ 

－新型コロナウイルス感染症への対策についてのお知らせ－ 
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験官等へお申し出ください。他の受験者等への感染拡大防止の

ために必要な措置として、受験を中止し、ご帰宅していただく

よう指示しますので、あらかじめご了承ください。 

※ 試験当日は、ご自宅において検温を行ってください。（上記１．

(1)③） 

※ 一部の試験会場では、入場時の検温を実施する場合があります

ので、その場合にはご協力をお願いします。また、時間に余裕を

もって会場にお越しください。 

※ 体調不良と思われる方には、必要に応じて試験官が体温測定等を

要請する場合がありますので、その際はご対応いただくようお願

いします。 

 

なお、上記に該当する方などについての再試験・受験手数料

の返金などの特別な措置は予定していませんので、受験者にお

かれては、受験当日まで十分な体調管理をお願いします。 

 

２．試験会場でのお願い 

試験会場では、感染防止のため、以下の点に留意してください。 

① マスクの着用等 

試験会場では、感染予防のため、マスクの着用をお願いしま

す。なお、 マスクは、本人確認のための写真照合時や試験官の

指示があった時等は、一時的に外してください。また、携帯用

手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えあ

りませんが、試験中はカバンにしまってください。 

② 密の回避 

試験会場内での私語は控えるようお願いします。昼食時や休

憩時も密集を避け、会話は控えてください。 

③ 試験室の換気 

試験室は、適宜、ドアや窓を開放するなどの換気を行います。

室温の高低に対応できるよう試験当日の服装には注意してくだ

さい。また、ドアや窓の開放による外部の音が気になる方は、

耳せんの使用をお願いします。 

④ その他 

試験会場では試験官の指示に従ってください。従っていただ

けない場合は、受験を中止することがあります。 

 

３．延期に伴う受験手数料の返金 

令和２年公認会計士試験（論文式）の延期後の日程では、受験
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することができない受験者（注１）については、事前申請（注２）

により受験手数料を返金いたします。 

詳しくは、本ウェブサイトに掲載の「受験手数料の返金（還付）

についてのお知らせ」をご覧ください。 

 （注１）返金対象者：令和２年公認会計士試験に短答式試験全科目免除

にて出願された方で、論文式試験の実施時期が延

期されたことを理由に論文式試験の受験を取りや

める方（令和２年の短答式試験を受験された方は

対象外です） 

（注２）申請期間 ：令和２年 10月 13 日（火）～令和２年 11 月４日（水） 

※ 公認会計士・監査審査会事務局や財務局等への電話による直接の

問い合わせについては、ご遠慮いただきますようお願いします。 
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試験結果の概要 
（令和２年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験） 

 
（１） 願書提出者数 

9,383 人  （注） 

 
（注） 当初願書提出者数   10,191   人から、試験延期を理由として受験を取りやめた者（受験手数料還付申請

者）808 人を除いたもの。 

 

（２） 答案提出者数 

5,616 人  （注） 

 
（注）  願書提出者数と答案提出者数の差の内訳 

・欠席者数 1,836 人  （第Ⅱ回短答式試験の受験予定科目の全てを欠席した者） 

・短答式試験免除者数 1,931 人 
 

うち 平成 30 年又は平成 31 年短答式試験合格者 1,669 人 

うち 司法試験合格者や大学教授等 195 人 

うち 旧第二次試験合格者 67 人 

 
 

（３） 合格者数 

722 人 

・ 総点数の 64％以上を取得した者 

・ ただし、試験科目のうち１科目につき、その満点の40％未満のもの 

がある者は不合格 

 
（４） 総合平均得点比率・科目別平均得点比率 

平均得点比率 

総合 46.1％ 

 

科目別 

財務会計論 43.7％ 

管理会計論 46.0％ 

監査論 52.2％ 

企業法 43.5％ 

 

３－４

― 101 ―

３－４

― 101 ―

―  ―0123456789



 

 

  
 

 

 

令和２年公認会計士試験の合格発表の概要について 

 
１． 試験結果の概要 

（１）  願書提出者数 

13,231 人 （注） 男性  10,090 人  女性  3,141 人  女性比率  23.7％ 
（注）令和２年の願書提出者数は、第Ⅰ回短答式試験における願書提出者が 9,393 人、第Ⅱ回短答

式試験における願書提出者が 9,383 人となっているところ、第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれにも願書を

提出した受験者を名寄せして集計したもの。 

 

 

（２）  論文式試験受験者数 

3,719 人 
（注）上記3,719人は、試験実施日の延期により事前に受験を見送った者73人を除き、かつ、受験当日に

受験予定科目全てを欠席した410人を含む人数である。 

 

 

（３）  論文式試験合格者数 

1,335 人（対前年比 2 人減） 男性  1,007 人  女性  328 人  女性比率  24.6％ 

合格率  10.1％（対前年比 0.6 ポイント減） 

 
 

（４）  参考資料 

令和２年公認会計士試験論文式試験の得点階層分布表（総合得点比率）（別紙） 
 
 

【令和２年公認会計士試験結果】 
 

 

区 分 
 

令和２年試験 
 

令和元年（平成 31 年）試験 

願書提出者数(a) 13,231 人 12,532 人 

短答式試験受験者数 11,598  人 10,563 人 

短答式試験合格者数 1,861 人 1,806人 

論文式試験受験者数 3,719 人 3,792 人 

最終合格者数(b) 1,335 人 1,337 人 

合格率(b/a) 10.1％ 10.7％ 

※令和２年試験の短答式試験免除者は 1,931 人。 

令和3年2月16日公表 
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２．合格者の概要 

（１）  合格者 

  51.8％以上の得点比率を取得した者 

  ただし、試験科目のうち１科目につき得点比率が 40％未満のものがある場合は不合

格 

 

（２）  合格者の年齢 

  合格者の平均年齢は 25.5 歳 

  最高年齢は 61 歳、最低年齢は 18 歳 

 

（３）  合格者の職業 

  「学生」及び「専修学校・各種学校受講生」が 893 人（構成比 66.9％） 

  「会社員」は 95 人（構成比 7.1％） 

 

３．一部科目免除資格取得者の概要 

論文式試験の一部の試験科目について、合格発表の日から起算して２年を経過する論文式試

験まで免除を受けることができる一部科目免除資格取得者は 463 人(属人ベース) 

（注）科目別の免除資格取得者の延べ人数ベースでは 525 人 
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令和２年公認会計士試験

合格者調
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1．年別合格者調

論 文 式

受 験 者

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｃ)／(Ａ) (Ｃ)／(Ｂ)

人 人 人 ％ ％
20,796 9,617 3,108 14.9 32.3

平成 19年 20,926 9,026 4,041 19.3 44.8

21,168 8,463 3,625 17.1 42.8

21,255 6,173 2,229 10.5 36.1

25,648 5,512 2,041 8.0 37.0

23,151 4,632 1,511 6.5 32.6

17,894 3,542 1,347 7.5 38.0

13,224 3,277 1,178 8.9 35.9

10,870 2,994 1,102 10.1 36.8

10,180 3,086 1,051 10.3 34.1

10,256 3,138 1,108 10.8 35.3

11,032 3,306 1,231 11.2 37.2

11,742 3,678 1,305 11.1 35.5

12,532 3,792 1,337 10.7 35.3

13,231 3,719 1,335 10.1 35.9

243,905 73,955 27,549 11.3 37.3

（注１）
（注２）

願 書 提 出 者 合 格 者
合　格　率

年 別

平成 26年

平成 27年

平成 28年

平成 29年

平成 30年

平成 18年

平成 20年

平成 21年

平成 22年

平成 23年

平成 24年

平成 25年

令和  元年

令和  2年

合計

令和2年合格者中、最高年齢61歳、最低年齢18歳、女性328人。
令和2年の願書提出者は、第Ⅰ回短答式試験における願書提出者が9,393人、第Ⅱ回短
答式試験における願書提出者が9,383人となっているところ、第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれ
にも願書を提出した受験者を名寄せして集計したもの。

1
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2．年齢別合格者調

論 文 式 合 格 者
受 験 者 構 成 比

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｃ)／(Ａ) (Ｃ)／(Ｂ)

人 人 人 ％ ％ ％

20歳未満 132 13 7 5.3 53.8 0.5

20歳以上25歳未満 5,743 1,631 799 13.9 49.0 59.9

25歳以上30歳未満 2,942 852 299 10.2 35.1 22.4

30歳以上35歳未満 1,760 507 128 7.3 25.2 9.6

35歳以上40歳未満 1,163 325 44 3.8 13.5 3.3

40歳以上45歳未満 685 167 23 3.4 13.8 1.7

45歳以上50歳未満 425 121 18 4.2 14.9 1.3

50歳以上55歳未満 289 76 11 3.8 14.5 0.8

55歳以上60歳未満 184 48 4 2.2 8.3 0.3

60歳以上65歳未満 100 29 2 2.0 6.9 0.1

65歳以上 99 23 0 0.0 0.0 0.0

13,231 3,719 1,335 10.1 35.9 100.0

（注３）合格者構成比の合計欄の値は、端数処理の関係で各区分の合計と一致しない。

（注１）令和3年2月16日時点の年齢によるもの。
（注２）「願書提出者（Ａ）」及び「論文式受験者（Ｂ）」の合計数は、試験実施日の延期による事前
　　　　辞退者を除いた人数であるため、内訳の合計とは一致しない。

区　　分
願書提出者 合 格 者

合　格　率

合　　計

2
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3．学歴別合格者調

論 文 式 合 格 者
受 験 者 構 成 比

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｃ)／(Ａ) (Ｃ)／(Ｂ)

人 人 人 ％ ％ ％

825 292 56 6.8 19.2 4.2

680 357 41 6.0 11.5 3.1

118 35 12 10.2 34.3 0.9

128 30 11 8.6 36.7 0.8

5,928 1,685 552 9.3 32.8 41.3

4,183 1,044 555 13.3 53.2 41.6

1,314 261 80 6.1 30.7 6.0

346 88 28 8.1 31.8 2.1

13,231 3,719 1,335 10.1 35.9 100.0

（注１）第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれにも願書を提出した受験者については、第Ⅱ回における出願時の申告
        に基づく区分による。
（注２）大学院の「修了」、大学及び高校の「卒業」には、見込者を含む。

大 学 卒 業
（短大含む）

大 学 在 学
（短大含む）

高 校 卒 業

そ の 他

（注３）「願書提出者（Ａ）」及び「論文式受験者（Ｂ）」の合計数は、試験実施日の延期による
　　　　事前辞退者を除いた人数であるため、内訳の合計とは一致しない。

区　　分
願書提出者 合 格 者

合　格　率

大 学 院 修 了

会 計 専 門 職
大 学 院 修 了

合　　計

大 学 院 在 学

会 計 専 門 職
大 学 院 在 学

3
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4．職業別合格者調

論 文 式 合 格 者
受 験 者 構 成 比

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｃ)／(Ａ) (Ｃ)／(Ｂ)

人 人 人 ％ ％ ％

59 52 4 6.8 7.7 0.3

692 246 67 9.7 27.2 5.0

54 28 6 11.1 21.4 0.4

2,490 447 95 3.8 21.3 7.1

424 105 26 6.1 24.8 1.9

40 19 6 15.0 31.6 0.4

53 13 2 3.8 15.4 0.1

5,607 1,511 740 13.2 49.0 55.4

1,322 538 153 11.6 28.4 11.5

2,063 629 216 10.5 34.3 16.2

718 204 20 2.8 9.8 1.5

13,231 3,719 1,335 10.1 35.9 100.0

（注１）第Ⅰ回、第Ⅱ回のいずれにも願書を提出した受験者については、第Ⅱ回における出願時の申告に基づく区分による。

（注３）合格者構成比の合計欄の値は、端数処理の関係で各区分の合計と一致しない。

合　　計

税 理 士

会 社 員

公 務 員

教 員

教育・学習支援者

学 生

（注２）「願書提出者（Ａ）」及び「論文式受験者（Ｂ）」の合計数は、試験実施日の延期による事前辞退者を除いた人数
　　　　であるため、内訳の合計とは一致しない。

専 修 学 校 ・
各種学校受講生

無 職

そ の 他

区　　分
願書提出者 合 格 者

合　格　率

会 計 士 補

会 計 事 務 所 員

4
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5．財務局別合格者調

論 文 式 合 格 者
受 験 者 構 成 比

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｃ)／(Ａ) (Ｃ)／(Ｂ)

人 人 人 ％ ％ ％

276 58 16 5.8 27.6 1.2

398 115 41 10.3 35.7 3.1

8,120 2,272 782 9.6 34.4 58.6

133 37 9 6.8 24.3 0.7

829 274 106 12.8 38.7 7.9

2,593 759 293 11.3 38.6 21.9

243 56 21 8.6 37.5 1.6

187 37 19 10.2 51.4 1.4

146 42 10 6.8 23.8 0.7

537 132 37 6.9 28.0 2.8

60 10 1 1.7 10.0 0.1

13,231 3,719 1,335 10.1 35.9 100.0合　　計

関 東

北 陸

東 海

近 畿

中 国

四 国

（注）「願書提出者（Ａ）」及び「論文式受験者（Ｂ）」の合計数は、試験実施日の延期による事前辞退
　　　者を除いた人数であるため、内訳の合計とは一致しない。

区　　分
願書提出者 合 格 者

合　格　率

北 海 道

東 北

九 州

福 岡

沖 縄

5
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令和２年度の講演会の開催状況 

 

（１）大学生等を対象とする講演 

開催日 場所 講師 

令和 2年 6 月 11 日 一 橋 大 学 東京都 
(オンライン) 

櫻井会長 

10 月 9 日 大 阪 府 立 大 学 大阪府 櫻井会長 

10 月 12 日 専 修 大 学 東京都 
(オンライン) 

松井委員 

10 月 13 日 龍 谷 大 学 京都府 櫻井会長 

10 月 14 日 兵 庫 県 立 大 学 兵庫県 
(オンライン) 

櫻井会長 

10 月 28 日 昭 和 女 子 大 学 東京都 
(オンライン) 

櫻井会長・検査官 

10 月 28 日 大 阪 大 学 大阪府 
(オンライン) 

櫻井会長 

11 月 4 日 甲 南 大 学 兵庫県 
(オンライン) 

櫻井会長 

11 月 10 日 東 北 学 院 大 学 宮城県 
(オンライン) 

松井委員 

11 月 10 日 中 央 大 学 東京都 
(オンライン) 

松井委員 

11 月 11 日 関 西 大 学 大阪府 櫻井会長 

11 月 20 日 神 戸 薬 科 大 学 兵庫県 
(オンライン) 

櫻井会長 

11 月 26 日 大 阪 市 立 大 学 大阪府 
(オンライン) 

櫻井会長 

12 月 15 日 駒 澤 大 学 東京都 
(オンライン) 

松井委員 

令和 3 年１月７日 京 都 産 業 大 学 京都府 
(オンライン) 

櫻井会長 

１月 12 日 富 山 大 学 富山県 
(オンライン) 

松井委員 

 

（２）高校生を対象とする講演 

開催日 場所 講師 

令和 3年 1 月 25 日 埼 玉 県 立 狭 山 経 済 高 等 学 校 埼玉県 
(オンライン) 

櫻井会長 

3 月 24 日 愛 知 県 立 豊 橋 商 業 高 等 学 校  愛知県 櫻井会長 
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IFIAR 本会合開催実績 

 
 

 期 間 場 所 参 加 当 局 

第１回 平成 19 年 3 月 22・23 日 東京 22 か国・地域 

第２回 平成 19 年 9 月 24・25 日 トロント 21 か国・地域 

第３回 平成 20 年 4 月 9～11 日 オスロ 22 か国・地域 

第４回 平成 20 年 9 月 22～24 日 ケープタウン 21 か国・地域 

第５回 平成 21 年 4 月 27～29 日 バーゼル 30 か国・地域 

第６回 平成 21 年 9 月 14～16 日 シンガポール 29 か国・地域 

第７回 平成 22 年 3 月 22～24 日 アブダビ 30 か国・地域 

第８回 平成 22 年 9 月 27～29 日 マドリッド 37 か国・地域 

第９回 平成 23 年 4 月 11～13 日 ベルリン 34 か国・地域 

第 10 回 平成 23 年 9 月 26～28 日 バンコク 29 か国・地域 

第 11 回 平成 24 年 4 月 16～18 日 釜山 32 か国・地域 

第 12 回 平成 24 年 10 月 1～3 日 ロンドン 39 か国・地域 

第 13 回 平成 25 年 4 月 15～17 日 ノールドワイク 42 か国・地域 

第 14 回 

 

平成 26 年 4 月 7～9 日 

 

ワシントン D.C. 

 

44 か国・地域 

 第 15 回 平成 27 年 4 月 21～23 日 台北 38 か国・地域 

第 16 回 平成 28 年 4 月 19～21 日 ロンドン 48 か国・地域 

第 17 回 平成 29 年 4 月 4～6 日 東京 47 か国・地域 

第 18 回 平成 30 年 4 月 17～19 日 オタワ 47 か国・地域 

第 19 回 
平成 31 年 4 月 30 日 

～令和元年 5 月 2 日 
ギリシャ 50 か国・地域 

 
（注）平成 25 年以降、本会合は年１回の開催とし、別途オフィサー、諮問委員会メン

バー及びワーキング・グループ議長等による中間会合を開催。 
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令和３ 年３ 月22日

公認会計士・ 監査審査会/金融庁

監査監督機関国際フ ォ ーラ ムによる
「 2020年検査指摘事項報告書」 の公表について

　 監査監督機関国際フ ォ ーラ ム（ I FI AR） は、 メ ンバー国の監査監督当局を 対象に、 2020年（ 令和２ 年） 夏、 ９

回目と なる検査指摘事項調査を 実施し まし た。 こ の度、 その結果を 取り まと めた「 2020年検査指摘事項報告書」

（ 原題： Survey of I n spection  Find ing s 2020） を 公表し まし た。

　 なお、 公認会計士・ 監査審査会事務局は、 本報告書の取り まと めを 行う 作業チームに参画し ており 、 引き 続き

当該取組みに貢献し てまいり ます。

　 詳細につき まし ては、 以下を ご覧く ださ い。

お問い合わせ先

公認会計士・ 監査審査会事務局　 総務試験室

金融庁総合政策局I FI AR戦略企画本部I FI AR戦略企画室

　 Tel： 03-3506-6000（ 代表） （ 内線2415）

プレ スリ リ ース（ 原文） （ PDF）  ・  （ 仮訳） （ PDF）

「 2020年検査指摘事項報告書」 （ 原文） （ PDF）
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プレスリリース（仮訳） 
 
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）が第９回 検査指摘事項調査の報告書

を公表 
 
2021 年３月 15 日 
 

本日、IFIAR は、６大グローバル監査法人ネットワークに加盟している監

査法人に対して、IFIAR メンバー当局が個別に行った検査に基づく９回目の

年次検査指摘事項調査の結果に係る報告書を公表した。IFIAR は、法人全体

の品質管理態勢に対する検査、及び、個別監査業務に対する検査の２種類の

活動に係る情報を収集した。50 の IFIAR メンバー当局が 2020 年の調査に参

加した。 
 

2020 年調査への IFIAR メンバー当局の報告によると、検査を行った個別監

査業務のうち、１つ以上の指摘があったものは 34％だった。それに対し、

2019 年調査では 33％、指摘率を初めて計測した 2014 年調査では 47％であっ

た。今回の前年同期比でのわずかな増加は、過去７回の調査において一度だ

けである。 
 
2020 年調査に含まれる検査結果は、COVID-19 のパンデミック発生前に終

了した監査の検査であり、パンデミックによる検査活動への影響は、2021 年

以降の調査に反映される可能性がある。 
 

IFIAR は、メンバー当局の検査プログラムの集計結果の前年比の変化が、

必ずしも監査品質の変化を示すものではないため、調査結果の一般的な傾向

を長期的にモニターしている。しかしながら、集計上の指摘率は依然として

高く、監査法人には高水準にとどまる指摘率に対処するための継続的な努力

が求められる。さらに、品質管理態勢に関する検査結果の経年変化も引き続

き懸念される。強力な品質管理態勢は、監査品質を向上、維持するための重

要な要素であることから、IFIAR は、質の高い監査を実現するために、

GPPC1ネットワークとそのメンバーファームが継続して改善に取り組むこと

を強く求める。 
 

本調査結果は、監査法人による監査品質改善の進捗を厳密に測定するもの

ではなく、変化を検討する唯一の要因でもない。IFIAR メンバー当局の検査

はリスクベースの手法を取っているため、年間を通じて、必ずしも全ての監

査事務所や品質管理項目、全保証業務の代表的なサンプルを選んでいるわけ

ではない。監査品質を総合的に評価するには、検査を通じて特定・報告され

た不備の数を超えた、様々な要素を検討する必要がある。 
 

                                                 
1 （公認会計士・監査審査会事務局注）GPPC：BDO、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、
Grant Thornton、KPMG 及び PricewaterhouseCoopers。 
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 監査品質を向上させる責任は監査法人にあるが、IFIAR は、様々な活動を

通じて、グローバルに一貫した高品質な監査に向けた進歩に影響を与えよう

としている。IFIAR は、監査法人が継続的に改善のサイクルを回し続けるこ

とを促している。それは今までも、これからも、GPPC との対話や IFIAR メ

ンバー間での知見の共有における、IFIAR の突出した特徴であり続ける。 
 
 
検査指摘事項調査について 

IFIAR の年次検査指摘事項調査は、監査法人の品質管理態勢及びシステム

上重要な金融機関（SIFIs）を含む上場 PIEs（社会的影響度の高い事業体）の

監査について、IFIAR メンバー当局の主な検査結果をまとめたものである。

PIE 監査における検査指摘事項は、監査事務所が監査意見を裏付けるのに十

分かつ適切な監査証拠を入手していなかったことを示す、監査手続上の不備

である。しかし、必ずしも当該財務諸表に重要な虚偽表示があることを示唆

するものではない。 
 
 
IFIAR について 
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）は、2006 年に設立され、アフリカ、

北米、南米、アジア、オセアニア、ヨーロッパの 54 の国・地域の独立した監

査監督当局で構成されている。その使命は、グローバルに監査品質を向上す

ることにより、投資家を含む公益に資することである。IFIAR は、世界中の

監査品質や規制実施について、対話や知見の共有ができるプラットフォーム

を提供し、規制活動における協調を促している。IFIAR の公式のオブザーバ

ーは、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、欧州委員会（EC）、金融安定理

事会（ FSB）、保険監督者国際機構（ IAIS ）、証券監督者国際機構

（IOSCO）、公益監視委員会（PIOB）及び世界銀行である。IFIAR に関する

更なる情報については、IFIAR ウェブサイト（www.ifiar.org）を参照されたい。 
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IFIAR Urges Continued Audit Quality Improvement Efforts 

March 15, 2021 

 

IFIAR released today a report on the results of its ninth annual survey of inspection findings arising 
from its member regulators’ individual inspections of audit firms affiliated with the six largest global 
audit firm networks. IFIAR collected information about two categories of activities: inspections 
performed on firm-wide systems of quality control and inspections of individual audit 
engagements. Fifty IFIAR members contributed to the 2020 survey. 

IFIAR members reported in the 2020 survey that 34% of audit engagements inspected had at 
least one finding, compared to 33% in the 2019 survey, and down from 47% in the first survey 
capturing this percentage in 2014. This slight year-over-year increase is the only time the finding 
rate has increased over the past seven surveys.  

The inspection results included in the 2020 survey are for inspections of audits that concluded 
prior to the advent of the pandemic. The pandemic’s effects on inspection activity may be reflected 
in the 2021 and subsequent surveys.  

IFIAR monitors general trends in survey findings over time, as year-over-year changes in 
aggregate results across our members’ inspections programs are not necessarily indicative of 
changes in audit quality. However, the rate of findings at the aggregate level remains high, and 
the need remains for audit firms to make continued efforts to address the high level of findings. 
Further, variability over time in findings from inspections of systems of quality control continues 
to be of concern.  A strong system of quality control is a critical element in improved and sustained 
audit quality. IFIAR, therefore, urges the GPPC networks’ and their member firms’ continued 
improvement efforts in the interest of achieving consistently high quality audit performance. 

The survey results do not measure precisely – and are not the sole factor when considering 
developments in – firms’ progress in improving audit quality. Members’ inspection processes 
follow a risk-based methodology and are not necessarily intended to select a representative 
sample of all firms, firms’ quality control elements or all assurance work throughout the year. A 
comprehensive evaluation of audit quality involves consideration of various factors beyond 
numerical information about deficiencies identified and reported over the course of an inspection. 

While responsibility for improving audit quality rests with audit firms, IFIAR seeks to influence 
progress towards consistent, high quality audits globally through various activities. IFIAR 
encourages audit firms to execute on an ongoing cycle of continuous improvement, a topic that 
has been – and will remain – a prominent aspect of IFIAR’s dialogue with the GPPC networks 
and knowledge sharing among IFIAR members. 
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About the Survey 
IFIAR’s annual Inspection Findings Survey collects data on key results from IFIAR Members’ 
inspections of audit firms’ systems of quality control and audits of listed public interest entities 
(PIEs), including systemically important financial institutions (SIFIs). Inspection findings for PIE 
audits are deficiencies in audit procedures that indicate that the audit firm did not obtain sufficient 
appropriate audit evidence to support its opinion, but do not necessarily imply that those financial 
statements are also materially misstated.  
 
About IFIAR  
Established in 2006, the International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) comprises 
independent audit regulators from 54 jurisdictions representing Africa, North America, South 
America, Asia, Oceania, and Europe. Our mission is to serve the public interest, including 
investors, by enhancing audit oversight globally. IFIAR provides a platform for dialogue and 
information-sharing regarding audit quality matters and regulatory practices around the world; and 
promotes collaboration in regulatory activity. IFIAR’s official observer organizations are the Basel 
Committee on Banking Supervision, the European Commission, the Financial Stability Board, the 
International Association of Insurance Supervisors, the International Organization of Securities 
Commissions, the Public Interest Oversight Board and the World Bank. For more information 
about IFIAR, visit www.ifiar.org. 
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令和２ 年10月９ 日

公認会計士・ 監査審査会/金融庁

監査監督機関国際フ ォ ーラ ムによる
「 I n form ation  Paper:  グローバルネッ ト ワーク に対する監

督の推進」 の公表について

　 監査監督機関国際フ ォ ーラ ム（ I FI AR） は、 ９ 月11日、 「 I n form ation  Paper:  グローバルネッ ト ワーク に対す

る監督の推進」 （ 原題： I FI AR I n form ation  Paper:  Facilita ting  Oversig h t of Globa l Aud it Firm  Netw orks） を

公表し まし た。

　 詳細につき まし ては、 以下を ご覧く ださ い。

　   関連サイ ト ： I FI ARウェ ブサイ ト 　  I n form ation  Paperの公表について

（ https: //w w w . ifiar. org /la test-new s/ifiar-pub lishes-in form ation-paper-on-facilitating -oversig h t-of-

g loba l-aud it-firm -netw orks/）

お問い合わせ先

公認会計士・ 監査審査会事務局　 総務試験室

金融庁総合政策局I FI AR戦略企画本部I FI AR戦略企画室

　 Tel： 03-3506-6000（ 代表） （ 内線2432）

プレ スリ リ ース（ 原文） ・ （ 仮訳）

I n form ation  Paper（ 原文）
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プレスリリース（仮訳） 
 
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）が「Information Paper：グローバル

ネットワークに対する監督の促進」を公表 
 
2020 年 9 月 10 日 
 

世界的な COVID-19 の渦中で、COVID-19 はビジネスに重大な支障をきた

しかねないため、関係者はこれまで以上に財務報告の信頼性の確保に注意を

払っている。この流れを受けて、本日 IFIAR は、高品質な監査及び監査監督

と他の要素を併せた、財務報告エコシステムに対する重要性を強調し、資本

市場の信頼の形成における財務報告エコシステムの役割の概要を記載した

Information Paper を公表した。 
 
IFIAR は、加盟国に対し、情報交換や経験共有を行うためのプラットフォ

ームを提供している。同様に、IFIAR はグローバルネットワークとの対話の

場を設け、世界的な監査品質の向上を試みている。この Information Paper で

は、グローバルネットワーク特有の構造的な特徴を説明し、また、IFIAR が

規制当局ではない中で、グローバルネットワークとメンバーファームへの関

与により、いかにそれらに対する監督を促進しているかを概説している。 
 
 
IFIAR について 
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）は、2006 年に設立され、アフリカ、

北米、南米、アジア、オセアニア、ヨーロッパの 55 の国・地域の独立した監

査監督当局で構成されている。その使命は、グローバルに監査監督を向上さ

せることにより、投資家を含む公益に資することである。IFIAR は、世界中

の監査品質や規制実施について、対話や知見の共有ができるプラットフォー

ムを提供し、規制活動における協調を促している。IFIAR の公式のオブザー

バーは、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、欧州委員会（EC）、金融安定

理事会（FSB）、保険監督者国際機構（ IAIS）、証券監督者国際機構

（IOSCO）、公益監視委員会（PIOB）及び世界銀行である。IFIAR に関する

更なる情報については、IFIAR ウェブサイト（www.ifiar.org）を参照されたい。 
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September 10, 2020 
Tokyo, Japan  
 
International Forum of Independent Audit Regulators publishes Information Paper on “Facilitating 
Oversight of Global Audit Firm Networks”. 
 
In  the  midst  of  the  global  covid19  pandemic,  which  continues  to  cause  significant  disruption  to 
business, stakeholders are paying ever closer attention to the reliability of financial reporting. It is in 
this context that IFIAR has published today an Information Paper which underscores the importance 
of  both  highquality  audits  and  audit  oversight,  together with  other  contributors,  to  the  financial 
reporting ecosystem, and outlines the role of the financial reporting ecosystem in building trust in the 
capital markets.  
 
IFIAR provides a platform for its Membership to exchange information and share experiences. IFIAR 
also  coordinates  dialogue with  the  largest  global  audit  firm networks,  prompting  the  networks  to 
improve  audit  quality  around  the  world.  This  Information  Paper  explains  the  unique  structural 
characteristics of global audit  firm networks and outlines how, whilst not a  regulator  itself,  IFIAR’s 
engagement with the networks and among members facilitates the oversight of global audit networks. 
 
 
 
 
 
About IFIAR 
 
Established  in  2006,  the  International  Forum  of  Independent  Audit  Regulators  (IFIAR)  comprises 
independent audit regulators from 55 jurisdictions representing Africa, North America, South America, 
Asia,  Oceania,  and  Europe.  Our  mission  is  to  serve  the  public  interest,  including  investors,  by 
enhancing audit oversight globally.  IFIAR provides a platform  for dialogue and  informationsharing 
regarding  audit  quality  matters  and  regulatory  practices  around  the  world;  and  promotes 
collaboration in regulatory activity. IFIAR’s official observer organizations are the Basel Committee on 
Banking  Supervision,  the  European  Commission,  the  Financial  Stability  Board,  the  International 
Association of Insurance Supervisors, the International Organization of Securities Commissions, the 
Public  Interest  Oversight  Board  and  the  World  Bank.  For  more  information  about  IFIAR,  visit 
www.ifiar.org.  
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令和２ 年５ 月11日

公認会計士・ 監査審査会/金融庁

監査監督機関国際フ ォ ーラ ムによる
新型コ ロナウイ ルス感染症（ COVI D-19） 関係の

議長レ タ ーの公表について

　 監査監督機関国際フ ォ ーラ ム（ I FI AR） は、 ５ 月１ 日、 「 I FI AR議長によるCOVI D-19に関する利害関係者への

アッ プデート 」 （ 原題： I FI AR Chair’s Update on  COVI D-19  to stakeholders） を 公表し まし た。

　 詳細につき まし ては、 以下を ご覧く ださ い。

　 関連サイ ト ： 監査監督機関国際フ ォ ーラ ムウェ ブサイ ト  新型コ ロナウイ ルス感染症関連ページ

　 （ https: //w w w . ifiar. org /la test-new s/ifiar-update-on-covid-19/）

お問い合わせ先

公認会計士・ 監査審査会事務局　 総務試験室

金融庁総合政策局I FI AR戦略企画本部I FI AR戦略企画室

　 Tel： 03-3506-6000（ 代表） （ 内線2432）

議長レ タ ー（ 原文） （ 監査監督機関国際フ ォ ーラ ムウェ ブサイ ト リ ンク ） ・ （ 仮訳） （ PDF）
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議長レター（仮訳） 
 
IFIAR 議長による COVID-19 に関する利害関係者へのアップデート 
 
2020 年 5 月 1 日 
 

本レターは、COVID-19 パンデミックの危機を踏まえた IFIAR 及び IFIAR
メンバー当局の活動について最新情報を提供するものである。 

 
第一に、（組織としての）IFIAR は、今後予定されているすべての対面会

議を中止し、IFIAR 職員を在宅勤務に移行させることで、メンバー、職員、

一般市民の健康と安全に注力して対応してきた。このような状況にもかかわ

らず、（組織としての） IFIAR は、メンバーと同様に、状況に適応して業務

運営を継続し、現在進行中の業務及び目の前の新たな課題に関して、メンバ

ー及び監査コミュニティの利害関係者を支援することに積極的に注力してき

た。 
 
私は、IFIAR 代表理事会とともに、監査及び監査監督コミュニティにおけ

る多くの監査人やその他の参加者が、COVID-19 パンデミックの結果、監査

及び監査監督を実施する上で実務上の困難に直面しているであろうことを認

識している。しかし、我々は監査監督当局として、この間、質の高い財務報

告の維持に監査が貢献することの重要性についても認識している。投資家及

びその他の利害関係者がかつてない程質の高い財務情報を必要としているで

あろう今、COVID-19 の重大な影響があっても、また、それを踏まえて、監

査法人は、要求される基準を十分に遵守する必要があることを強調する。こ

れらの新たな課題にもかかわらず、IFIAR は、COVID-19 の状況を踏まえた新

たな活動を含め、「世界的に監査監督を強化することで、投資家を含む公共

の利益に貢献する」という使命を引き続き果たしていく。そのような活動に

は以下が含まれる。 
 
IFIAR メンバーと一般への情報共有 
 
多くの IFIAR メンバー及び関連当局は、この危機の間、監査コミュニティ

に対して重要な発表、声明及びガイドラインを公表してきた。COVID-19 パ

ンデミックによる監査、会計及び開示への影響や想定される財務諸表監査へ

の影響について、監査人、企業及びその他の者の注意を喚起するため、多く

の情報が公表されてきた。同様に、提出期限の延長、立入検査の一時的な猶

予、当局の期待に関する監査法人や利害関係者へのタイムリーな最新情報の

提供など、多くの当局が講じてきた関連施策も公表されてきた。 
 
IFIAR は、メンバーや一般市民に対し、メンバーの国・地域におけるその

ような動向や現在進行中の COVID-19 の状況に関連するその他の有用な情報

について最新情報を継続的に提供していくため、IFIAR のウェブサイト内に

COVID-19 専用ページを公開している。(https://www.ifiar.org/about/covid-19-
updates-public/) 
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また、別途メンバー専用ページには、当局にとって価値のある更なる情報

が掲載されている。 
 
さらに、IFIAR 代表理事会は 4 月 16 日、代表理事会メンバーが、より多く

の IFIAR メンバーと共有すべきテーマを知り、特定するため、専ら COVID-
19 パンデミックに関する代表理事会メンバー当局の対応について議論するた

めの電話会議を開催した。代表理事会は、継続して開催される会議において、

状況の変化を注意深く監視し続ける。 
 
グローバル監査品質ワーキング・グループ(GAQWG)とグローバル公共政

策委員会(GPPC)ネットワークとの連携[1] 
 
GAQWG は、COVID-19 に関連して発生し得る新たな問題に直ちに注力す

るのに加え、ワーキング・グループとして進行中の重点分野について、対話

とモメンタムを維持するため、GPPC のカウンターパートとの交流を継続し

ている。 
 
オフィサー（議長、副議長）/事務局長(ED) と GPPC 幹部との連携 
 
オフィサー及び ED は、現在の状況において監査を遂行する上で直面して

いる課題や、それに対応するための取組を理解するため、GPPC 事務局及び

GPPC の CEO グループの議長と定期的に電話・ビデオ会議を開催しているほ

か、個々の GPPC 監査法人の幹部とも随時電話会議を行っている。こうした

交流の中で、GPPC は IFIAR がメンバーを支援するために行っている取組に

関して情報を得ている。オフィサーと ED は、監査法人がすべての関連する

基準を遵守し、質の高い監査を実施することが期待されていることを繰り返

し伝えている。 
 
基準設定主体や他の国際機関との調整 
 
IFIAR は、引き続き、基準調整ワーキング・グループ（SCWG）を通じて、

IAASB の作業をフォローし、コメントを行う。さらに、SCWG 議長は、

IAASB 及び各国基準設定主体（監査基準設定の権限を有する IFIAR メンバー

も含む）と連携し、実施し得る対応策の把握に努めている。 
 
IFIAR のオフィサーと ED は、オープンなコミュニケーションと情報共有を

維持するために、適宜他の国際機関とも連携している。 
 
メンバーの活動 
 
検査：メンバーは、各国政府が実施中の推奨される措置の下で活動を継続

できるよう、監査人及び監査法人の検査について実務的な面で修正を行って

いる。多くの国・地域では、進行中の検査についてリモートワークが可能と

されており、その他の国・地域でも、リモートでの活動を向上させるために

引き続き働き方を見直している。場合によっては、監査業務チームが足元の
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監査の遂行に集中できるように、検査のタイミングを調整したり、一時的に

中断したりしている。 
 
執行：一部のメンバーは、執行業務、特に、必要となる対面でのインタビ

ューやその他の会議の実施、（制度上該当する国・地域における）証言の聴

取など典型的な対面での活動を継続するにあたり障害に直面しており、リモ

ートでのインタビューや資料入手の手段について模索している。 
 
各国内の監査法人とのコミュニケーション：メンバーの中には、現在の状

況下で監査法人が直面している重要な問題及びそれに対応するために監査法

人が実施している取組や手続きを特定し、理解するために、各国内の監査法

人の代表と定期的に連絡を取り合っている当局もある。 
 
IFIAR は、現在の状況により、全ての利害関係者が制約を受け、更なる圧

力の下にあることを認識している。その結果、世界的に監査監督を強化する

ための IFIAR の努力及び手段は、状況に適応し、進化し続ける。IFIAR はこ

れらの活動についてウェブサイトを通じて利害関係者に継続的に情報提供し

ていく。 
 

フランク・シュナイダー 
IFIAR 議長 

 
 
[1] 各 GPPC ネットワークは、世界中の国や地域で属地的に運営され、別々の

法人格を持つ監査法人（メンバーファーム）のグループで構成されている。

各 GPPC ネットワークは、以下の法人に代表される：BDO International 
Limited、Deloitte Touche Tohmatsu Limited、Ernst & Young Global Limited、
Grant Thornton International Limited、KPMG International Cooperative、及

び PricewaterhouseCoopers International Limited。 

― 123 ―― 123 ―

―  ―0123456789



News Contact Careers Login  

Home / Latest New s / IFIAR Chair’s Update on COVID-19 to…/

IFIAR Chair’s Update on COVID-
19 to stakeholders
May 1, 2020

IFIAR Chair’s Update on COVID-19 to stakeholders

This letter is to provide an update on IFIAR activity, and that of IFIAR
Member organizations, considering the COVID-19 pandemic crisis.

Firstly, IFIAR as an organization has responded w ith a focus on the
health and safety of our Members, staff and the general public by 
canceling all upcoming in-person meetings and moving to a work-
from-home basis for the IFIAR staff. Despite this, IFIAR as an 
organization has, like our Members, adapted and remains operational 
and actively focused on supporting our Membership and stakeholders 
in the audit community in our ongoing work as well as the new 
challenges at hand.

I, along w ith the IFIAR Board, recognize that many auditors and other
participants in the audit and audit oversight community may be facing 
practical difficulties in carrying out audits and audit oversight as a result 
of the COVID-19 pandemic. But as audit regulators we also recognize 
the importance of audit’s contribution to maintaining high quality 
financial reporting during this time and stress the need for audit firms 
to fully comply w ith required standards despite, and in light of, the 
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significant impacts of COVID-19 – when investors and other 
stakeholders may have greater need for high-quality financial 
information than ever. Despite these new challenges, IFIAR w ill 
continue to fulfill its mission which is to serve the public interest, 
including investors, by enhancing audit oversight globally – including 
new activity developed in light of the COVID-19 situation. Such activity 
includes:

Information sharing for IFIAR members and the public

Many IFIAR Members and related regulators have issued
announcements, statements and guidelines of import to the audit 
community during this crisis. Many public communications have been 
issued to draw the attention of auditors, companies and others to the 
audit, accounting and disclosure implications of the COVID-19 
pandemic and its likely impact to audits of financial statements; as well 
as the related steps many regulators have taken, such as the extension 
of filing deadlines, temporary relief from on-site inspections, and the 
provision of timely updates to firms and stakeholders as to regulator 
expectations.

IFIAR has published dedicated COVID-19 pages on the IFIAR website
to keep Members and the general public updated on such 
developments from across our Member jurisdictions and other relevant 
information in relation to the ongoing COVID-19 situation. 
(https://www.ifiar.org/about/covid-19-updates-public/)

A separate dedicated page for Members hosts further information of 
value to regulators.

Further, IFIAR’s Board held a conference call on April 16 dedicated to
discussing the responses of Board Member organisations to the 
COVID-19 pandemic, to enable Board Members to learn and identify 
themes to share w ith the greater IFIAR Membership. The Board 
continues to closely monitor the evolution of the situation during its 
ongoing meetings.

Global Audit Quality W orking Group (GAQW G) Liaison with the
Global Public Policy Committee (GPPC) Networks[1]
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Officer/ Executive Director (ED) Liaison with the GPPC Leadership

The Officers and ED are holding periodic tele/video-conference calls
w ith the GPPC Secretariat and Chair of the GPPC CEO Group; in 
addition to ad hoc calls w ith individual GPPC firm leadership to 
understand the challenges they are facing in completing audits in the 
current circumstances and the initiatives they are undertaking in 
response. During these interactions, the GPPC has been kept informed 
of the actions IFIAR has been taking to support its Members. The 
Officers and ED have reiterated the expectation for firms to comply 
w ith all relevant standards and perform high-quality audits.

Coordination with Standard Setters and other International
Organizations

IFIAR continues to follow and comment on the work of the IAASB
through IFIAR’s Standards Coordination W orking Group (SCW G). In 
addition, the SCW G Chair is liaising w ith the IAASB and National 
Standard Setters (some of which are IFIAR Members w ith audit 
standard setting w ithin their remit) to understand any responsive steps 
they may be taking.

IFIAR’s Officers and ED are also liaising w ith other international
organizations to maintain open communication and information 
sharing, as appropriate.

Member Activity

Inspections: Members are adapting the practical aspects of their 
inspections of statutory auditors and audit firms to allow for continued 
activity under the recommended measures implemented by their 
respective governments. Remote working arrangements are in place for 
ongoing inspections in many jurisdictions and others continue to adapt 
their working arrangements to improve remote activity. In some cases, 
the timing of inspection activity is being adjusted or temporarily 
suspended to allow  audit teams to focus on completing current audits.
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Posted on April 30, 2020

Communication w ith national audit firms: A number of our Members
have established regular contact w ith audit firm representatives at a 
national level in their jurisdiction to identify and understand key issues 
encountered by the firms in the current context, and the initiatives and 
processes implemented by the firms in response.

IFIAR recognizes the constraints experienced by, and additional
pressures placed upon, all our stakeholders by the current 
circumstances. IFIAR’s efforts and methods to enhance audit oversight 
globally continues to adapt and evolve as a result and w e w ill continue 
to update stakeholders through our w ebsite on these activities.

Yours Truly,

Frank Schneider,
IFIAR Chair

[1] Each of the Global Public Policy Committee (GPPC) netw orks is 
comprised of a group of legally separate firms operating locally in 
countries or regions around the world. The GPPC networks are 
represented by the follow ing entities: BDO International Limited, 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant 
Thornton International Limited, KPMG International Cooperative, and 
PricewaterhouseCoopers International Limited.
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IFIAR 検査ワークショップ開催実績 

 
 

 

 期 間 場 所 参 加 当 局 

第１回 平成 19年 5 月 30・31 日 アムステルダム 22 か国・地域 

第２回 

第２回 

平成 20年 1 月 29・30 日 ベルリン 20 か国・地域 

第３回 平成 21年 2 月 11～13 日 ストックホルム 25 か国・地域 

第４回 平成 22年 2 月 9～12 日 パリ 31 か国・地域 

第５回 平成 23年 2 月 23～25 日 ワシントン D.C. 30 か国・地域 

第６回 平成 24年 3 月 5～7日 アブダビ 32 か国・地域 

第７回 平成 25年 3 月 4～6日 チューリッヒ 38 か国・地域 

第８回 平成 26年 3 月 10～12 日 クアラルンプール 36 か国・地域 

第９回 

 

平成 27 年 3 月 2～4日 

 

ロンドン 

 

37 か国・地域 

 第 10 回 平成 28 年 2 月 22～24 日 アブダビ 34 か国・地域 

第 11 回 平成 29 年 2 月 8～10 日 アテネ 41 か国・地域 

第 12 回 平成 30 年 2 月 20～22 日 コロンボ 41 か国・地域 

第 13 回 平成 31 年 3 月 6～8日 パリ 47 か国・地域 

第 14 回 令和 2年 2 月 4～6日 ワシントン D.C. 40 か国・地域 

第 15 回 令和 3年 3 月 23～25 日 
オンライン形式で

開催 
51 か国・地域 

４－５
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日本 IFIAR ネットワーク 会員 

【会計監査税務】

○日本監査研究学会

○日本監査役協会

○日本公認会計士協会

 日本税理士会連合会

○日本内部監査協会

【経済界】

 経済同友会

○日本経済団体連合会

【金融資本市場】

 金融先物取引業協会

 国際銀行協会（ＩＢＡ） 

 信託協会 

 生命保険協会

○全国銀行協会

 第二種金融商品取引業協会

 投資信託協会

 日本証券アナリスト協会

○日本証券業協会

 日本損害保険協会

 日本投資顧問業協会

○日本取引所グループ

○日本ＩＲ協議会

【その他】

 日本弁護士連合会

【オブザーバー】

東京都

計 22 団体

（注１）各分類内で 50音順 

（注２）○印は、ネットワークの行事を企画する企画委員会に所属

する会員。計９会員。
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公認会計士・監査審査会 
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